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第１章 総則 

 

第１節 共通仕様 

 

第１ 委託件名 

飯塚地区消防組合、直方・鞍手広域市町村圏事務組合共同消防指令システム整備事

業委託 

 

第２ 委託期間 

契約締結の翌日から 2026年 3月 31 日迄 

 

第３ 委託概要 

消防・救急デジタル無線、消防指令センターの新設にあたり、システムの構築、

下記に示すように飯塚地区消防本部、直方・鞍手広域市町村圏事務組合にわたり同

システムを共同にて完成させるものである。 

また、指令システムは消防防災施設等整備費補助金交付要綱に定める高機能消防

指令センター総合整備事業のⅡ型に準ずる。 

１ 消防本部・本署・分署・出張所・車両・その他 

（１）消防指令システム 

機器の製造・据付及び配線工事・試験調整 

システム詳細設計、ソフト開発、プログラム、データ入力、パッケージソフト

の購入、組込、総合試験調整 

既設機器の改修・移設及び配線工事・試験調整 

既設機器の撤去 

 

（２）消防・救急デジタル無線 

新設機器の製造・据付及び配線工事・試験調整 

既設機器の改修・移設及び配線工事・試験調整 

既設機器の撤去 

  

※本工事の完成に必要な官公庁及び関係機関との調整、諸手続から検収に至るす

べての業務サポートを行うこと。また、上記手続きに伴う費用は受注者の負担と

する。 

 

第４ 委託場所 

１ 飯塚地区消防組合 
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（１）飯塚地区消防本部・飯塚消防署 飯塚市菰田５２番地１ 

（２）片島分署   飯塚市片島三丁目１６番８号 

（３）嘉麻分署   嘉麻市大隈町 250番地 13 

（４）桂川分署   桂川町大字九郎丸 611番地 1 

（５）岩崎出張所   嘉麻市岩崎 651番地 

（６）庄内元吉出張所  飯塚市庄内元吉 179番地 1 

（７）山田出張所   嘉麻市上山田 1200番地 1 

（８）その他基地局   管内 

 

２ 直方・鞍手広域市町村圏事務組合 

（１）消防本部・宮田消防署  宮若市宮田 16番地 1 

（２）若宮出張所   宮若市福丸 260番地 6 

（３）鞍手出張所   鞍手郡鞍手町大字新延 6番地 11 

（４）小竹出張所   鞍手郡小竹町大字勝野 3372 番地 8 

（５）その他基地局   管内 

 

第５ 遵守事項 

本業務にあたっては、法令の遵守のほか、次の事項を遵守しなければならない。 

１ 本委託の施工に際して、既設指令管制システムのデータ変更や設定変更、接続のため

の施工及び新設への移行切替え等に際しては、消防業務に支障を来さないように施工し

なければならない。なお、業務に支障をおよぼすおそれのある際は、消防本部と十分協議

すること。 

２ 施工の進行に伴い諸事情により、仕様内容の変更を必要とする場合や疑義が生じた場

合は、速やかに消防本部と協議すること。 

３ 電気通信事業法及び電波法に基づく諸規定並びに電気設備に関する技術基準を定め

る省令、その他の関係法令等を遵守すること。 

４ 本仕様書に記載されていない事項は、原則として国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

の電気設備工事共通仕様書（最新版）、電気設備工事標準図（最新版）、電気設備改修

工事共通仕様書（最新版）、日本電気協会編「内線規程」、「高圧電気設備指針」に準拠

するもとする。 

５ 検討にあたっては、「消防指令システム等の標準仕様書等の作成について（通知）」（令

和 6 年 3 月 27 日付け消防情第 94 号）、「消防指令システム等の相互接続に関する研究

会」、「消防指令システムの高度化等に向けた検討会」等の総務省消防庁のほか国の省庁

の動向も十分考慮すること。 
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第６ 手続き 

指令設備の受注者は、電気通信事業法、著作権法等関係法令に定められた必要な

手続きを行わなければならない。 

また、施工に際して、官公庁等に対し届出、申請、承認等の手続きを行う必要が発生し

た場合も受注者がこれを行い、これらにかかる費用等は受注者の負担とすること。 

 

第７ 提出書類 

 受注者は委託受注後、必要部数を監督員に提出すること。 

１ 着手届 

２ 実施工程表 

３ 施工計画書・仮設計画書 

４ 移行計画書 

５ 承諾図 

６ 搬入写真 

７ 産業廃棄物処理計画書 

８ 完成図書 

 

第８ 完成図書 

完成図書は竣工後速やかに必要部数を監督員に提出すること。 

１ 完成仕様書・竣工図 

２ 取扱説明書 

３ 打ち合わせ記録 

４ 承諾図 

５ 試験成績書 

６ 産業廃棄物処理報告書 

７ 竣工写真 

８ その他必要なもの 

 

第９ 特許等 

受注者は、本仕様書に基づき製作し設置する装置及び機器設置並びにソフトウェア

に関わる第三者の有する特許法、実用新案法若しくは、意匠法上の権利及び技術上の

知識を侵害することのないよう必要な措置を講じ又、全ての責任を持つものとする。 

 

第１０ 検査等 

１ 発注者は、本委託について施工前及び施工中、必要と認めたとき受注者に対して質問

又は、必要な指示を行うことができるものとする。 
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２ 受注者は、委託が終了したときは、本仕様書に基づいて本指令センター設備の書類、

機材、添付品等の検査・確認及び設備の総合的な動作試験等の完成検査を実施するも

のとする。 

３ 受注者は、発注者が行う完成検査及び当地方を所管とする総合通信局（以下、「当該

総合通信局」という。）の完成（変更）検査並びに有線施設に関するＮＴＴ等の検査に立

ち合い、指示事項については速やかに処理するものとする。 

 

第１１ 設計変更等 

１ 本指令センター設備の設計変更は原則として認めないものとする。 

ただし、監督官庁の指導等やむを得ない場合にあっては、変更に係る部分について、具

体的理由及び根拠を示す書面を提示して承認を得ることを条件として変更を認めるもの

とする。 

２ 委託内容の変更は原則として次によるものとする。 

ア 発注者の指示による場合は、変更に伴う金額の増減については、双方協議により定

めるものとする。 

イ 受注者の都合による場合は、予め変更理由・内容を明らかにして監督員へ申し出る

ものとし、その理由がやむを得ず、かつ、その代替内容が同等以上の仕様と認められ

るときに限り承諾するものとする。 

なお、変更に伴う金額については、２-ア号に準ずるものとする。 

第１２ 瑕疵担保 

本事業の完成後、検収引渡し日から１年以内に、明らかに本指令センター設備の設

計、機器及び材料上あるいは製作、委託上の原因により生じた故障は、受注者の責任

において無償で修復すること。 

また、１年を経過した後に、本指令センター設備の設計不良、機器等の製造不良等

に起因すると認められる故障又は不具合は、受注者の責任において無償で修復する

こと。 

第１３ 撤去品の処分 

撤去する既設機器内に個人情報等プライバシーに関するデータが入っている場合、

物理的に完全に消去を行うこと。 

既設機器の撤去処分は法的に適切に処分を行うこと。また、家電リサイクルの適用品

は家電リサイクルにて処分をすること。 

ただし、下記の機器および指示するものについては消防本部に納品すること。 

１ 救急支援情報システムモバイルプリンタ 

２ 指令書プリンタ 

３ ネットワーク装置 
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第１４ 疑義 

本仕様書に記載のない事項又は疑義が生じた事項については、発注者と受注者

が協議の上決定するものとする。 

 

第１５ 個人情報の取り扱い 

１  支援情報にて、災害時要援護者等の個人情報を取り扱うことから、取り扱いに十分に

注意を行い、決して外に漏らすことのないようにすること。 

２  個人情報を取り扱う場合は、署内にて作業を行い、外部での作業を行わないこと。 

 

第１６ 秘密の保持 

本契約に関して知り得た相手方の販売上、技術上又はその他の業務上の秘密を

相手方の書面による事前承諾なしに第三者に公表又は漏洩してはならない。 

第１７ 移設 

１  次のシステムを、指令センター及び機械室の機能に支障が無いことを確認のうえ移設

すること。 

（１）本署建築設備機器・指令システム以外のサーバー・パソコン・周辺機器等 

（２）飯塚地区消防本部：県防災無線装置（片島→消防本部） 

（３）飯塚地区消防本部：防犯カメラレコーダー（片島 2階→1階） 

（４）その他監督員の指示するもの 

２ 移設については、業務停滞等の支障が生じないこと。 

３ 移設する際には、移設機器及び建物等に損傷及び障害を与えないよう十分注意

すること。 

４ アスベスト含有建材の有無に関する事前調査を行うこと。 

 

第２節 システムの基本的事項 

第１ 消防指令システムの基本事項 

指令システムの設計・製作において、システム全体及び構成する各装置の機能

仕様について、次の事項を満足するものとする。 

１ システム設計において、部品・材料及び汎用機器については、その時点における

最新の技術により、耐久性と信頼性を有するものを選定すること。又、コンパクト

化、低消費電力化、低騒音化が図られたものとし、24 時間 365 日連続稼動に耐え

得ること。 

２ 各指令台・その他装置はそれぞれの用途に応じた扱い易い操作性・操作面を有す

るものとし、機能性を重視した配置を考慮するほか、その形状や色調は他の機器と

調和のとれたものであること。 

３ 汎用機器についてはメンテナンスフリー、製作機器についてはユーザーメンテ
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ナンスを基本とし、保守点検が安心確実かつ容易に行える構造のものであること。 

４ コンピュータ系・通信装置系のシステムで構成するが、一部の機器の障害により

全システムの障害へと波及しないものであること。 

５ サブシステム(支援情報システム(消防ＯＡ)、防災連動等)の接続については、イ

ンターフェイス等により整合をはかり、消防指令システムのサブシステムとして

十分機能するよう配慮すること。 

６ 業務を停止することなく保守作業を実施できる構造であること。 

７ 各装置は、保守点検が容易に行える構造のものであること。 

８ 指令センター設備は、通信系・コンピュータ系のシステムで構成されるが、一部

のサブシステムの障害により全システムの障害へと波及しないよう設計されたも

のであること。また、自動出動指定装置などのコンピュータ障害時においても部隊

運用に必要な車両動態管理は指令台操作部において行えるものとすること。 

９ 携帯電話からの１１９通報直接受信方式等への拡張や改造の対応、信頼性と保

守一貫性に配慮すること。 

10 取り扱い上、特に注意を要する箇所及び危険な場所には、その旨を表示すること。 

11 既設装置から新装置への切替えに際し、支障をきたさぬよう充分留意して実施

すること。 

12 非常用受付設備は、１１９番回線に直接接続可能とし、「呼び返し」「発番号表示」

等が可能で、電源設備を不要とし、網給電で動作すること。 

13 指令センター設備は将来の機能拡充や機能追加・機器の増設が容易に対応でき

るものとし、最先端の技術を駆使した設計であること。また、将来の技術革新に準

拠した機能向上に対応できる構造であること。 

14 ソフトウェアについては、データの修正が容易に行えるよう配慮すること。 

15 本装置で必要とされる各種データの収集（既設システムのデータ含む）は、発注

者が行うものとするが、システムへのデータ投入するための環境準備及び支援は

受注者が行うこと。 

 

第２ システムの概要 

   １ 構築の基本的概念 

本システムは消防及び救急活動等において、円滑な業務遂行のための迅速かつ的

確な出動指令と効率的な現場活動を行うための各種支援情報を提供し、消防力の最

大発揮を図るものである。 

   ２ システムの構成 

（１）システム構成 

本システムの標準的なシステム構成は、別図第１に示すとおりである。 

   （２）機器構成 
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本システムの標準的な機器構成は、第 3章第１に示すとおりである。 

   ３ ソフトウェア仕様 

   （１）オペレーティングシステム 

汎用で信頼性が高く、ネットワーク機能やセキュリティ機能に優れ、十分な安

定性を有するＯＳを採用したものであること。 

   （２）地図 

本システムで使用する地図は、住宅地図、航空写真、山岳地図及び道路地図と

すること。 

   ４ ハードウェア仕様 

本システムを構成する装置の標準的な仕様は次のとおりとする。 

（１） ＣＰＵは、最新のマイクロプロセッサ技術を取り込んだ高性能なものである

こと。 

（２） 記憶装置は、高速処理が可能であるとともに充分な量のメモリを搭載するこ

と。 

（３） 磁気ディスク装置は、将来のデータ量増加を見込んだ充分な容量を有するも

のである 

こと。 

（４） サーバの外部記憶装置は、ＨＤＤ等の大容量バックアップ装置を有すること。 

 

５ 消防ＯＡ連動 

当システムにて、消防ＯＡと指令台を連動し情報をタイムリーに呼び込むこと

ができること。 

第 3 構築の基本的条件等 

システムの構築に当たっては、次の基本的な条件、技術基準等を考慮する。 

   １ 伝送品質 

（１） 本システムのデータ伝送路の伝送品質は、使用伝送路の平均ビット誤り率（Ｂ

ＥＲ）で表すものとし、その「ＢＥＲ」は１０
－５

 以下を維持できるのを標準

とする。 

（２） 加入者線、専用線等の線路条件は、次の値を基準とするが当該地域の電話局

等の伝送 

路特性を考慮したものとする。 

     ア 線路抵抗 

（ア）指令回線  ：３０００Ω以下（ループ抵抗） 

（イ）１１９番回線：３０００Ω以下（直流式） 

：１０００Ω以下（交流式） 



 12 

：ＩＳＤＮ式 

（ウ）加入者線  ：１０００Ω以下 

イ 絶縁抵抗 

関連文書（電気設備技術基準）による。 

ウ 接地抵抗 

関連文書（電気設備技術基準）による。 

 

２ 通信規約（プロトコル）等 

（１） 電話回線 

     ア 加入者線、専用線及び内線等の回線条件は、（財）電気通信端末機器審査協

会の定める技術基準によるものとする。 

     イ 各種加入者線の接続条件及び信号方式等は、ＮＴＴ等が規定する規格に準

拠するものとする。 

     ウ １１９番トランクは、直流式、交流式又は光ＩＰ式とし、ＮＴＴ等の規格に

適合するものとする。 

   （２）データ回線 

本システムの機器相互間及び他システムとの接続等に要する通信規約は、シ

ステムの拡張性、柔軟性、発展性及び円滑な運用性を考慮して、ＩＴＵ―Ｔ勧告

及びＩＳＯ規格等に準拠するのを標準とする。 

 

３ システムの抗堪性及び信頼性 

本システムの構築は、特定の設備が故障又は障害等により運用停止の状態に至

ることが生じた場合、本システム全体としての特に重要な通信機能を維持するた

め、次の条件を備えるものとする。 

   （１）抗堪性基準 

主要機器の障害時、適切なバックアップ措置を講じることが可能なこと。 

   （２）信頼性基準 

指令装置、自動出動指定装置、地図等検索装置等の主要装置は、適正な設計値

ＭＴＢＦ及びＭＴＴＲを設定し、信頼性維持に留意すること。 

第４ 各設備の基本的事項 

１ 信頼性の強化 

災害発生時に最大限の機能を発揮しなければならないシステムにおいて、高い

信頼性は必要不可欠な条件となる。 

従って本システムは、中枢となる重要機器の二重化等のバックアップ対策を行

うこと。 

また、その他の設備についてもトラブル発生時にその影響を最小限に止める機能
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の分散を行い、２４時間無停止運転可能な信頼性の高いものとすること。 

２ 操作性の向上 

本システムは、混乱が予想される大規模災害時においても迅速な情報の入出力、

事案処理など高い操作性が要求される。 

このため、情報入出力や情報検索が簡単に行えるタッチパネル機能、画面インタ

フェース機能を有するものとすること。 

   ３ 情報の共有化 

（１） 予防、警防等の関連情報や図面情報をデータベース化して、消防事務や災害

時の支援情報として提供できるように情報を共有化し、消防がもつ情報資産

の有効活用が図れるものとすること。 

（２） システム内（署、出張所を含む）の情報の共有化のためのデータベース（主

に映像情報、画面情報）化を行い総合的に防災対応が可能なシステムとする

こと。 

   ４ 情報のビジュアル化 

面的な広がりを持つ災害地点、車両位置、病院、災害時要援護者、水利等の情報

を地図の属性として一元的に管理し、地図上からの属性検索、属性からの地図検索

といった地図を有効に活用した情報の管理・提供方式を採用して大型表示装置等に

表示できるものとすること。 

   ５ 構成機器は、将来のコンピュータ技術及び通信技術の開発普及を展望し、可能な

限り幅広い拡張性を有すること。 

   ６ 各制御機器の記憶容量等及びネットワーク構成等は、必要なデータ量に対して

十分な余力をもった構成とすること。 

   ７ システムの使用条件（温度、湿度、換気等）と指令員の環境条件が違和感のない

よう配慮すること。 

   ８ 携帯電話、ＩＰ電話からの１１９番通報の接続及び発信地情報表示（統合型）が

可能なシステムであること。 

   ９ 本システムのうち、指令制御装置、自動出動指定装置、地図等検索装置等の本シ

ステムを構成する主要機器は、運用開始後長期に渡って使用することを考慮し、自

社で管理開発できるものを採用すること。 

   10 九州電力所有の電柱情報を、導入時に目標物として地図データと結合を行なう

こと。データのインストール費用は、受注者の負担とする。九州電力の電柱データ

購入時に費用が発生する場合は、本工事にて見込むこと。 

 

第５ 更新整備計画 

消防指令システムの構築に当たっては、システムの安定稼働の維持に十分配慮し、

事前に移行計画を立てて遂行すること。 
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第６ その他 

   １ システム電源保護対策 

電源保護については、特に電力供給に配慮し、機械室・指令センターに各々分電

盤(ブレーカを含む)を設置する等、保護対策を施すこと。 

   ２ システム障害対策 

本システムは瞬時の停止も許されない事から、ハードウェア・ソフトウェアとも

に高信頼性設計とし、不測の事態の発生を考慮し、一部の機器に障害が発生した場

合でも他の機器で運用ができる設計とすること。 

   ３ 運用管理 

システムの現地試験・検査等にあたっては運用に支障の無いよう事前に危険回

避計画を十分検討し、対応すること。 

システムの教育期間、フリー操作期間、消防職員の訓練時は、保守員もしくはシ

ステムエンジニアが立会い指導を行なうこと。 

また、運用開始迄に、本システムの操作・管理に係る必要な操作及び運用管理に

ついて、職員に対して十分な教育と指導を行うこと。 

   ４ 運用後の保守体制 

システムの納入後、仮運用から引き渡し後までの間は保守要員を常駐させるな

ど、システム運用初期における万全の保守体制を確立すること。 

また、障害の未然防止の為の定期保守点検、システム全般を将来に渡って常時安

定した状態に維持するために必要な保守体制を確立すること。 
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第３節 指令センター設備の概要 

第１ 指令センター設備の機器構成 

指令センター設備の機器構成及び数量は、次表のとおりとする。なお、運用性・信頼性

を確保した上で、装置の統合化・仮想化を行うこと。 

品 名 数

量 

単位 備 考 

①  共通機器     

１ 指令装置     

 (1)指令台  3 式  

 (2)自動出動指定装置     

 ア 制御処理装置（サーバ）  1 式  

 イ ディスプレイ  4 台  

 ウ データメンテナンス装置  1 式  

 (3)地図等検索装置     

 ア 地図等検索装置  4 式  

 イ ディスプレイ  4 台  

 ウ 地図データ  1 式  

 (4)長時間録音装置  1 式  

 (5)非常用指令設備  1 式  

 (6)指令制御装置     

 ア 指令制御装置  1 式  

 イ 指令台サーバ  1 式  

 ウ メンテナンス装置  1 式  

 エ 非常用補助電話機  2 式  

 (7)携帯電話・IP 電話受信転送装置  1 式  

 (8)プリンタ・カラープリンタ・スキャナ 

 ＦＡＸ１１９受信装置（Ａ３複合機） 
１ 台 

16.FAX119 受信装

置と兼用 

 (9)支援情報表示装置     

 ア 支援情報表示装置  4 式  

 イ ディスプレイ  4 台  

 (10)受付補助表示装置     

 ア 受付補助表示装置  4 式  

 イ ディスプレイ  4 台  

 (11)事案共有システム(サーバ)  1 式  

２ 指揮台  1 式  
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３ 表示盤     

 (1)車両運用表示盤  1 式 55 型液晶×2画面 

 (2)支援情報表示盤  1 式 55 型液晶×2画面 

 (3)多目的情報表示装置     

 ア 多目的情報表示装置 55 型液晶

×4 画面 
1 式 

 

 イ 映像制御装置 遠 隔 制 御

含む 
1 式 

 

 (4)表示盤端末  4 式  

 (5)119番着信状況表示端末  1 式  

４ 無線統制台  1 式  

５ 指令電送装置(指令情報送信装置)  1 式  

６ 順次指令装置  1 式  

７ 音声合成装置  1 式  

８ 出動車両運用監理装置(管理装置サーバ) 1 式  

９ システム監視装置  １ 式  

10 電源設備     

 (1)無停電電源装置（本部用）  １ 式  

 (2)直流電源装置  １ 式  

11 統合型位置情報システム  １ 式  

12 ネットワーク装置  １ 式  

 (1)L3スイッチ    上記に含む 

 (2)L2スイッチ    上記に含む 

 (3)ルータ    上記に含む 

 (4)ファイアウォール    上記に含む 

13 セキュリティ装置     

 (1)セキュリティサーバ  １ 式  

 (2)ウイルス検疫装置  １ 式  

14 電話設備（電話交換機(センター用）） １ 式 既設改修 

15 メール 119装置  １ 式  

16 ファックス 119受信装置  １ 式  

17 NET119通報装置  １ 式  

18 救急業務総合支援システム(ATAS)     

 (1)サーバ  1 式  

 (2)医療機関端末  1 式  
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 (3)導入費用(共通)  1 式  

19 その他     

 1パンフレット 2,000部 1 式  

 2指令台椅子  8 脚  

 3付属品     

 (1)指令台ヘッドセット  14 式  

 (2)複合機トナー  1 式  

 (3)OA机(椅子付き)  5 式  

 (4)OAラック  7 式  

 (5)マニュアル収納ラック  1 式  

 (6)マウス  4 式  

 (7)ゼンリン地図帳  1 式 （宮若、鞍手、小

竹、飯塚、嘉麻、桂

川） 

 (8)工具セット  １ 式 精密ドライバー含 

 (9)作業点検灯  １ 個  

20 機器据付等     

 (1) 機器据付等  1 式  

      

② 飯塚地区消防本部個別機器     

１ 指令装置(署所端末装置)  7 式  

２  表示盤(署所表示盤)  8 式  

３ 指令電送装置     

 (1)指令情報出力装置  7 式  

 (2)指令情報出力端末  7 式  

 (3)ディスプレイ  8 式  

５ 気象情報収集装置  1 式  

６ 災害状況等自動案内装置  1 式  

７ 出動車両運用管理装置     

 (1)無線 LAN親局  11 式  

 (2) 車両運用端末装置(Ⅲ型)  35 式  

８  電源装置     

 (1)無停電電源装置(署所用)  7 式  

９ 電話設備(飯塚分電話交換機)     

 (1)嘉麻 本体 1 式  
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  電話機 1 式  

 (2)山田  本体 1 式  

  電話機 1 式  

 (3)庄内元吉 本体 1 式  

  電話機 1 式  

10 支援情報システム(消防 OA）     

 (1)サーバ  1 式  

 (2)支援情報端末  22 式  

 (3)プリンタ  9 式  

11 指揮支援タブレット  1 式  

12 救急業務総合支援システム(ATAS)     

 (1)端末  8 式  

 (2)導入費用(飯塚)  1 式  

 (3)端末使用料  8 式  

13 その他     

 (1)プリンタートナー  16 式  

14 県防災移設  1 式  

15 機器据付等     

 (1)機器据付等  1 式  

 (2)車両機器据付  35 式  

 (3)入替機器を除く撤去産廃費  1 式  

      

      

③ 直方・鞍手広域市町村圏事務組合個別機器    

１ 指令装置(署所端末装置)  4 式  

２  表示盤     

 (1)表示盤端末  1 式  

 (2)署所表示盤  1 式  

３ 指令電送装置     

 (1)指令情報出力装置  5 式  

 (2)指令情報出力端末  4 式  

 (3)ディスプレイ  1 式  

４ 気象情報収集装置  1 式  

５ 災害状況等自動案内装置  1 式  

６ 出動車両運用管理装置     
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 (1)管理装置(無線 LAN親局)  7 式  

 (2)車両運用端末装置(Ⅲ型)  13 式  

７  電源装置     

 (1)無停電電源装置(署所用)  5 式  

８ セキュリティ装置     

 (1)ウイルス検疫装置  1 式  

９ 電話設備(直方鞍手分電話交換機)     

 (1)本部・宮田 本体 1 式  

  電話機 1 式  

 (2)若宮  本体 1 式  

  電話機 1 式  

 (3)鞍手 本体 1 式  

  電話機 1 式  

 (4)小竹 本体 1 式  

  電話機 1 式  

10 支援情報システム(消防 OA）     

 (1)サーバ  1 式  

 (2)支援情報端末  9 式  

 (3)プリンタ  4 式  

11 救急業務総合支援システム(ATAS)     

 (1)端末  5 式  

 (2)導入費用(飯塚)  1 式  

 (3)端末使用料  6 式  

12 その他     

 (1)プリンタートナー  8 式  

 (2)通信室椅子  1 脚  

 (3)通信室机  4 式 椅子共、折畳式 

 (4)ゼンリン地図帳  1 式 （宮若、鞍手、小

竹、飯塚）３式 

（宮若、鞍手、小

竹）１式 

13 監視カメラシステム(直鞍消防)     

 (1)直鞍消防様監視カメラ 3台  1 式  

 (2)直鞍消防様モニター3台 

（取付金具、追加金具含む） 

 
3 式 
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14 機器据付等     

 (1)機器据付等  1 式  

 (2)車両機器据付  13 式  

 (3)入替機器を除く撤去産廃費  1 式  

      

      

 

第２ 使用条件 

指令制御装置・非常用指令設備及び指令台の使用条件は、次によるものとする。 

１ 周囲温度（室内）   １０℃～３２℃ 

２ 周囲湿度（室内）  ２０％～８０％（結露無きこと） 

３ 連続動作      連続使用が可能であること。 

 

第４節 各装置別仕様 

 

第１ 指令装置 

本指令装置は消防・救急受付指令業務を行う指令台についての仕様を定めたもの

で以下の機能・構造を備えるものであること。 

指令台４台を連結し、必要に応じて段階的に席数の切り替えが行えるものとする。 

同時多発災害や広域災害発生時等において災害規模、災害通報の輻輳状況に応じ、

指令台１台につき、指令員が最大２名まで通報受付や出動指令等の処理を行える機

能を有すること。また、席の切り替えは自動出動指定装置、地図検索装置等のコン

ピュータ系と連動して行えること。 

 

平常時    ： １名で４画面運用 

指令台１ 

画面２ 

地図 

画面４ 

多目的 

画面１ 

自動 

画面３ 

受付補助 

指令員１ 

※ 多目的は、指令台取り扱い事案に対する各種支援情報など各種データを任意に表

示し、活用することができること。 

※ 受付補助は、指令台取り扱い事案に対する手書きメモやテキストメモの入力がで

きること。 
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輻輳時   ： １名で２画面 ×２席運用 

指令台１ 指令台２ 

画面２ 

地図 

画面４ 

地図 

画面１ 

自動 

画面３ 

自動 

指令員１ 指令員２ 

 

１ 通信機能 

（１）１１９番回線 

ア １１９番通報の着信は、可視及び可聴により受付ができること。また、着信表示

は、電話局個別受付、グループ受付が可能なこと。 

イ 各席では、操作により保留、再呼、切断及び転送ができ、その状態を可視にて確

認でき、通信操作部にはその状態を回線毎に表示できること。 

また、保留した１１９回線は、自席で保留した回線のみ受け付ける機能、他席で

保留した回線を受け付ける機能を個別に操作できること。なお、複数保留した場合

は、保留順に受け付けることとし、また、任意に保留順を無視して受け付けること

も可能とすること。 

ウ 操作部は１２型以上のタッチパネル付きカラーＬＣＤ画面（以下タッチパネル）

と、通信キー盤面から構成すること。なお、タッチパネルは指令台操作部として１

１９回線受付、出動指令、無線機送受信、録音装置制御、他席モニタ、各種回線の

呼出制御、動態入力等の操作を可能とし、通信キー盤面においては無線操作、共通

受付操作、１１９回線受付等の操作ができること。 

エ 停電等によりＡＣ１００V の電源供給が停止した際、直流電源装置からの電源供

給により、以下の操作（動作）が蓄電池のバックアップ時間内に動作可能であるこ

と。 

  タッチパネルにて１１９番受付、加入回線によるワンタッチでの病院呼出し及び、

加入・内線・専用線などの発着信接続が行えること。 

オ 受付は、集中受付釦による着信順代表受付及びタッチパネルからの１１９番優先

受付、選択受付できること。 

カ 受付した電話局名、回線番号、受付時刻、電話番号（ナンバーディスプレイ通知

ありの場合）を表示し、タッチパネルの該当釦は色別表示、漢字表示できること。 

キ 通話中、受話レベルが低い時、受話音の増幅できること。 

ク 受け付けた１１９回線は、受付した指令台にて保留することができ、任意の座席

で保留再接続、呼返し、復旧切断が行えること。 
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ケ 保留中の回線はタッチパネルの該当釦に色別表示、漢字表示を行うとともに、保

留中の１１９番回線個数を表示すること。 

コ 保留再接続は、自席優先再接続、１１９番優先再接続、選択再接続が行えること。 

サ 長時間保留中の回線に対して可視、可聴の警告を行うこと。 

シ 復旧は統計切断釦（１２種以上）により通報種別毎の集計処理が行えること。 

ス １１９番通報を台間、内線、加入回線、専用線、転送回線へ転送できること。 

セ １１９番回線、内線、加入回線、専用線通話に三者通話、割り込み通話できるこ

と。 

ソ １１９番回線の回線試験は指令台にて行うことができ、試験結果は指令台にて可

視できること。 

タ 受付中の１１９番通報は、通信操作部の保留ボタンにより回線を保留できその回

線に対し保留メッセージが送出できること。（「しばらくお待ち下さい」等） 

チ １１９回線の直流式及び交流式・ＩＳＤＮ・ＩＰ回線のいずれの方法にも適合す

るとともに、受付回数が自動的に計数表示できること。 

ツ １１９番回線にＦＡＸ通報が入った場合は、ワンタッチで指定のＦＡＸに接続し、

ＦＡＸ装置に転送接続による受信ができること。 

  なお、ＦＡＸへ転送した際には自動的にＦＡＸ転送として統計処理できること。 

テ 通報内容を他の台扱者にも覚知させるため、他の指令台のヘッドセット及び必要

に応じてスピーカよりモニタが行えること。 

  また、他の台の扱者は、モニタから必要に応じて割り込みが行えること。 

ト １１９番通報者（携帯電話も含む）および加入回線での通報者から発番号情報が

得られるときは、自動的に番号を記録し、必要に応じて履歴情報としてタッチパネ

ル内に表示が行えること。また、その履歴情報から番号を選び加入回線発信するこ

とができること。履歴は直近の受付として最大１０件を記録し、指令台個別の情報

として保持すること。 

  さらに、緊急通報回線を光化する場合、履歴発信からの発信を加入回線発信とす

るか、コールバック回線発信とするかをシステム設定で変更できること。 

ナ １１９番通報が輻輳時、一定時間以内に受け付けることができない回線に対して、

自動的にメッセージ（「ただいま１１９番通報が混み合っております。そのまま切ら

ずにお待ち下さい」等）を送出することができ、指令台が空き次第受け付けること

ができること。 

ニ 外国人からの１１９番通報に対し、５カ国語でのサポート音声メッセージを送出

することができること。サポート音声メッセージは各国語ごとに１０メッセージを

予め登録が可能なこと。 

（1）指令回線 

ア 各席とも制御ができ、次の４種類の指令が行えること。 
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（ア）一斉指令 

 全指令回線に対し、同時に行う指令。 

（イ）群別指令 

 あらかじめ編成してある群毎に行う指令。 

群として最大８個のボタンを用意し、指令回線の編成が行えること。 

（ウ）部別指令 

指令を必要とするその都度任意に群を編成して行う指令。 

（エ）個別指令 

任意の指令端末との間で相互通話を行う指令。 

イ 個別指令を除くすべての指令は、除外機能（使用中の回線を除いて指令を継続す

る機能）を有すること。 

ウ 指令回線と消防無線を同時に接続して、指令が行えること。 

無線連動群 

あらかじめ編成してある無線群毎に行う指令 

エ 指令中の回線において、署所端末装置より指令台に対して緊急通報ができること。 

オ 各席のタッチパネルの色別表示、漢字表示により、次に掲げる指令回線の状態が

可視にて確認できること。 

（ア）回線話中 （イ）呼出中 （ウ）応答  （エ）確受  （オ）緊急通報 

（カ）全応答  （キ）全確受 （ク）端末発呼（指令専用回線）  

（ケ）回線障害（指令専用回線） 

カ 指令回線は全確受信号を受付後に自動復旧し、全確受表示も自動的に消灯するこ

と。また、手動による復旧もできること。 

キ 指令回線に障害が発生した場合は、自動的に無線へ切替えて各署所の卓上無線装

置（設置個所のみ）を介した指令放送ができること。また、署所にて署所端末装置

を操作することにより、手動で任意に無線音声を拡声可能なこと。 

ク ８種類以上の指令トーンを自動及び手動で送出できること。 

ケ 自動指令では指令トーンにより出動署所と待機署所とを識別でき、また、災害種

別を区別できること。 

コ 拡声指令に際し、装置障害等により署所端末から応答を返せない場合のバックア

ップとして、署所端末にベル信号を送信し呼びだすことができること。 

サ 指令内容は概ね以下のものとする。 

災害種別、災害区分、管轄署所、規模、災害住所、出動車両 

シ 自動指令において昼は拡声装置による指令放送とし、夜間は署所端末装置（受令

電話機）によるベル呼出による昼夜間切替運用ができること。 

ス 指令台と複数署所間の双方向通話による会議指令が行えること。 

セ 指令音声レベル（送話レベル）をＬＥＤレベル計にて監視できること。 
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ソ １１９番通報受付席において、通報受付中であっても指令操作が行えること。 

なお、指令音声は１１９番回線に漏洩しないこと。 

また、以下の回線にて２者通話中であっても指令操作が行えること。 

他席モニタ中（割り込み除く）・加入回線通話中・専用回線通話中・転送回線通話

中（転送操作、三者通話中除く） 

タ コンピュータ停止時は、指令回線を使用し署所端末装置からの車両動態情報を指

令台上のタッチパネルに表示できること。 

チ 次の予告指令音の鳴動が、各席に搭載した自動出動指定装置と連動し、音声合成

等によりできること。 

（ア）火災音 （イ）救急 （ウ）警戒音 （エ）救助音 （オ）待機音 

（カ）チャイム音等 

ツ 指令台の各席より、重複しない署所に対し、同時に音声合成等による指令ができ

ること。 

テ 自動指令は、音声合成装置からの合成音にて自動的に放送できること。 

 また、肉声による割り込み、肉声割り込み予約が行えること。 

ト 指令回線は、ＶＯＩＰに対応できること。 

（2）局線 

ア 着信は、可視及び可聴により受付ができること。 

イ 発信、着信、転送及び保留が行えること。 

ウ 保留時には、保留回線に対し保留音が送出できること。 

エ ワンタッチダイヤルの電話番号の登録は５００ヶ所まで可能なこと。各登録先電

話番号は昼・夜別に登録できること。かつ、登録は１０グループに分けて整理がで

きること。 

オ 各回線に対し、指令台のタッチパネルまたはディスプレイからワンタッチダイヤ

ル発信・リダイヤル発信等ができること。 

カ ワンタッチダイヤル発信をした時は、相手先名、電話番号等の発信情報を回線復旧

まで指令台のタッチパネルに表示すること。 

キ リダイヤル機能を有すること。 

（3）専用線 

ア 指令台に収容した特定の救急病院及び電気、ガス、水道等の関係諸機関と通報の

送受ができること。 

イ 受付した回線は、保留及び保留再接続ができること。 

ウ 新指令システムで高速道路連絡用回線（NEXCO 西日本）を見込むこと。 

（4）署所呼びヘルプ回線 

ア 通報場所が特定できない場合は、共同指令センターの指令台の三者通話機能によ

り、管轄消防本部の１１９番ヘルプ機能用電話機を呼出すことができること。 
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イ 呼出された消防本部は１１９番ヘルプ機能用電話機により通報者との聴取が行え

ること。 

ウ 通報場所が特定できない場合は、１１９番通話を保留・切断することなく、管轄消

防本部の１１９番ヘルプ機能用電話機を呼出すことができ、必要に応じて三者通話を

行うことができること。 

（5）病院呼出 

ア 指定病院の呼出はタッチパネル及びディスプレイから、簡単な呼び出しにより迅

速にできること。 

イ ディスプレイにてダイヤル発信をする時は、当番医、収容可否、手術可否、診療

科目、ベッド数、状況設定時刻、相手先名、住所、電話番号等をディスプレイに表

示できること。 

（6）車両表示 

ア 車両運用表示盤に対して指令台及び署所端末装置車両設定部からの操作により、

次の表示ができること。 

（ア）出動中 （イ）出向中 （ウ）待機中 （エ）整備中 

（7）無線機制御 

ア 指令装置無線操作部 

（ア）指令台には、消防救急デジタル無線の操作及び状態を表示する操作部と、受話音

声を拡声するスピーカを有すること。 

（イ）指令台の消防救急デジタル無線操作部は、デジタル無線波（消防救急波、主運用

波、統制波）と合わせて最大４８波まで収容することができること。 

（ウ）消防救急デジタル無線の操作部は無線波ごとに操作できること。 

イ 指令装置デジタル無線接続方式 

（ア）無線回線制御装置との一斉音声通信の音声系接続は、アナログ音声（送話／受話）、

プレス、終話（切断）、プレス応答、着信信号を基本とし、一斉音声通信をするこ

と。 

（イ）無線回線制御装置との音声系に係わる情報（発信者番号、無線波、基地局）のや

り取りは、ＬＡＮ（イーサネット）にて行うこと。 

（ウ）無線回線制御装置との個別及びグループ音声通信の音声系接続は、VOIP 方式と

し、個別及びグループ音声通信をすること。 

（エ）消防救急デジタル無線の共通波整備と活動波整備がそれぞれ別に整備されること

を考慮して、それぞれの無線回線制御装置と接続できること。 

（オ）異なる無線回線制御装置と接続される場合、共通波の実現機能は共通仕様書記載

の標準機能とすること。 

（カ）それぞれ別の無線回線制御と接続した場合も、指令台操作は１つの画面で行える

こと。 
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ウ 指令装置デジタル無線実装容量 

消防救急デジタル無線の無線波（消防救急波、主運用波、統制波）とし、合わせて

最大４８波までの実装を可能とすること。 

エ 一斉音声通信機能 

（ア）移動局からの音声呼出しを指令台タッチパネル及び通信盤面の無線操作部に着

信表示すること。また、スピーカ拡声しているときは、移動局の受話音声を拡声す

ること。 

（イ）着信表示はランプ及び移動局名称を表示すること。 

（ウ）指令台の操作部からの受付操作により、着信中の無線波を接続すること。 

（エ）指令台の操作部からの送信（プレス）操作で、プレス信号を消防救急デジタル無

線システムに送出すること。 

（オ）指令台の操作部からの切断操作で、終話（切断）信号を消防救急デジタル無線シ

ステムに送出し無線波を切断すること。 

（カ）指令台の操作部から個別に無線波を接続し、移動局と一斉音声通信ができるこ

と。また、他台の無線操作部（タッチパネル及び通信盤面の両方）で接続中の無線

波が表示されること。 

（キ）指令台の操作部から任意に複数の無線波を接続し、移動局と一斉音声通信ができ

ること。 

オ 無線回線に対しＩＣ録音メッセージを３種類までワンタッチで送出できること。 

カ 個別音声通信機能 

（ア）移動局からの個別音声通信呼出しを、指令台の操作部に着信表示するとともに、

着信音を鳴動すること。 

（イ）着信表示はランプ及び移動局名称を表示すること。 

（ウ）指令台の操作部からの受付操作で着信中の無線波を接続し、移動局と相互通話が

できること。 

（エ）指令台の操作部からの切断操作で無線波を切断すること。 

（オ）指令台の操作部から移動局を選択し個別音声通信の発信ができること。 

キ 通信統制機能 

（ア）通話モニタ 

ａ 指令台の操作部からの操作で、任意の無線波の受話をモニタ設定できること。 

ｂ 指令台の操作部からの操作で、設定中の無線波の通話モニタを解除できるこ

と。 

ｃ 通話モニタの音量調整が行えること。 

ｄ 指令台で無線波と通信中は、設定中の全ての無線波の通話モニタを解除する

こと。また、切断したときには通話モニタの状態に戻すこと。 

（イ）通話モニタ表示機能 
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移動局からの着信を指令台の操作部にランプ及び移動局名称で表示するこ

と。 

（ウ）発信規制機能 

ａ 指令台の操作部からの操作で、出場指令時に出動指令等規制中情報を消防救

急デジタル無線システムに送出できること。 

ｂ 指令台の操作部からの操作で、出場指令時に発信規制情報を消防救急デジタ

ル無線システムに送出できること。 

ｃ 指令台の操作部からの操作で、強制切断情報を消防救急デジタル無線システ

ムに送出できること。 

ｄ 指令台の操作部からの操作で、出動指令等規制中、発信規制の解除情報を消防

救急デジタル無線システムに送出できること。 

ｅ 発信規制情報は無線波ごとに設定及び解除ができること。 

ク ＰＳＴＮ（公衆網）接続通信機能 

（ア）一斉音声通信または個別音声通信方式で指令台と通信中の移動局を、指令台から

の操作で、ＰＳＴＮ（公衆網）網を使用し、医療機関等と有無線接続ができること。 

（イ）有無線接続した指令台は、移動局及び医療機関等と三者通話になること。 

（ウ）指令台からの操作で、移動局及び医療機関等を切断できること。 

ケ 自営通信網接続通信機能 

（ア）一斉音声通信または個別音声通信方式で指令台と通信中の移動局を、指令台から

の操作で、自営通信網を使用し、消防職員等と有無線接続ができること。 

（イ）有無線接続した指令台は、移動局及び消防職員等と三者通話になること。 

（ウ）指令台からの操作で、移動局及び消防職員等を切断できること。 

コ 県庁接続通信機能 

（ア）統制波にて一斉音声通信方式で指令台と通信中の移動局を、指令台からの操作

で自営 通信網または公衆通信網を使用し、緊急消防援助隊の応援時の消防応援

活動調整本部と有無線接続ができること。 

（イ）有無線接続した指令台は、移動局及び消防応援活動調整本部と三者通話になるこ

と。 

（ウ）指令台からの操作で、他網接続中信号を消防救急デジタル無線システムに送出で

きること。 

（エ）指令台からの操作で、他網接続中信号の解除を消防救急デジタルテムに送出でき

ること。 

（オ）指令台からの操作で、移動局及び調整本部を切断できること。 

サ 基地局選択機能 

（ア）指令台からの操作で、個別に基地局を選択できること。 

（イ）選択された基地局を、指令台の操作部に表示すること。 
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（ウ）指令台からの操作で、一斉に基地局を選択できること。 

（エ）基地局一斉の状態を、指令台の操作部に表示すること。 

（オ）指令台からの操作で、基地局自動選択または手動選択の設定ができること。 

（カ）基地局の自動選択または手動選択の状態を、指令台の操作部に表示すること。 

（キ）基地局選択機能は無線波ごとに設定できること。 

シ 着信履歴発信 

（ア）移動局からの着信を着信履歴として保持し、指令台に着信履歴の表示ができるこ

と。 

（イ）保持する情報は着信時刻、移動局名称、無線波名称及び基地局名称とする。 

（ウ）指令台からの操作部で、着信履歴から移動局を選択し、一斉音声通信方式で発信

ができること。 

（エ）着信履歴発信の際は、移動局の無線波及び基地局情報を消防救急デジタル無線シ

ステムから受信し、最適な無線波及び基地局を接続すること。 

ス 事案連携機能（個別音声通信） 

（ア）自動出動指定装置の操作で、事案編成された拘束中の移動局に個別音声通信方式

で発信できること。 

（イ）事案編成で拘束中の移動局から個別音声通信方式で着信を受付したときは、受付

に連動して自動出動指定装置で対象となる事案情報の表示が行なえること。 

セ 災害事案一斉機能（一斉音声通信） 

（ア）指令台からの操作で、災害事案で編成された拘束中の移動局と一斉音声通信方式

での接続ができること。 

（イ）災害事案一斉の際は、移動局ごとの無線波及び基地局情報を消防救急デジタル無

線システムから受信し、最適な無線波及び基地局を接続すること。また、接続する

無線波は、最大６波まで可能とすること。 

ソ 救急事案一斉機能（一斉音声通信） 

（ア）指令台からの操作で、救急事案で編成された拘束中の移動局と一斉音声通信

方式での接続ができること。 

（イ）救急事案一斉の際は、移動局ごとの無線波及び基地局情報を消防救急デジタ

ル無線システムから受信し、最適な無線波及び基地局を接続すること。 

タ 基地局単独選択 

消防救急デジタル無線システムの広域化・共同運用を考慮して、統制波は基地局

を単独で運用でき、同時に複数の指令系装置から異なる基地局に接続できること。

指令台からの操作で、基地局単独選択ができること。 

チ 無線管制機能（一斉音声通信、個別音声通信、グループ音声通信） 

（ア）指令台からの操作で、任意の無線波を選択し無線管制捕捉（通信種別によら

ず継続して任意の無線波捕捉）ができること。 
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（イ）無線管制捕捉中の無線波から個別音声通信の着信が発生した場合、無線管制

捕捉中の指令台にのみ着信表示を行い、個別音声通信の受付を可能とすること。 

（ウ）無線管制捕捉中の無線波にて、個別音声通信中に個別音声通信の終話のみを

可能とし、無線管制捕捉を継続できること。 

ツ 統制波チャネル切替機能 

（ア）指令台からの操作で、消防救急デジタル無線システムにて予め設定された統

制波用基地局の無線波の切替（統制波１、統制波２、統制波３）が行えること。 

（イ）指令台の操作部にて、該当無線波（統制波１、統制波２、統制波３）の使用

可能基地局及び使用不可能基地局が判別できること。 

テ 移動局チャネル表示機能 

移動局チャネル表示機能は、無線の位置管理装置から通知される移動局の無線チ

ャネルを指令台に表示する機能である。 

（ア）位置管理装置から通知された無線チャネルを指令台に表示できること。 

（8）有無線接続 

無線と有線を接続し、移動局と指定病院とが複信方式による交信、割込及びモニタ等

ができること。 

（9）１１０番転送受付 

指令台に転送された１１０番通報者に対し、接続通話、保留、保留からの再受付及び

切断ができること。 

（10）１１９番転送受付 

隣接消防本部からアナログ加入回線、ＩＰ回線、光回線等を経由して指令台に転送さ

れた１１９番通報者に対して接続通話、保留、保留からの再受付、切断及び通話モニタ

ができること。 

（11）携帯電話等転送 

管轄内通報直接受信方式として受信し、管轄外通報であった場合は、ＩＰ回線、光回

線や専用線等を経由して管轄消防本部に通話転送でき、通話モニタ・三者通話・切断・

扱い者の抜けができること。 

（12）携帯／ＩＰ１１９番受付 

各電話事業者からの緊急通報回線を接続し、１１９番通報を受信できること。また、

受付は指令台の共通受付ボタンによる着信順代表受付及びタッチパネルからの１１９番

優先受付、選択受付ができること。 

ア 受信回線 

携帯電話とＩＰ電話（直収方式を含む）からの１１９番通報の受信は、携帯電話網・

ＩＰ電話網からＮＴＴ西日本網を経由する方式とし、ＮＴＴ西日本の緊急呼用光回線

（固定１１９回線重畳）を収容し、本装置の受信回線とすること。 

イ 転送回線 
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携帯電話からの１１９番通報は、電波の特性から発信地を管轄する消防本部以外

に接続される場合が想定され、ＮＴＴ西日本の一般用光回線を本装置の転送用回線と

して整備すること。 

ウ 発信者番号表示 

発信者番号を通知に設定した１１９番通報の発信者番号をタッチパネル及びディ

スプレイに表示することができること。 

エ 発信者番号の強制取得 

発信者番号を非通知にした１１９番通報の発信者番号を強制的に取得し、タッチ

パネル及びディスプレイに表示することができること。 

オ 電話事業者毎による発信網識別 

どの電話事業者網からの１１９番通報かをダイヤルイン番号により識別し、タッ

チパネルに表示することができること。 

カ 発信者番号、電話事業者コードの転送フォーマットについて 

ユーザ・ユーザ情報（ＵＵＩ）サービスを用いて１１９番通報と同時に発信者番号、

電話事業者コードなども転送するにあたっては、統一仕様フォーマットを用いること

（平成１６年１１月２６日付け消防庁防災情報室事務連絡「携帯電話からの１１９番

通報の転送時におけるＵＵＩフォーマットの統一仕様について」）。 

キ 呼び返し抑止 

緊急回線がＩＳＤＮ回線の場合、携帯電話及びＩＰ電話からの通報に関し１１９

番通報受付時に呼び返しボタンを押下しても、電話網側への呼び返し信号送出を自動

的に抑止すること。 

（13）関係部門からの通報受付（高速道路会社専用電話等） 

着信と同時に当該関係機関からの通報である旨を表示し指令台等で扱うことができ

ること。 

（14）他席接続 

ア 各扱い者間で相互にモニタ及び割込通話ができること。 

イ 通話中の指令台に対してその他の複数の指令台が同時にモニタを行うことができる

こと。 

ウ アドバイス割込機能 

通報者と受付指令台の通話に第三者である指令台が割込むことができること。１１

９通報者は受付指令台と割り込みを行った通話は聞こえないこと。 

（15）録音 

ア 扱者の各種通話内容（扱者を介さない無線交信は除く）は、自動又は手動操作によ

り録音、再生ができること。また、録音時刻（月・日・時・分・秒）の同時録音ができ

ること。 

イ 指令台各席でタッチパネルからの操作で直近の通話のメモ録音の再生ができること。 
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 メモ録音機能は、長時間録音装置と連動し、１通話毎に戻り、送りが行え、録音開

始時間と再生中は再生時間を表示することができること。さらに再生は自席のみなら

ず他席を指定して行うことができること。 

ウ 過去事案より、事案に紐づく１１９番通話内容を検索して指令台で再生できること。 

（16）放送 

ア 指令台より庁内放送及び各署所に予告ト－ンを含む放送ができること。 

イ 指令台からの全ての庁内放送は他の台でモニタが行えること。 

（17）内線連絡 

ア 発信、着信及び保留を行えること。 

イ 構内交換機と内線接続でき、受付内容の転送、交換機側から転送受付ができること。 

ウ 受付した回線は、保留及び保留再接続ができること。 

エ ワンタッチダイヤル、ダイヤル呼出通話、リダイヤルの機能については局線機能に

準ずるものとする。 

（18）非常受付 

装置障害時においても、非常用指令設備に切替を行う事により、指令台で接続通話が

行えること。 

（19）警報表示 

装置障害時、可視及び可聴の信号で表示ができること。 

（20）他台連絡 

指令台の各席において相互に運用状況が把握できること。また、タッチパネル部には、

色と文字で各台の以下の状態を表示できること。 

ア １１９番通報受付中 

イ その他回線受付中 

ウ 指令中 

エ 重要着信表示 

オ 他席モニタ中 

カ 他席割込み中 

（21）指揮台の接続 

別途定める指揮台との接続が行えること。 
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２ 回線構成 

回線構成は次に掲げる回線種別で構成され、回線収容容量は将来の拡張にも対応で

きること。 

項 回線種別 容量 実装 備考 

１ １１９番回線 16 8  

２ 携帯１１９番回線 0 0 119 番回線に重畳 

３ 携帯 119 番転送及び転送受付回線 4 4  

４ 専用線 8 4 高速道路連絡用回線含む 

５ 局線 8 4  

６ 無線回線 12 7  

７ 内線 4 2  

８ 庁内放送回線 １ １  

９ 指令回線 16 11  

10 署所呼びヘルプ回線 4 1  

11 関係機関呼出回路 250 250  

12 医療機関呼出回路 250 250  

13 市民案内加入回線 16 16  

14 順次指令回線 10 6  

15 録音回路 8 8  

16 アナログ 119回線 4 3 衛星、119第 3 ルート 

 

３ 情報処理機能 

（1）自動出動指定装置 

本装置はシステムの自動化機能を制御するものであり、指令装置、指揮台、表示盤、

地図検索装置、出動車両運用管理装置等が接続できること。 

また、タッチディスプレイ上からの操作により機能呼出が行えること。文字情報の入

力については、キーボード及びソフトキーボード（画面よりボタン入力）、手書き文字

認識のいずれからも行えること。 

ア 事案開始処理 

（ア）指令装置より１１９番通報の受付を行うことで災害事案処理が開始でき、ディス

プレイに災害種別入力及び当該電話局管内の町名一覧表示での災害地点検索のど

ちらの操作も即時に行えるように考慮された受付画面を表示すること。 

また、１１９番通報以外で災害発生が通報された場合の災害事案処理は、初期画

面からの操作により同様に災害事案処理が開始できること。 

（イ）通報受付から事案確定まで、次操作を促す為の操作フローを表示することができ

ること。 
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また、操作フローに操作毎の現在の状態（未完了／完了／注意喚起）を色分け表

示できること。 

（ウ）共通受付、発信地照会、統計切断等の基本的な通信操作は自動出動ディスプレイ

からも操作が行えること。 

（エ）１１９通話の保留受付やモニタに連動して、各台のディスプレイに受付中の事案

が連動表示されること。 

（オ）１１９通報の受付時、ナンバーディスプレイや強制取得により、取得した電話番

号は通報者電話番号欄に反映できること。 

     ＵＵＩ情報と共に他消防本部より１１９通報が転送された場合は、ＵＵＩ情報

の電話番号を取り込むことができること。 

（カ）指令業務の迅速化を図るため、事案受付中の座席に対して、他台から受付内容を

モニタ接続し、事案のモニタ表示及び入力ができること。また、同一事案を複数席

で処理できる同一事案複数台処理（ペアコン）機能、受付処理が混乱しないように

主台・副台制御（部隊選別や指令等の権限制御）機能を有すること。 

（キ）誤報等の場合は、災害事案処理の中断処理ができること。 

（ク）事案扱い中に１１９番通報の受付を行った場合は、災害種別・災害住所の入力状

況により、自動的に退避処理を行い、新たな事案を生成・表示することができるこ

と。 

また、その際に退避した事案が活動中であれば、多目的ディスプレイ装置に転送

表示することができること。 

（ケ）１１９ＦＡＸ受信時には、受信内容を電子化し、ディスプレイに画面表示するこ

とで、指令員が移動することなく内容の確認が可能であること。 

（コ）受付時に事前登録の雛形を利用した手書きメモ、およびキーボードからテキスト

メモ（フリーメモ）を入力することができ、事案情報として登録できること。 

（サ）各市町からの１１９通報を受け付けた際に、自動的に消防本部を特定し、その後

の各検索条件や部隊選別や指令方式を切り替えることができること。 

（シ）１１９通報を受け付けた際に、指令回線の同時利用・失敗を避けるために、同一

本部内での受付・指令中の災害事案がある場合にアラーム表示することができる。 

イ 災害種別及び災害区分決定処理 

（ア）災害種別（火災、救急、救助、その他等）を入力できること。また、災害種別は

９種類までの管理が行えること。 

（イ）災害種別決定後、具体的な災害区分（建物火災、林野火災、車両火災等）を入力

できること。また、災害区分は２段階（大区分、小区分、それぞれ２０種類まで）

の管理ができること。 

（ウ）災害種別および災害区分に対し、種別・区分を決定する為に必要な各種判断基準

を補足情報として表示できること。また、補足情報が設定されている箇所はアイコ
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ン等の表示により視覚的に判別できること。なお、補足情報は運用の変化に合わせ

て、ユーザメンテナンスが行えること。 

（エ）特殊な目標物で災害点が決定されていた場合には、自動的に災害区分を変更す

ることができること（建物火災→中高層建物火災など）。 

（オ）災害種別毎に予告、無線連動予告設定、予告指令解除を音声合成装置と連動し

て行えること。また、予告指令は災害区分の決定に連動して行えること。なお、

手動での予告指令は、災害種別決定時から出動指令までの任意のタイミングにて

行えること。 

（カ）入力された災害区分により、事案確定後の救急事案・事故種別を自動的に決定

することができること。 

（キ）災害種別・災害区分は、消防本部毎に対象・対象外の判断ができるようにアイ

コン等を変更して一覧上に表示できること。 

ウ 災害地点決定処理 

災害発生場所（地点）の決定を住所の町丁目、目標物、電話番号、世帯主名、地図

等検索装置からの災害地点情報逆送信等の入力によりできること。 

（ア）キーワード検索 

 ａ キーワードを入力することにより、住所、目標物等の種類を問わず、検索条

件に一致する結果を逐次一覧表示できること。 

  なお、キーワード検索の対象としては以下の情報を対象として検索できる

こと。 

(a)住所  ：名称、フリガナ 

(b)目標物 ：目標物名称、目標物別名、目標物カナ名称、目標物電話番号 

(c)防火対象物 ：名称、フリガナ、電話番号 

 ｂ キーワードを複数入力することにより、住所、目標物等の種類を問わず、複

合条件により一致する結果を逐次一覧表示できること。また、キーワードは最

大５つ入力できること。 

 ｃ キーワードを使用した頭文字または中間文字検索により、一覧表示できるこ

と 

ｄ 設定された検索条件は、扱い中の事案を退避し、初期画面に戻るまでの間、

内容を保持することができること。 

ｅ 検索結果一覧には以下のことができること。 

 (a) 住所、目標物等の種類を混在表示した一覧を表示できること。この時、混

在表示した一覧には、名称の上部にフリガナが表示できること。 

(b) 住所、目標物等の種類別表示ができ、種類を選択することにより種類毎

の一覧を表示できること。この時、種類毎に絞った一覧には、条件に合致

した件数が表示でき、名称とフリガナ、住所が同時に表示できること。 
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(c) インデックスを選択することで、その文字から始まる結果位置までスク

ロール表示できること。  

（イ）精度表示・エリア内検索 

 ａ 決定している災害点住所情報の精度が画面上に表示できること。 

 ｂ 町丁目は電話局毎、地域毎の表示ができること。 

ｃ 携帯からの通報時の位置情報照会結果の誤差内で、住所、目標物等に絞込み

検索が行えること。 

（ウ）町丁目検索 

ａ ディスプレイの当該電話局管内の町名等一覧画面から、町丁目、番地、号、

枝番を入力して災害地点を決定できること。 

ｂ 町丁名は地域（電話局等）検索、読み仮名および漢字名称の頭文字または中

間文字検索により、一覧表示できること。 

ｃ 決定した住所と同一の番地に複数の住所ポイントまたは目標物等が存在す

る場合、アラーム表示し、一覧から対象情報を選択することで災害地点の変更

が行えること。 

ｄ 決定した町丁目や番地情報、目標物等は、地図用ディスプレイに該当する住

所、目標物等を中心とした住宅地図に災害点マークを重ね合わせて自動表示

できること。入力された番地データが存在しないときは、近似番地を中心とし

た住宅地図を自動表示でき、近似番地であることがアラーム表示できること。 

また、災害地点として指定した地点が建物上の場合は、建物枠を強調表示で

きること。 

ｅ 簡単な操作で目標物検索等に移行できること。 

ｆ 番地、号、枝番は数値以外の入力にも対応可能とすること。 

     ｇ 災害住所を決定することで、災害住所の所属する消防本部を自動的に設定

することができる。 

ｈ 決定した住所に集結点が登録されている場合は、災害点とは別の一時集合

地点を明確化するために、地図用ディスプレイに集結点マークを重ね合わせ

て自動表示できること。また、地図上での簡易な操作により、災害点と集結点

を同時に表示できる縮尺に自動的に変更できること。 

（エ）目標物検索 

ａ ディスプレイに目標物分類を一覧表示でき、分類を選択することにより当

該電話局管内の該当する目標物リストを表示できること。 

ｂ 目標物は地域（電話局や町丁名等）検索、読み仮名および漢字名称の頭文字

または中間文字検索により、一覧表示できること。 

ｃ 目標物が決定された場合には、地図用ディスプレイに該当する目標物を中

心とした地図を表示し、災害点マークを自動表示できること。また、災害地点
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として指定した地点が建物上の場合は、建物枠を強調表示できること。 

ｄ 事前に取り決めた目標物及び災害種別・区分が指定された場合、災害種別・

区分を自動的に切り替えることができること（○○ビル 建物火災→高層建

物火災）。 

ｅ １つの目標物に対して、最大５分類の目標物分類で検索ができること。 

ｆ １つの目標物に対して複数の名称で検索ができること。 

ｇ ＮＴＴタウンページ（位置情報付き）情報を取り込み、目標物データとして

活用すること。本データの購入費用は受注者の負担とする。 

（オ）高速道路キロポスト検索 

高速道路キロポストは地理に不案内な通報者からの通報による災害点を把握

するためのもので、主に携帯電話等からの１１９番等への通報対策としてのもの

であること。 

ディスプレイに高速道路キロポストを道路毎、上り下り別に一覧表示ができ、

選択すると地図用ディスプレイに該当する高速道路キロポストを中心とした地

図に災害点マークを重ね合わせて自動表示できること。 

（カ）路線検索 

移動中の通報者からの通報による災害点候補地点を把握するためのもので、

高速道路のＩＣ・ＳＡや鉄道の駅、バスの停留所など、路線に沿った災害点の候

補地点を順番に一覧表示し、各候補地点を地図用ディスプレイ上に表示させるこ

とで、災害住所決定に利用できること。 

（キ）複数目標物エリア検索 

地理に不案内な通報者からの通報による災害点候補地点を把握するためのも

ので、通報者から見える複数の目標物から災害点の候補地点を特定するための

ものであること。自動ディスプレイにて、最大５つの目標物分類またはキーワ

ードを入力することにより、災害点候補地点（エリア）を一覧表示でき、各候

補地点（エリア）を地図用ディスプレイ上に、色付きの矩形または円で自動表

示させることで、災害住所決定に利用できること。なお、携帯からの通報の場

合は位置情報照会結果の誤差情報を考慮して候補地点の絞込みができること。 

（ク）応援協定検索 

ａ 応援協定市町を選択する画面から該当する各市町の災害地点決定ができる

こと。 

     ｂ 決定した住所が応援協定地域の場合、応援協定地域である旨が強調表示で

きること。 

（ケ）防火対象物検索 

支援情報システムにて登録した防火対象物データを利用して、災害地点決定

を行うことができること。 
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（コ）世帯主検索 

ディスプレイに当該電話局管内の世帯主名を一覧表示でき、世帯主名は読み

仮名および漢字名称の頭文字または中間文字検索により、世帯主名リストを表示

できること。 

（サ）受付履歴検索 

ａ 受付した電話番号または住所をもとに、同一通報元からの受付履歴の有無

を検索し、該当する場合はディスプレイにアラーム表示できること。また、ア

ラーム表示中は過去の受付履歴を一覧表示できること。なお、アラーム表示の

タイミングは以下のタイミングで行えること。 

(a) 通報受付時(通報者電話番号決定時) 

(b) 災害住所決定時 

(c) 通報者電話番号および災害住所決定時 

ｂ 受付履歴の一覧から対象事案を選択し、地図確認操作をすることで、地図用

ディスプレイに災害住所を中心とした地図表示ができること。また、扱い中の

事案に災害住所、追記、通報内容、通報者氏名、搬送者情報の任意の情報を引

き継げること。 

（シ）災害住所逆入力 

地図等検索装置で決定した災害点住所または目標物をディスプレイに表示

できること。 

（ス）発信地照会 

ａ 固定電話・携帯電話・ＩＰ電話からの通報の際に、統合型位置情報システム

と連携し、照会要求、初期測位通知・照会結果を受信し、受付台への受信通知

及び災害点決定への利用ができること。 

ｂ 固定電話・ＩＰ電話からの通報時、照会結果（通知）により自動的に災害点

として反映することができること。また、携帯電話からの通報でも、誤差の少

ない位置情報の場合は自動的に災害点への反映が行えること。（誤差の許容範

囲についてはシステム納入時に調整が可能） 

ｃ 携帯電話からの通報の際、災害点として反映せずに地図上に発信位置を中

心とした地図を表示することができ、災害住所逆入力により災害地点決定が

容易に行えること。また、簡易な操作で位置精度誤差に合わせた地図縮小表示

が行えること。地図上への発信位置等の表示は、受付台のほか、副台でも行え

ること。 

ｄ 統合型位置情報システムからの照会結果は、電話種別・期間・キャリアによ

る履歴検索が行え、災害点決定、通報者情報への反映が行えること。 

ｅ 無線統制台などのディスプレイが設置（起動）されていない台にて受け付け

た際の照会結果も、履歴表示することができる。 
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ｆ 対象となる小字住所を発信地連動した際に自動的に大字住所へ変換した形

で地図位置を特定可能とすること。 

ｇ ヘルプネットからの通報情報を災害点決定に利用することができる。 

（セ）付近情報表示 

地図等検索装置と連動することにより、以下の災害点付近情報の有無を表示

することができる。 

ａ 要注意対象物（目標物や住所に関連付けて登録が可能） 

ｂ 届出情報（水利障害、煙火届出、道路障害、催物届出、火炎行為） 

ｃ 指令目標物（方位、距離） 

ｄ 防火対象物・危険物施設・要援護者情報・保安施設情報 

ｅ 転送先消防本部（電話番号） 

（ソ）災害点決定ヘルプ機能 

災害点が特定できない場合に、他台に支援を要請する為のヘルプメッセージ

を送ることができること。 

（タ）災害点特定支援機能 

災害点が特定できない場合に、署所へ支援を要請することで、事案共有シス

テムにて災害点特定の支援対応が行えること。 

（チ）同報判定表示処理 

災害地点入力時、災害区分入力時の２段階の同報判定処理が行え、受付時刻

経過時間、災害地点間距離および同一町丁目、災害種別（災害種別はグループ

登録も行えること）による判定が行えること。また、対象となる事案を一覧表

示し、地図等検索装置上に強調表示ができること。 

（ツ）地図頁の最適化 

複数の地図頁が重なった地域等で災害点を決定した場合、出動計画画面にて、

重なっている地図頁の確認ができること。重なっている地図頁を車両運用端末

装置に送信できること。 

エ 災害出動隊の編成 

（ア）出動隊の編成処理 

ａ 災害点および災害種別・区分を決定することにより、対応する出動計画に基

づいた出動隊の編成ができるほか、特命隊編成もできること。また、出動計画

は昼夜の時間帯や、地域の特性により使用する出動計画を切り替ることがで

きること。 

ｂ 車両のロケーション管理が行える出動車両運用管理装置と連動し、災害地点

からの到着予想時間の比較を行い、自動的に直近隊編成ができること。また、

出動車両運用管理装置の停止時は、署所及び停止直前の車両位置を利用して

直近隊編成を行うことができること。 
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ｃ 出動計画は、車両指定による計画と車種指定（直近）による計画、そして両

者が混在した計画が設定できること。なお、車種指定による出動計画の場合は

以下のような手法にて直近計算を行うことができること。 

 (a) 一台の車両に、複数の車種条件を登録することができること。 

 (b) 部隊選別直近計算は重要機能の為、別装置で処理せず、自動出動指定装置

内で完結すること。 

(c) 災害点と各車両間の直線距離と、車両毎の平均車速から導き出した到着予

想時間による計算・比較を行うこと。 

  なお、川や線路等の通行不能エリアを考慮した直近計算を行えること 

 (d) 道路ネットワークデータを利用することにより、災害点までの経路での距

離と車両毎の平均車速から導き出した到着時間による計算・比較方式とする

こと。 

 (e) 多目的ディスプレイを利用することにより、扱い中事案での選別時の車両

位置から災害点までの経路を地図上に表示できること。 

   その際、各車両と災害点間の経路線は色を変えて表示されること。 

ｄ 車種指定による計画の際、災害点の受持署所・本署・本署管内全署所を選別

対象として絞り込めること。 

 また、災害点の管轄本部内の全署所、本部内外を含めた全署所を対象とする

こともできること。 

ｅ 高速道路などの災害の場合、入路を考慮した出動計画の設定・入路からの直

近計算が行えること。 

また、道路ネットワークデータ・複数ＩＣ対応として、入路を限定しない出

動計画の設定を行うことができること。 

ｆ 車両状況により、自動的に繰上選別ができること。繰上選別は車種指定と同

様に、受持署所や管内等の対象範囲の絞込ができること。 

ｇ 管轄外の災害の場合には、署所毎に消防力を温存するために特定の車種・台

数を繰り上げ選別の対象から除外できること。 

ｈ 選別車両が以下の様な付加条件を満たさなかった場合、追加繰上選別を行う

ことができること。条件が満たせなかった場合は更に良い条件での追加選別を

行うこともできること。 

(a) 災害点までの到着予想距離 

（例：受持署ポンプ車が災害点まで５ｋｍ以上 → 直近ポンプ車を追加） 

(b) 災害点までの到着予想時間 

（例：本署指揮車の到着予想が１０分以上 → 直近の指揮車を追加） 

(c) 車種 

（例：直近救急車が高規格救急車でなかった → 高規格救急車を追加） 
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（イ）他の指令台にて選別中（選別拘束）、他の災害事案に出動し事案登録されている

（事案登録）もしくは兼務車両が他の指令台で選別中（兼務拘束）である場合

は、車両選別対象から除外することができること。 

（ウ）出動隊確認処理 

出動済及び出動予定の隊を表示出力ができ、次の状況が把握できること。 

ａ 出動規模（次数） 

（ａ）編成車両名及び車両動態  

（ｂ）繰上隊車両名 

（ｃ）選別車両の現在位置から災害点までの車両選別時の予想距離 

（ｄ）災害点までの所要時間（走行距離／選別車両毎の平均車速） 

（ｅ）任務分担 

b 災害規模選別（増強） 

指令担当者が災害規模を選択することで、増強して部隊選別が行えること。

初期指令後も同操作が可能なこと。 

c 特命隊編成処理 

指令担当者が指示した車両を出動隊として編成できること。 

d 車種選別 

（ａ）任意の車種の直近車両を、追加の出動車両として選別できること。このと

き、車両装備によって指令員が車両を選択できるようにするため、直近順で

表示を行った後に、車両の指定ができること。 

（ｂ）扱い中消防本部の所属車両に設定されていない車両種別は区別できること。 

ｅ 任意選別 

出動計画上の車両（車種）において、個別に選別ならびに選別解除ができる

こと。 

ｆ 選別取消処理 

出動指令前に、計画出動隊及び特命隊の個別又は一括解除が行えること。 

ｇ 救急車入替選別 

出動指令前に、直近選別された救急車 1 隊に対して、車両動態等が確認でき

る救急車一覧から選択し、救急車の入替選別ができること。 

ｈ 出動隊再編成処理 

出動指令後に災害種別、災害区分、災害地点出動区分等が変わった場合、新

たな出動隊編成ができること。 

ⅰ 出動強化 

（ａ）出動強化宣言を行うことにより、自動的に部隊強化（追加）することが

できること。また、出動強化宣言は最大３種類（任意）の管理が行えるこ

と。 
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（ｂ）業務中の車両を選別した場合、車両から離れている隊員の携帯電話に発

信できること。 

（ｃ）各消防本部の強化宣言を一括で変更できること。 

オ 予告指令 

（ア）音声合成装置による指令トーンを含めた予告指令ができること。 

（イ）予告指令は災害種別決定時から出動指令前までの間、任意のタイミングにて

行うことができること。また、自動予告指令は以下の契機にて行うことができ、

受付中の画面で進捗状況の確認ができること。 

ａ 災害区分決定時 

ｂ 災害住所決定時 

ｃ 初期車両選別時 

（ウ）予告指令の内容は、扱い事案の入力状況によって、災害種別、災害区分、住

所を含めることができる。 

（エ）予告指令を送出する署所（受持署所、管内全署所等）・無線波は、あらかじめ

設定してある署所・無線波が自動選択され、捕捉できなかった場合は、その回

線を除外して行うことができること。また、出動指令までの間、予告指令の再

送、予告取り消し指令が行えること。 

（オ）予告指令時に出動指令を実施した場合、予告指令を中断し、出動指令を送出

可能なこと。 

（カ）予告指令の際に指令の範囲は消防本部を超えて送出されないように制御がで

きること。 

カ 出動指令 

（ア）音声合成による指令トーンを含めた出動指令ができること。 

（イ）出動指令を送出する署所（出動対象署所、通知先署所等）・無線波は、あらか

じめ設定してある署所・無線波が自動選択され、捕捉できなかった場合は、そ

の回線を除外して行うことができること。なお、簡単な操作で指令担当者の肉

声による音声指令に切替え可能であること。読み上げが完了後に肉声に切り替

える予約機能も可能なこと。 

（ウ）出動指令送出の際に、災害区分毎に指令トーンや送出範囲、照明連動等の制

御設定を行うことができること。 

（エ）指令回線の自動選択は、代車、移動待機、配置転換等の車両運用を考慮して

選択できること。 

（オ）予告指令の送出中に、出動指令は、予告指令の終了を待ち合わせして自動的

に出動指令を送出できること。 

（カ）指令文言は災害種別毎に設定を行え、出動指令の際にはディスプレイ上で読

み上げ内容を文字で確認できること。 
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（キ）事案輻輳時は読み上げ内容の一部を省略した文言に切り替え可能なこと。 

（ク）各装置と連動することにより、出動指令時に以下の処理を行えること。 

ａ 受付事案から事案の確定 

ｂ 出動・通知署所に対して出動指令書の出力 

ｃ 車両運用端末装置への指令情報送出 

ｄ 支援情報表示上の災害種別に対応した事案件数の加算 

ｅ 指令制御装置・車両運用表示盤の出動車両への指令指示 

ｆ 署所車両表示盤の出動車両への指令指示（動態色の点滅等） 

ｇ 市民向け災害状況案内の内容変更 

ｈ 事前設定された消防職員や消防団等へ順次指令 

（ケ）出動指令に失敗した場合、出動指令失敗（一部成功）のメッセージまたは回

線毎に失敗の有無を表示し、失敗した回線に再指令が行えること。 

（コ）出動指令に失敗した場合、失敗した回線への再指令は、自動的に行えること。

また、指令送出状況を確認でき、指令優先順位を変更できること。 

（サ）出動指令送出の際に、指令の範囲は消防本部を超えて送出されないように制

御ができること。 

（シ）応援事案の出動指令送出の際に、受援消防本部の出動署に対して通知するた

めの音声指令を送出できること。 

（ス）事案確定の際には、事案番号（災害事案番号、救急事案番号)が自動的に採番

され、災害事案・救急事案（救急車の出動分）が生成できること。 

（セ）署所や車両に出動指令情報を通知せずに、受付事案を災害事案・救急事案と

して事案確定することができること。 

また、共同運用の際には、本部毎に事案番号を採番することができる。事案

の確定後は消防本部の変更はおこなえないように抑止されること。 

（ソ）肉声指令 

音声合成を利用せず、指令員の肉声による出動指令が行えること。その際には、

音声合成機能で読み上げるべき文言内容をディスプレイに参考表示できること。 

（タ）ワンタッチ救急指令 

一般的な救急要請時に災害地点が決定済みの場合、ワンタッチ操作により、指

令処理までが行えること（災害種別入力・同報判定・車両選別・予告指令・出動

指令の一連の操作が自動的に処理できること）。 

対象となる最直近の救急車両は災害地点が決定されるとともに、参考表示・事

前確認がおこなえ、救急指令操作後に異なる救急車両が選定された場合は、編成

画面で停止することができること。 

（チ）出動指令後もしくは事案登録後、任意の署所・枚数を指定して出動指令書の

再出力が行えること。また、印刷イメージを地図等検索装置でプレビュー表示で
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きること。 

（ツ）事案に登録された１車両または全車両に対して、指令情報の再送が行えること。

また車両運用端末装置が連動している場合は、再送結果が表示されること。 

（テ）音声合成装置と連動して、指令内容に基づいた市民向け災害案内のサービスが

自動的に行えること。 災害案内は災害事案の状況により、送出対象、対象外、誤

報の設定を行えること。 

（ト）音声合成装置と連動して、消防職員、消防団、関係機関等への順次連絡が行え

ること。その際、連絡、不在、出動の可否等の情報とその時刻をディスプレイで

管理でき、再連絡や指令台からの加入発信による確認が行えること。 

キ 事案管理処理 

（ア）災害事案・救急事案に選定・出動した車両の活動状況・動態情報は一括管理す

ることができること。また、出動車両運用管理装置、署所端末装置等と連動する

ことで、各出動車両の活動時刻管理も行えること。 

（イ）活動状況は災害事案、救急事案ともに１０種類までの時刻管理ができること。 

ａ 災害事案の活動状況 

   例 ： 出動 現着 開始 完了 引揚 帰署 

ｂ 救急事案の活動状況 

    例 ： 出動 現着 現発 転送 病着 引揚 帰署 

        （現着から病着までの活動状況が７種類まで設定可能） 

（ウ）事案詳細情報（災害・救急共通）として、以下の内容が管理できること。 

ａ 通信員、通報者情報（氏名、性別、電話番号） 

 （３件分の登録が行え、発信地照会一覧からの登録が可能なこと） 

ｂ 通報内容 

ｃ 事案確定時の気象情報（風向、平均風速、最大風速、気温、気圧、相対湿度、

実効湿度、警報注意報） 

 （気象情報は災害点の管轄署所毎に採用する観測地点の登録ができること） 

ｄ 電話連絡履歴（関係機関名、時刻、連絡先扱者名、消防側扱者名） 

（エ）災害事案詳細情報として、以下の内容が管理できること。 

ａ 事案経過 

ｂ 出動車両活動状況 

ｃ 災害詳細情報（文字・選択式・日時・数値等の入力が行える自由項目の管理

が行えること） 

（オ）救急事案詳細情報として、以下の内容が管理できること。 

ａ 出動車両活動状況 

ｂ 事故種別 

ｃ 搬送者情報（搬送者名、年齢、性別、搬送病院、交渉回数、程度） 
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   （１救急事案あたり最大６人分までの登録が行えること） 

ｄ 搬送者口頭指導情報（心肺停止情報、応急処置者、気道確保・人工呼吸の口

頭指導有無など） 

（カ）災害事案の消防車両と救急車両については、出動した全ての活動状況が同一画

面に表示及び管理できること。また、救急車両は救急事案管理の画面でも表示で

きること。 

（キ）事案経過は災害種別毎に最大６項目まで設定することができ、予告指令及び出

動指令を送出した署所に対して、現場状況として、音声合成又は肉声送出による

連絡指令ができること。また、出動車両運用管理装置からの登録が行えること。 

（ク）災害事案に登録されている車両を削除（取消）することが可能であること。 

(ケ) 救急事案に関して、指令をかけた車両が出動せず、違う車両が出動した場合、

出動車両の入替登録が行えること。 

（コ）出動指令後に指令対象外の車両が署所判断で出動した場合、車両からの事案選

択・署所判断出動の操作で、事案への追加登録ができること。 

（サ）署所の判断で指令車両以外が出動した場合、当該車両を事案に登録することが

可能であること。災害事案に関しては指令より一定時間内に出動登録が行われた

場合には、自動的に事案に組み込めること。 

また、車両運用端末装置から出動事案の選択をすることもできること。 

（シ）確定済みの事案より、災害点、通報者情報を利用・複写して、別事案を生成す

ることができること。 

また、共同運用内の応援協定エリアでの災害発生時には、応援事案を別途作成

できること。受援事案の画面には、応援車両の活動状況も合わせて表示できるこ

と。 

（ス）事案が応援協定地域内である場合は、該当の本部を選択すると応援事案の災害

種別を自動決定し、自動的に選別画面に遷移できること。 

（セ）出動車両が全車両帰署した場合に、自動的に事案を終了させ、支援情報システ

ムへの事案引き渡しが行えること。また、手動による終了、活動中任意のタイミ

ングでの引き渡しも可能なこと。 

（ソ）事案終了時に指令記録（部隊運用記録・救急活動記録）をプリンタ出力するこ

とができること。なお、任意のタイミング、頁指定による出力も可能とすること。 

（タ）１１９番通報が輻輳した場合に緊急の事案を優先して対応するため、以下がで

きること。 

ａ トリアージモードを有効にすることにより、受付事案に対してトリアージ

およびトリアージ理由の選択を行うことができること。 

ｂ トリアージによる緊急度およびトリアージ理由を保持する保留事案の作成

を行うことができること。 
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ｃ  緊急度は緊急・準緊急・低緊急の 3 段階で選択ができること。 

ｄ  事案概要部および事案一覧画面の災害種別・区分表示部において、背景色

（緊急：赤色、準緊急：黄色、低緊急：緑色）により選択した緊急度の判別

ができること。 

ｅ  事案一覧画面にて緊急度により、事案の表示順を並び替えることができる

こと。 

ク 事案管制 

（ア）受付中・活動中事案の一覧を表示可能なこと。また、対象事案の内容が変更さ

れた場合、一覧の内容が自動的に更新・再表示されること。 

（イ）災害問合せ対応として、受付日時、事案番号、災害種別、災害住所または地域

の条件を指定することで、過去事案の検索、表示ができること。 

（ウ）活動中の救急事案の一覧を表示可能なこと。また、対象事案の内容が変更され

た場合、一覧の内容が自動的に更新・再表示されること。 

（エ）救急問合せ対応として、受付日時、事案番号、出動車両、災害種別、災害住所

または地域の条件を指定することで、過去事案の検索、表示ができること。 

（オ）搬送者問合せ対応として、搬送者氏名、年齢、性別、搬送病院の条件を指定す

ることで、過去事案の検索、表示ができること。 

（カ）上記の５つの事案一覧・検索機能は、本部毎の検索が行えること。 

（キ）上記の５つの事案一覧・検索機能は、一覧から個別事案画面を表示した後も検

索条件および表示頁を維持していること（戻れること）。 

（ク）事案管制中、１クリックで当該事案の直前・直後の事案（受付・保留事案を除

く）に切り替えることが可能であること。また、上記の３つの災害・救急・搬送

者問合せの検索機能で絞り込んだ事案に限定した事案切替表示も可能なこと。 

（ケ）地図等検索装置に現在発生中の事案の災害点をマーク表示することができ、こ

のマークを右クリックすることによりショートカットメニューを表示し、災害点

概略情報（災害種別、災害区分、受付日時、災害住所）の表示ができること。 

また、多目的ディスプレイへの詳細表示も行えること。 

（コ）地図等検索装置には、指定車両を中心とした地図表示や、災害事案発生中の全

出動車両が含まれるような全車両地図表示が行えること。 

（サ）出動中の任意車両（車両運用端末装置）に対して、任意メッセージの送信が行

えること。送信メッセージは、あらかじめ登録されているメッセージからの選択

と任意作成と選択が可能であること。また、メッセージ受信も行え、メッセージ

の送受信時刻、 送信元やメッセージ内容等メッセージ履歴が表示できること。 

（シ）活動登録状況の登録状況を監視し、登録の遅延と判断した場合に、アラーム表

示することができること。また、救急車両の病院交渉が難航している場合（交渉

回数が一定回数を上回った場合）アラーム表示することができること。 
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（ス）消防支援情報システム（消防 OA）で入力された搬送者情報を自動出動ディス

プレイに取り込めること。 

ケ 車両情報管理 

（ア）車両運用管理装置等や署所端末装置等から登録された動態・活動状況を管理す

ることができること。また、事案出動中でも他事案への選別対象とする「出動可

能」、引揚途上や出向中だが一時的に選別不能とする「出動不能」の出動可否の設

定・管理を行うことができること。 

（イ）消防車、救急車は個別に活動状況の登録・管理がおこなえ、ともに最大３０種

類の活動状況が登録・管理できること。 

※４動態（待機・出動・業務・整備）、現着、引揚、出動可能、出動不能は必

須。 

なお、活動状況と出動可否を組み合わせた複合活動状況の登録も可能とす

ること。 

   例 ： 現場待機 → 現着 ＋ 出動可能 

       引揚不能 → 引揚 ＋ 出動不能 

（ウ）車両一覧表示 

全車両の最新の車両状況を以下の２通りの方法で一覧表示することができる

こと 

ａ 車両一覧画面：車両の動態・活動状況、代車、移動待機、配置転換等の車両

運用を管理する画面 

ｂ 車両管理画面：代車、移動待機、配置転換等の車両運用を登録・管理する画  

      面 

（エ）ロケーション管理が行える車両運用管理装置と連動することにより、最新の車

両位置情報を管理でき、部隊選別に利用できること。また、地図等検索装置への

現在位置表示も行えること。 

本部外の車両については見分けが付くような表示ができること。 

（オ）外部装置（車両運用端末装置、署所端末装置）からの帰署入力を契機に、自動

出動指定装置全台に帰署のメッセージを表示し、選別時の車両入替の対応を促す

ことができること。 

（カ）出動車両運用管理装置から受信した「未出動車両通知」を契機に、自動出動指

定装置全台へ出動状況の確認の対応を促すことができること。  

また、当該事案がデータ指令事案の場合、当該署所のデータ指令端末にも出動

状況の確認の対応を促すことができること。 

（キ）車両の運用管理として、代車、配置転換、移動待機、兼務グループ、ペア出動

の設定・管理が行えること。 

（ク）各車両の活動状況・車両運用の登録の履歴が一覧表示できること。 
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（ケ）移動待機が必要と判断した車両に対して、音声合成による移動待機指令がかけ

られること。 

（コ）移動待機は事前に計画を立てておくことで、事案に連動して移動待機指令をか

けられること。 

（サ）ペア出動設定がされている車両が事案に登録された場合、ペア出動設定されて

いることが車両一覧から把握できること。 

コ 支援情報検索処理 

（ア）順次指令 

ａ 音声合成装置及び指定の加入回線を有効活用した順次電話連絡が行え、回線

以上の連絡先が指定された場合にも対応可能なこと。また、順次指令中であっ

ても、次の順次指令の予約操作が行え、順次指令開始の待ち合わせが自動的に

できること。 

ｂ 事案非連動の順次指令（順次連絡） 

連絡電話番号は２箇所まで設定でき、連絡先が無回答の場合、同一番号に対

して、自動的にリトライが行われ、一定回数行っても無回答の場合は、別の電

話番号に自動的に切り替え、再度連絡を行うこと。 

ｃ 事案連動の順次指令 

出動指令時に順次指令連動を選択すると、出動指令と同時に災害区分から連

絡する連絡先分類、連絡先グループ（複数設定可能）と連絡文言を自動的に決

定し、順次指令を行うことができること。連絡先最大管理数は、１０分類（職

員、消防団、関係機関など）で９９グループ／１分類、５０連絡先／１グルー

プとする。なお、文言は分類毎に異なる言い回しで行えること。 

ｄ 順次指令履歴 

実施した順次指令は履歴表示（連絡文言、連絡先、電話番号、応答時刻、連絡

結果）がおこなえ、中断、再連絡、連絡結果のプリンタ出力、指令台から加入

発信による確認が行えること。 

ｅ 個別連絡 

  事案扱い中に災害区分、災害住所（市区町村）により、あらかじめ登録されて

いる連絡先の一覧が自動ディスプレイに表示され、指令員の操作により発信操

作を行うことができること。本機能は音声合成による順次指令機能と並行し、

指令員による肉声での電話連絡の支援を行う機能として装備され、関係機関等

への連絡漏れ防止のために活用できること。発信先は最大２０件登録でき、昼・

夜を想定して２つの電話番号と、内線、専用線が設定できること。また、電話

帳機能からの追加登録・個別連絡が利用できること。実施した個別連絡の内容

（連絡時刻、連絡先扱者、消防側扱者）は事案情報として登録することができ、

指令記録としてプリンタ出力・確認が行えること。 
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（イ）市民案内 

ａ 市民案内は音声合成装置と連携して、加入回線直収の接続形態に対応が可能

なこと。また、案内内容は複数（最大３種類）の案内パターンが可能なこと（市

民や消防団・職員等の異なる案内先を考慮）。 

      本部毎に案内内容は設定・運用できること。 

ｂ 出動指令送出時には災害案内、災害事案経過が鎮火になった時には経過案内、

案内中事案が終了した時には終了案内、案内対象の事案が存在しないときには

平常案内が行えること。 

ｃ 災害発生時案内は災害種別（区分）毎に実施の有無を設定可能なこと。 

ｄ 事案終了一定時間経過後、災害案内は自動的に平常時文言に切り替わること。 

ｅ 災害案内は事案毎に案内対象外・誤報案内への切り替えが行えること。 

ｆ 災害輻輳時には、最大５事案までの詳細案内を行い、これを超える場合には

他に災害が発生中の旨を案内できること。 

ｇ 平常時（固定文言）案内は、スケジュール設定機能にて、あらかじめ案内を

開始する日付、時刻を登録することができ、その時刻になると自動的に案内を

開始することが可能であること。なお、案内を開始する日付の設定については、

自動出動指定装置の画面上から変更が行えること。 

ｈ 平常時の案内については、固定内容だけでなく、日付の指定がディスプレイ

上から行えること。 

ｉ 特殊運用として、災害発生中でも強制的に平常案内（固定文言）に切り替え

て運用可能なこと。 

ｊ 平常案内の文言は１００種類以上の登録が行え、文言の変更は常時可能なこ

と。 

ｋ 加入回線直収タイプの場合、対象回線に対しての着信件数の統計が取れ、時

間毎の集計、ディスプレイ上での表示、プリンタ出力が行えること。 

（ウ）電話帳（関係機関情報）検索 

災害発生に応じて連絡する必要のある職員・消防団・関係機関の連絡先電話番

号 を検索（分類、連絡先名称、カナ、電話番号）・表示し、指令台から加入発信

を行うことができること。また、当機能を利用して加入発信を行った場合には、

事案上の電話連絡履歴として蓄積できること。 

（エ）病院情報検索 

ａ 病院情報は主要病院の一覧（２０病院、２５グループ）として、病院名、診

療科目可否（２０件）、当番医の状況、空床数、最新収容日時の表示が行えるこ

と。 

 また、診療科目（２科目まで選択可）、地区、カナによる検索が行えること。

事案扱い中の場合には、災害点からの直近距離順による検索も可能なこと。 
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ｂ 病院の詳細情報では、以下の情報が表示されること。 

(a) 病院名       (b) 住所              (c) 地区 

(d) 病院種別      (e) 告示区分       (f) 開設区分 

(g) 電話番号      (h) 最新更新日時（情報が更新された日時） 

(i) 診療科目の開設状況 (j) 診療科目の応需情報 (k) 当番医の状況 

(l) 空床数       (m) 手術可否      (n) 特記事項 

(o) 最新収容日時 

ｃ 当番医情報はデータメンテナンス機能から、事前のスケジュール登録が行

え、昼夜の設定時刻に自動的に切り替えることができること。 

ｄ 車両運用端末装置から病院交渉結果を登録することで、病院毎の交渉履歴

の蓄積、検索が行えること。なお、交渉履歴は交渉時の時刻や診療科目等に

よる絞込も行えること。 

（オ）一般支援情報検索 

参照したい分類からファイルを選択し、以下の形式の画像ファイル（マニュア

ル類）を表示することができること。 

ａ ＰＤＦ      ｂ ＪＰＥＧ     ｃ ＢＭＰ 

ｄ ＧＩＦ      ｅ ＴＩＦＦ 

（カ）メモ帳情報 

指令管制の運用にて必要なメモ情報を登録でき、全指令台で共有できること。

また、メモ情報は４０文字×２００行を最大６０タイトル分保持できること。 

（キ）支援情報（地点情報）検索 

各種支援情報の名称やカナ等の条件による検索、属性情報表示、地点表示が行

えること。 

ａ 住所 

ｂ 目標物 

ｃ 緯度経度 

ｄ 地図頁 

ｅ 届出情報 

ｆ 水利 

ｇ 防火対象物 

ｈ 危険物施設 

ｉ 災害要援護者 

ｊ 保安施設 

サ 表示盤制御 

次の３種の表示盤制御が行えること。 

（ア）車両設定 
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署所端末装置での車両運用状況を基に、表示盤への情報表示制御ができるこ

と。 

（イ）支援情報表示盤制御 

支援情報表示盤の各表示項目の設定入力ができ、表示盤への情報表示制御が

できること。 

（ウ）多目的情報表示盤制御 

多目的情報表示盤に表示する映像の選択、画面切り替え等の表示制御ができる

こと。 

      多目的ディスプレイにて映像の選択が行えること。 

シ 統計処理 

（ア）確定した事案を４種類（火災・救急・救助・その他）に分類し、事案件数とし

て件数管理できること。 

（イ）指令制御装置と連動して、回線の種別（一般電話・携帯電話・ＩＰ電話）毎に、

火災・救急・通報訓練・いたずら・誤報・間合せ等１２項目以上の受付回数を主

体とした統計資料を作成できること。なお、件数のカウントは切断時に実施する

ものとする。日報、月報、年報の作成ができること。 

（ウ）指令制御装置と連動して、携帯電話からの１１９通報を他消防本部等へ転送す

ることで、転送先毎の転送統計を取ることができること。日報、月報、年報の作

成ができること。 

（エ）事案の受持消防本部以外の車両が事案に応援出動した際に災害種別（火災・救

急・救助等）毎に、どの消防本部の車両が出動したかの受援統計・応援統計を取

ることができること。日報、月報、年報の作成ができること。 

（オ）上記の統計情報は消防本部毎に管理・表示ができること。 

ス 訓練機能（出動訓練、指令試験、操作訓練） 

（ア）出動訓練モードにより、架空の事案による受付から出動指令、事案管制までの

訓練が 行えること。車両運用端末装置への指令や音声合成指令では「訓練」の判

別が可能なこと。 

（イ）指令試験モードにより、受付から出動指令までの操作が行えること。車両運用

端末装 置への指令や音声合成指令では「試験」の判別が可能なこと。 

（ウ）操作を習得することを目的とした操作訓練モードへの切り替えが可能であるこ

と。なお、本運用に影響を与えることなく操作訓練が行えること。操作訓練中に１

１９通報の受付を行った場合には、自動的に操作訓練状態が解除され、本番事案の

生成ができること。 

  セ メッセージ予約 

（ア）あらかじめ登録した任意メッセージを、登録された日時に全台のディスプレイ

上に通知すること。但し選別中又は指令中の台には、予約メッセージ画面の表示は
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行われないこと。 

（イ）いずれかの台で、予約メッセージの確認ボタンを押下すると、全台の予約メッ

セージ画面が消去されること。 

  ソ 台モード切替 

（ア）災害規模等運用に応じて、一人の通信員が指令台にて操作する画面数を変更で 

  きること。 

（イ）ディスプレイ上から台モードの規模を選択することで、簡単に台モードの変更

が行えること。 

（ウ）指令台上のディスプレイ端末４画面を、1 セットのマウス・キーボードにて操

作可能とすること。また、マウス・キーボードの共有機能は台モード切替に連動

し、２画面、１画面の共有機能に自動的に設定が切り替わること。 

   （エ）通報が輻輳時には、副席・輻輳用（地図等検索装置本体等が内蔵されている）

の指令台タッチパネルまたは通信キー盤面にて、共通受付（１１９通報受付）を

行うことで、自動的に台モードが変更され、事案生成を行うことができること。 

  タ 初期画面 

（ア）初期画面では、各指令台で全ての指令台がそれぞれ取り扱っている事案状況

を把握するために、他の指令台で扱っている事案の取り扱い状況と事案の詳細

情報を表示できること。また、初期画面より事案の扱いを開始できること。 

また、大規模災害モードにより、指令台の構成が変更された際にも、構成イメ

ージが反映されること。 

（イ）初期画面では、指令員が交代しても全指令員に連絡事項が伝わるように、掲示

板の表示ができること。 

（ウ）初期画面では、受付中・活動中の災害事案・救急事案件数が一目で把握できる

こと。 

チ 各装置接続状態表示 

自動出動指定装置は様々な装置との連携機能が非常に多くなることが想定され

る。指令台上のディスプレイにて、各装置との接続状況の確認、保守メンテナンス

の場合に切り離し・再接続の操作が行えること。また、システム監視装置にも同様

の情報は通知できること。 

（ア） 自動出動指定装置と各装置（指令制御装置や指令台に実装のディスプレイ等） 

との接続状態がリアルタイムに表示できること。 

（イ）各装置の保守メンテナンスの場合、自動出動指定装置から各装置の切り離し

及び再接続の操作が行えること。 

ツ ログ管理機能 

指令台に実装されるディスプレイ・地図用ディスプレイ・多目的ディスプレイ、

受付補助ディスプレイにおける各ログ情報（メッセージログ、操作ログ、個人情報
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参照ログ）の管理、閲覧できること。 

（ア）各ディスプレイの操作時、自動出動指定装置からのメッセージが通知された場

合等に画面下部に表示され、通常・注意・警告の３段階で色分け表示できること。

メッセージは各ディスプレイで過去２００件のまで履歴一覧表示できること。 

（イ）各ディスプレイ装置の操作のログを日時指定により検索一覧表示できること。

操作ログは各ディスプレイで過去１ヶ月分保持できること。 

テ 地図等検索装置 

本装置は災害発生場所の地図等の検索が容易にかつ迅速にできるようにするも

のであり、自動出動指定装置に接続できること。また、主要機能については、キー

ボードのファンクションキーでの機能呼出が行えること。文字情報の入力について

は、キーボード及びソフトキーボード（画面よりボタン入力）のどちらからも行え

ること。 

（ア）地図の表示 

ａ 道路・住宅等の情報を確認するため、複数種類の地図の表示を行えること。 

ｂ 同一地点を中心として複数の地図を切り替え表示ができ、各種地図間を自由

に切替操作することが可能なこと。なお、切り替え後の地図イメージが表示でき

ること。 

また、拡大・縮小により、自動的に縮尺に応じて表示するレイヤの制御や住宅

地図と道路地図の切り替えができること。 

ｃ 住宅地図および道路地図をそれぞれ複数のレイヤ情報としてデータ管理する

ことができ、任意のレイヤ情報の表示／非表示をすることができること。また、

レイヤ情報はグループごとに管理して、表示／非表示の選択ができること。 

ｄ 自動出動ディスプレイにて決定した災害種別により、自動的にレイヤ情報の

表示／非表示をすることができる。 

e 地図画面のマウスカーソル位置に連動した緯度経度を常時表示出来ること。な

お、表示する緯度経度は、日本測地系と世界測地系をワンタッチで切り替えられ

ること。 

f 地図帳と同様の区分線、座標を表示／非表示することができること。また、地

図帳分冊ごとに個別に表示／非表示することもできること。地図帳分冊は日本

語表示ができること。 

g ファンクションキー表示部分を消去して、地図用ディスプレイ全域を使用して

地図表示できること。また、ワンタッチで全画面表示と通常表示を切り替えられ

ること。 

ｈ 地図上に方位マークを常時表示することができること。 

ｉ 地図上に現在表示しているスケールを常時表示することができること。 

ｊ 画面上に表示している地図の中心部分を拡大した拡大地図を画面上に表示す
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ることが できること。 

（イ）地図の操作 

ａ 拡大・縮小 

各種地図の拡大／縮小(４倍、２倍、１／２倍、１／４倍)をボタンからスムー

ズに行えること。また、スケールサイズバーを操作することでも拡大／縮小がで

きること。スケールサイズバーには各種地図が切り替わる縮尺が視覚的に分か

ること。上記拡大／縮小に加え、マウスホイールを使用し、ズーミング処理を行

えること。画面に指を２本触れ、指の間を縮める／拡げることによって、縮小／

拡大（ピンチイン／ピンチアウト）できること。 

ｂ スクロール 

    （ａ）スクロールは、ドラッグとドラッグ＆ドロップとクリックの３種類を選択で

き、ワンタッチで切り替えられること。 

     （ｂ）スクロール領域は表示地図全領域無制限とすること。 

     （ｃ）ドラッグスクロールの速度は随時可変とすること。 

 （ｄ）スクロール方向は、３６０度全てできること。 

     （ｅ）画面を指またはペンでなぞってスクロールできること（スワイプ）。 

ｃ 回転 

地図を任意の方向（４５°単位）で回転できること。また、回転した状態でも

拡大／縮小スクロールできること。 

 ｄ 戻る／進む 

地点検索や自動出動からの地図表示による地点移動が発生した際に、中心座

標と地図種別、縮尺を最大１０件記憶し、「戻る／進む」ボタンによって記憶さ

れた地点を表示できること。 

（ウ）地点の検索 

   キーワードによる地点の検索（あいまい検索） 

ａ キーワードを入力することにより、住所、目標物の中から検索条件に一致す

る結果を逐次一覧表示できること。なお、キーワード検索の対象としては以下

の情報を対象として検索できること。 

・住所  ：名称、フリガナ 

・目標物 ：目標物名称、目標物別名、目標物カナ名称 

ｂ キーワードを複数入力することにより、住所、目標物の中から、複合条件

により一致する結果を逐次一覧表示できること。また、キーワードはスペー

ス区切りで入力でできること。 

ｃ 検索結果の一覧は、インデックスを選択することで、その文字から始まる結

果位置までスクロール表示できること。 

（エ）住所による地点の検索 
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ａ 市区町村名、町丁目名、番地・号・枝番を選択することにより該当地点を表

示できること。また、携帯からの通報の場合は位置情報照会結果の誤差情報を

考慮して候補地点の絞り込みができること。 

ｂ 番地、号、枝番は数値以外の入力にも対応可能とすること。 

ｃ 検索住所により、メンテナンス時の事前設定された地図種類に自動的に切

り替えることができること。 

ｄ 住所を検索する場合にカナによる検索ができること。また、頭文字検索と中

間文字検索が選択できること。 

ｅ 検索結果の一覧は、インデックスを選択することで、その文字から始まる結

果位置までスクロール表示できること。 

（オ）目標物による地点の検索 

ａ ディスプレイに目標物分類を一覧表示でき、分類を選択することにより該

当する目標物リストを表示できること。分類は最大２段階の分類分けができ

ること。また、目標物リストは、携帯からの通報の場合は位置情報照会結果の

誤差情報を考慮して候補地点の絞り込みができること。 

ｂ 目標物は読み仮名および漢字名称の頭文字または中間文字検索により、一

覧表示できること。 

ｃ 目標物が決定された場合には、該当する目標物を中心とした地図を表示で

きること。 

ｄ １つの目標物に対して、目標物分類を最大５分類まで登録できること。 

ｅ １つの目標物に対して複数の名称で検索ができること。 

ｆ 検索目標物により、メンテナンス時の事前設定された地図種類に自動的に

切り替えることができること。 

ｇ 検索結果の一覧は、インデックスを選択することで、その文字から始まる

結果位置までスクロール表示できること。 

（カ）緯度経度による地点検索 

ａ 緯度経度を入力することで該当する地点の検索ができること。 

ｂ 入力する緯度経度は、日本測地系および世界測地系のどちらでも選択可能

なこと。 

ｃ 測地座標を入力することでも該当する地点の検索ができること。 

ｄ 入力する緯度経度は、度形式（○○．○○度）と度分秒形式（○○度○○

分○○秒）のどちらでも選択可能なこと。 

（キ）地図頁からの地点検索 

      住宅地図帳の地図頁を選択することで該当する地点の検索ができること。 

（ク）届出情報からの地点検索 

ａ ディスプレイに検索開始時点で有効な届出情報の一覧を届出種別ごとに表
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示できること。届出種別は最大５つに分類分けができること。 

ｂ 一覧から届出情報を選択することで該当する届出情報を中心とした地図を

表示できること。 

（ケ）その他支援情報からの地点検索 

ａ 検索メニューから、任意の支援情報を選択することで、ディスプレイに支

援情報分類を一覧表示でき、分類を選択することにより該当する支援情報

リストを表示できること。分類は最大２段階の分類分けができること。 

ｂ 支援情報としては以下のものが表示可能なこと。また、これらの支援情報

は、発注者が収集するものとするが、データ投入及び運用開始までの作業

は、発注者及び受注者で分担して行う。 

      (a) 水利、防火対象物、危険物施設等のマーク情報 

      (b) 建築平面図等の図面情報 

      (c) 写真等の画像情報等 

ｃ 支援情報は読み仮名および漢字名称の頭文字または中間文字検索により、

一覧表示できること。また、検索する際は一文字入力するたびに候補が絞り

込まれる逐次検索ができること。 

ｄ 支援情報が決定された場合には、該当する支援情報を中心とした地図を表

示できること。 

ｅ 検索支援情報により、メンテナンス時の事前設定された地図種類に自動的

に切り替えることができること。 

ｆ 検索結果の一覧は、インデックスを選択することで、その文字から始まる

結果位置までスクロール表示できること。 

（コ）パノラマ地図からの地点検索 

ａ 管轄全域の概略地図（パノラマ地図）を画面上に表示することができるこ

と。 

ｂ パノラマ地図上をクリックすることで該当する地点の地図を表示できるこ

と。 

ｃ パノラマ地図は、ワンタッチで表示・非表示を切り替えられること。 

ｄ パノラマ地図上に、現在画面表示中の位置とエリア枠が表示できること。 

ト 災害点の表示・決定（災害点逆入力） 

（ア）災害点の表示 

ａ 自動出動指定装置からの制御により災害点として地図の表示ができること。

また、自動出動指定装置からの入力された災害地点が地図データと完全一

致しなかった場合でも、指定した住所に近い地点を地図に表示でき、近似番

地であることが地図上に強調表示できること。 

ｂ 自動出動指定装置からの要求により取得した発信者情報を基に、災害地点
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を表示できること。 

ｃ 災害点が決定された場合、災害点を中心とした同心円（円スケール）の表

示ができること。また、災害種別によっては、自動的に同心円（円スケール）

を表示させることもできること。また、ワンタッチで同心円の表示・非表示

を切り替えられること。 

ｄ 他の指令台で扱っている災害点情報を地図上にマーク表示できること。な

お、事案が終了した場合は、自動的にマークが消去されること。また、同報

の可能性がある災害点情報も地図上にマーク表示できること。 

ｅ 既に災害点が設定されている場合、ワンタッチで災害現場を中心とした地

図を表示 

できること。 

（イ）災害点の決定（災害点逆入力） 

ａ 画面上の災害点決定釦を押下すると災害点設定モードとなり、地図上で指

定した地点に仮の災害点マークを表示できること。また、災害地点として指

定した地点が建物上の場合は、建物枠を強調表示でき、地図上で右クリック

することによりショートカットメニューを表示し、災害点設定モードへ移

行することもできること。 

ｂ 地図上で指定した仮の災害点から最大５件の直近の住所および目標物、高

速道路キロポストを一覧表示することができること。また、一覧上で選択し

た住所および目標物、高速道路キロポストの位置を地図上にマーク表示で

きること。 

ｃ 直近の住所および目標物、高速道路キロポスト情報の一覧から災害点を選

択して災害点送信釦を押下することにより、自動出動指定装置に災害点と

して情報を送信することができること。 

ｄ 災害点情報を自動出動指定装置に送信する際、指定した地点の直近の指令

目標物情報も送信することができること。また、指令目標物情報は直近から

最大５件までリスト表示することができ、選択して送信することができる

こと。 

ｅ 災害点が決定された後、座標送信釦を押下することにより災害点の座標位

置だけを変更し自動出動指定装置に送信することができること。 

ｆ 事案モニタ先（副台から主台へ）の自動出動ディスプレイに対して、災害

点情報を送信することができること。 

ｇ 地図を切り替えて路線図（鉄道や高速道路等）を表示し、地図上の駅名や

区間を選 

択することで、自動出動指定装置に災害点として情報を送信することができ

ること。 
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（ウ）災害点付近情報の表示 

 画面上の付近情報釦を押下すると災害点付近の目標物、水利、要援護者等のマ

ーク情報を検索して、災害点から直近順に一覧に表示できること。 

また、地図上に一覧に対応した番号を種類ごとに色分け表示できること。 

ナ 集結点の表示・決定 

（ア）自動出動指定装置からの制御により集結点マークを地図上に表示できること。 

（イ）地図上での指定により、集結点を決定し、自動出動指定装置に送信できること。 

ニ 車両目的地設定 

（ア）災害点の後に目的とする場所を地図上で指定し、車両運用端末装置及び指揮支

援タブレットに送信できること。 

（イ）自動出動指定装置からの制御により目的地マークを地図上に表示できること。 

ヌ 水利指定 

（ア）災害点付近の一定範囲の水利を検索し、地図上の水利マークに災害点付近水利

情報を表示できること。 

（イ）先着隊に災害点から近い水利を自動的に予約ができ、予約情報を表示できるこ

と。 

（ウ）道路ネットワークデータから幹線道路の判定を行い、道路を跨ぐ水利を予約対

象から除外できること。 

（エ）予約した水利の水利口径情報から、水圧低下の可能性がある水利を判断し、共

倒れ水利の情報を表示できること。 

  ネ 属性情報表示（詳細情報表示） 

（ア）地図上の目標物、水利、防火対象物、危険物施設等のマークを選択することに

より、マークに登録されている属性情報（文字や画像などの詳細情報）を表示する

ことができること。また、地図上で右クリックすることによりショートカットメニ

ューを表示し、属性情報（文字や画像などの詳細情報）を表示することもできるこ

と。 

（イ）選択した地図上のマーク近辺に他のマークが存在した場合は、近辺全てのマー

クの属性一覧情報（詳細一覧情報）を表示して、その中から属性情報（詳細情報）

を選択することができること。 

   （ウ）地図上で範囲を指定することにより範囲内の属性一覧情報（詳細一覧情報）を

表示して、その中から属性情報（詳細情報）を選択することができること。また、

選択した属性情報の位置を地図上に強調表示することができること。 

（エ）多目的ディスプレイがある場合、地図上の防火対象物、危険物施設、要援護者

等のマークを選択することにより、多目的ディスプレイに属性情報（詳細情報）を

表示することができること。 

（オ）表示された属性情報（詳細情報）に紐づく電話番号へ発信操作が可能であるこ
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と。 

  ノ 届出情報の検索・表示 

（ア）以下の届出情報を開始日時、終了日時とともに一覧表示することができること。 

ａ 水利障害情報 

ｂ 煙火届出情報 

ｃ 道路障害情報 

ｄ 催物届出情報 

ｅ 火炎行為情報 

（イ）表示される届出情報は、メンテナンス装置にて登録することができること。 

（ウ）開始日時の到来時は、地図上に自動的にマークが表示されること。 

（エ）終了日時の到来後は、地図上から自動的にマークが消去されること。 

（オ）届出一覧から届出情報を選択することにより届出登録地点の地図を表示できる

こと。 

（カ）地図上の届出情報マークを選択することにより、水利障害等の属性情報（詳細

情報）の表示をすることができること。 

（キ）多目的ディスプレイがある場合、地図上の水利障害、煙火届出等のマークを選

択することにより、多目的ディスプレイに属性情報（詳細情報）を表示すること

ができること。 

  ハ 車両表示機能 

（ア）車両マーク表示 

ａ 車両の位置をマークにて地図上に表示できること。また任意に非表示でき

ること。 

ｂ 車両マークは、車種および活動状況毎に設定することができること。 

ｃ 車両マークの表示色は、車両の動態に合わせて自動的に変わること。 

ｄ 地図の種類ごとに車両マークの大きさが自動的に変わること。 

ｅ 車両運用端末装置から設定された、水利予約位置、部署位置予約位置を地図

上に表示することができること。 

 ｆ 他本部の車両マークを区別して表示できること。 

（イ）車両操作 

地図上で右クリックすることによりショートカットメニューを表示し、右ク

リック地点にいる車両運用端末装置に対して以下のことができること。 

  ａ 任意のメッセージを送ることができること。 

  ｂ 電話発信ができること。 

  ｃ 指令情報の再送ができること。 

  ｄ 最新の車両位置情報を取得することができること。 

  ｅ 連動する自動ディスプレイにて扱う事案に車両追加できること。 
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ｆ 車両を追尾して、常に地図用ディスプレイの中心にその車両が表示される

ようにすることができること。 

  ヒ 補助機能 

（ア）距離計算 

指定した線分の区間距離、合計距離の計算・表示ができること。また、１点ず

つ取り消すことができること。 

（イ）面積計算 

ａ 地図上で指定した任意の点を結ぶ面積を算出して表示できること。また、１

点ずつ取り消すことができること。 

ｂ 任意の家屋を指定することにより、面積を表示できること。 

（ウ）地図メモリ 

ａ 表示している地図の場所を最大１,０００箇所まで記憶できること。 

ｂ 記憶された場所を一覧表示し、簡単な操作で該当地図の再表示ができるこ

と。 

ｃ 記憶された場所を一覧表示する際は付近の住所名を表示できること。 

ｄ 記憶された情報は他の地図用ディスプレイ間で共有できること。 

（エ）画面分割 

ａ 地図用ディスプレイ内にて地図画面を分割し、中心点を同一としてそれぞれ

に異なる地図を表示できること。分割は最大４つに分割できること。 

ｂ それぞれの画面で表示する地図を簡単な操作で地図切り替えできること。 

ｃ それぞれの画面でスクロールや拡大縮小操作が可能なこと。 

（オ）マーキング 

ａ 地図画面上に任意の文字列を描画できること。また、文字色やフォントを任

意に選択でき、縦書きもできること。 

ｂ 地図画面上に任意の線を描画できること。また、線種や線色を任意に選択で

きること。 

ｃ 地図画面上に任意の多角形を描画できること。また、線色や塗りつぶし色、

塗りつぶしパターンを任意に選択できること。 

ｄ あらかじめ設定したマークより選択して、地図画面上にマークを描画でき

ること。なお、あらかじめ設定できるマークの種類は最大１００種類であるこ

と。 

ｅ 描画された文字列や線、多角形、マークは他の地図用ディスプレイ間でも自

動的に表示することができること。 

ｆ 描画された情報を一覧に表示することができ、一覧から選択することで描

画された地点を表示することができること。 

（カ）表示中の地図画面を画像ファイルとして保存できること 
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（キ）表示中の地図画面の印刷ができること 

  フ マルチ・ワイド表示機能 

多目的ディスプレイを使用して、地図用ディスプレイとのマルチ表示およびワイ

ド表示ができること。 

（ア）マルチ表示 

ａ 中心点を同一として、異なった種類の地図をそれぞれの画面に表示できる

こと。 

ｂ 地図用ディスプレイおよび多目的ディスプレイにて、スクロール・拡大縮小

ができること。 

ｃ 地図用ディスプレイおよび多目的ディスプレイにて、災害点決定ができる

こと。 

ｄ スクロールを行った際は、追従してもう片方のディスプレイもスクロール

されること。 

（イ）ワイド表示 

ａ 地図用ディスプレイおよび多目的ディスプレイの地図が繋がるように、表

示できること。 

ｂ 地図用ディスプレイおよび多目的ディスプレイにて、スクロール・拡大縮小

ができること。 

ｃ 地図用ディスプレイおよび多目的ディスプレイにて、災害点決定ができる

こと。 

ｄ スクロール・拡大縮小を行った際は、追従してもう片方の画面もスクロー

ル・拡大縮小されること。 

ｅ 地図種類の切り替えを行った際は、もう片方の画面も同一の地図に切り替

わること。 

  ヘ 縮退運用機能 

保守作業や障害等により、自動出動指定装置が利用できない（当地図用ディスプレ

イが通信できない）場合、事前に取り決めた地図用ディスプレイを利用して、以下の

縮退運用の機能が利用できること。 

（ア）縮退運用開始時に、前回の縮退運用で管理していた車両の動態情報や事案情報

を初期化することができること。なお、車両情報は縮退運用直前までの情報を引

き継いで運用開始できること。 

（イ）住所（町丁名等）、目標物から地点の検索を行うことができること。 

（ウ）地図検索ディスプレイから災害点の決定を行うことができること。 

（エ）災害種別、災害区分（災害大区分、災害小区分）を決定することができること。 

（オ）決定された災害点、災害区分に対応する出動計画を元に署所位置からの直線直

近順にて選別された車両を表示できること。 
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（カ）基本的な事案情報（受付日時、切断日時、覚知種別、指令日時、通報者氏名、

通報者性別、通報者電話番号、扱者氏名、概要メモ）を入力・管理することがで

きること。また、本事案で活動した車両の管理を行うことができること。 

（キ）車両一覧を表示することができること。 

（ク）車両の動態情報を単独で入力・管理することができること。 

（ケ）事案を単独で管理、一覧表示することができること。 

（コ）通信復旧後も、縮退運用中に管理していた車両の動態情報や事案情報を表示す

ることができること。 

（サ）複数目標物エリア検索 

地図用ディスプレイにて、複数の目標物分類またはキーワードを入力すること

により、災害点候補地点を一覧表示でき、選択すると地図用ディスプレイに該当

するエリアを矩形または円で自動表示できること。 

（シ）通信復旧後に、縮退運用中に作成・終了した事案の事案情報を自動出動指定装

置へ引き継げること。 

（ス）これらの機能は、本部毎に専用台を取り決めることで、本部毎の縮退運用が行

えること。 

ホ 使用地図 

本装置に入力する地図の種類、範囲およびデータフォーマットは、以下の通りとす

ること。 

なお、本装置で使用する住宅地図および道路地図の版権費用及び使用許可申請費

用は本仕様に含まれるものとし、受注者が手続きを行うこと。 

（ア）住宅地図： ・飯塚市・嘉麻市・桂川町・宮若市・鞍手町・小竹町 

・応援協定住宅地図 

（イ）道路地図： ・福岡県 

（ウ）航空写真： ・各消防本部構成市より提供される航空写真 

（エ）山林地図： ・飯塚市・嘉麻市・桂川町・宮若市・鞍手町・小竹町 

 

（2）データメンテナンス装置 

本装置は自動出動指定装置や地図等検索装置等で利用する基本情報をメンテナンス

することを目的とした装置であり、各サーバ機器とはネットワークで接続され、オン

ラインによりデータ更新が行えること。 

ア データメンテナンス機能 

（ア）自動出動指定装置や地図等検索装置等で利用する住所、目標物、支援情報等の

基本情報（以下「マスターデータ」という。）はメンテナンス装置で容易に修正が

できること。 

（イ）修正したマスターデータは、オンラインでシステム停止なく制御処理装置に転
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送できること。 

（ウ）出動計画に関連するような指令運用に大きな影響を与えるデータ修正は、本番

に反映する前に、指令台のディスプレイにて訓練モード等で動作確認が行える

こと。 

（エ）地図等検索装置にて地図表示に必要なポイント情報や地図図形も同様に修正・

転送ができること。 

（オ）出動隊の編成処理で使用する川や線路等の通行不能エリアの修正・転送が出来

ること。 

（カ）出動隊の編成処理で使用する道路ネットワークデータの修正・転送が出来るこ

と。 

（キ）目標物や職員等の情報は、各本部・署所から修正が行えること。 

（ク）職員によって修正できる情報の制限が出来ること。 

（ケ）車両に紐づく車両運用端末装置、指揮支援端末、指令装置の車両データ、消防

情報支援システムの車両データの一括修正および各装置への転送ができること。 

イ 統計データ出力機能 

自動出動指定装置にて生成される情報を、期間指定により統計データ（ＣＳＶ形式）

として出力できること。なお、対象データは以下の通りとする。 

また、本部毎の統計データ出力が行えること。 

（ア）切断統計     （イ）転送統計    （ウ）切断記録 

（エ）転送記録     （オ）救急事案    （カ）災害事案 

（キ）救急搬送者情報  （ク）災害事案出動車両情報 

（ケ）順次指令結果   （コ）個別連絡済関係機関 

（サ）市民案内統計     （シ）受援統計     （ス）応援統計 

ウ リモートメンテナンス 

リモートメンテナンス（遠隔保守）が可能なこと。 

  エ 情報共有メンテナンスシステム 

    本装置は、出動計画、署所、車両設定などのシステムメンテナンス機能を有するも

のであること。 

 （ア）認証機能 

a アカウントの利用権限をもとに情報の参照、更新を制限できること。 

b ＩＰアドレスによる接続制限機能を有し、本装置への接続を制限できるこ

と。 

c 同時接続数は上限値を設け、本装置への接続を制限できること。 

d 職員の所属本部により、表示内容、編集内容を制限できること。 

（イ）マスタメンテナンス機能 

a 各種指令管制業務に関わるデータメンテナンスができること。 
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b 自動出動指定装置、車載機と連動する地図データメンテナンスができるこ

と。 

c 作成したメンテナンスデータは本番投入前に訓練環境で確認ができるこ

と。 

（ウ）車両メンテナンス機能 

a 指令制御装置、出動車両運用管理装置、指揮支援(事案共有)システム、支援

情報システムと連動するメンテナンス機能を有すること。(※対象装置は案

件により異なるので、状況に応じて対象装置名を削除すること) 

b 原則、装置間で共通するコード値は一度定義すれば各装置に反映でき、重

複して定義する必要が無いこと 

c 編集した車両データを連携対象の装置に配信し、配信先でエラーが発生し

た場合、全装置の車両データを配信前の状態に自動的に差し戻しできること。 

d 配信先は消防本部ごとに設定して、配信することができること。 

e 以下の画面に関する車両の表示位置をドラッグ＆ドロップ操作により簡

易に修正が行えること。 

(a) 車両一覧 

(b) 災害管制画面 

(c) 救急管制画面 

(d) 署所車両表示盤 

（エ）道路ネットワークデータメンテナンス機能 

a 自動出動指定装置、車載機と連動する道路ネットワークのノードリンクデ

ータに関わるデータメンテナンスができること。 

b メンテナンスした道路ネットワークに対して２点間検索ができること。 

 

（3）多目的ディスプレイ 

本装置は自動出動指定装置のディスプレイや地図用ディスプレイと接続・連携し、

各種支援情報を表示することができること。また、通報の輻輳等で台モードが変更と

なる場合には、自動出動指定装置のディスプレイや地図用ディスプレイとして動作可

能なこと。 

ア 自動出動指定装置ディスプレイと同等機能 

ディスプレイにて受付操作中にも各種支援情報が表示できるように、ディスプレ

イの以下の機能を多目的ディスプレイでも利用できること。 

（ア）車両一覧 

（イ）車両管理 

（ウ）病院一覧 

（エ）１１９ＦＡＸ表示 
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（オ）一般支援情報 

（カ）メモ帳情報 

イ 自動出動指定装置ディスプレイや地図用ディスプレイと連携し、支援情報の表示

が行えること。 

ウ ２画面管制 

自動出動指定装置ディスプレイにて管制中の事案を扱い中に１１９通報の受付操

作を行った場合、管制中の事案を多目的ディスプレイへ転送表示することで、管制中

事案を継続監視することができること。 

エ 災害管制 

管轄対象となる部隊数が多い場合、災害の輻輳等により活動可能な消防隊・救急隊

の減少や現場活動の遅延アラームが捉え難い。この現場活動のアラームを視覚的に

捉えやすいように、車両動態・残存部隊数・アラームメッセージ等を、簡易地図上に

リアルタイムに表示することができること。 

また、当情報は本部毎（方面毎）に表示切替が行えること。 

オ 救急管制 

管轄対象となる部隊数が多い場合、救急出動の輻輳により活動中の救急隊の現状

を迅速に把握する必要がある。この救急隊の現状として、各車両の活動状況・出動中

の事案情報・病院との交渉状況・残存部隊数・現場活動のアラームを視覚的に捉えや

すいように、総合的にリアルタイム表示することができること。 

また、当情報は本部毎（方面毎）に表示切替が行えること。 

カ 映像切替 

  多目的情報表示装置の映像切替の操作が行えること。 

キ 外部地図連携 

（ア）自動ディスプレイにて事案扱い中の場合、災害点の位置情報（座標情報）をイ

ンターネットに接続できる外部端末と連携できること。 

（イ）自動ディスプレイにて事案扱い以外の場合、地図ディスプレイの中心点をインタ

ーネットに接続できる外部端末と連携できること。 

ク ルート表示 

（ア）車両選別時において、選別時に検索したルート表示を可能とすること。 

（イ）事案管制中において、事案拘束中車両の現在位置から再検索したルート表示を可

能とすること。 

（4）受付補助ディスプレイ 

本装置は自動出動指定装置のディスプレイや地図用ディスプレイ、多目的ディス

プレイと接続・連携し、受付をサポートする機能を備えること。また、通報の輻輳

等で台モードが変更となる場合には、自動出動指定装置のディスプレイとして動作

可能なこと。 
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ア 手書きメモ 

（ア）接続・連携している自動出動ディスプレイにて、１１９通報の受付を行った際に、

自動的に既定の雛形を表示し、手書き入力が開始できること。なお、手書き情報は

１事案に対して最大５件まで登録でき、簡易な操作によって、登録された手書き情

報を切り替え表示できること。 

（イ）ペンまたは指タッチで手書き情報の入力ができ、編集可／不可の制御ができるこ

と。 

（ウ）ペン、または消しゴムモードを切り替えでき、線幅はそれぞれ独立して５段階に

変更できること。 

（エ）矩形選択により手書き情報の範囲消去ができること。 

（オ）雛形は消去せずに手書き内容のみを消去できること。 

（カ）雛形は災害用、救急用など１０種類の雛形から選択できること。 

（キ）台モードが変更となる場合には、自動ディスプレイ上に手書き入力の画面が表示

されること。また、手書き入力の画面は移動、最小化、閉じることができること。 

（ク）地図用ディスプレイで表示されている地図を、雛形として使用できること。 

（ケ）該当事案に出動している車両と、それ以外の車両を任意に選択し、登録してある

手書き情報から選択して車両へ送信できること。 

（コ）表示中の手書き情報を印刷できること。 

（サ）事前に設定した線色を選択でき、線色は最大２０色まで登録できること。 

（シ）手書き情報が指令書に出力でき、頁ごとに指令書出力要否を選択できること。 

イ テキストメモ（フリーメモ） 

（ア）手書きメモ画面からの切り替え操作により、テキストメモ入力画面を表示し、フ

リーのテキスト入力が開始できること。テキストメモ情報は事案に紐づけて登録

することができ、最大２，０００文字のテキスト情報の登録ができること。 

（イ）キーボードによるテキスト情報の入力ができ、編集可／不可の制御ができること。 

（ウ）画面上の「切り取り」、「コピー」ボタンを押下することにより、選択中のテキス

トの切り取り、コピーが行なえること。また「貼り付け」ボタンの押下であらかじ

め切り取り、コピーされたテキストの貼り付けが行なえること。 

（エ）画面上の「クリア」ボタンの押下により、入力されたテキスト情報を一括で消去

することができること。 

（オ）台モードが変更となる場合には、自動ディスプレイ上にテキストメモの入力画面

が表示でき、移動、最小化、閉じることができること。 

（カ）該当事案に出動している車両と、それ以外の車両を任意に選択し、選択した文字

列を車両へ送信できること。また、送信したメッセージの履歴が表示できること。 

ウ 他席支援 

（ア）１１９通報の受付を行っている自動出動指定装置ディスプレイに対して、口頭や
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紙による指示で受付業務を阻害しないように、他台から手書きした情報をモニタ

先の台へ送信できること。また、他台から手書き情報を受信した場合には、受信し

たことがメッセージでわかること。 

（イ）ペンまたは指タッチで手書き情報の入力ができること。 

（ウ）ペンボタン、消しゴムモードを切り替えでき、線幅は５段階に変更できること。 

（エ）他台へ送信する手書き情報をクリアできること。 

（オ）矩形選択により他台へ送信する手書き情報の範囲消去ができること。 

（カ）他台から事案モニタされている場合には、他台から送信された手書き情報を表示

できること。また、他台からの手書き情報は１事案に対して最大２０件まで受信で

き、簡易な操作によって、受信した手書き情報を切り替え表示できること。 

エ 緊急度判定 

（ア）タッチペンを使用して入力ができること。 

（イ）キーワードは、そのまま読めば、通報者への質問文となる文章形式とすること。 

（ウ）判定結果は、選択過程を含め、事案情報として登録できること。 

（エ）判定結果は、色別等で解りやすい表示とすること。 

（オ）判定結果は、支援情報表示装置と連動して表示できること。 

 

４ 構造概要 

構成機器の構造は次によること。なお耐震性について十分配慮したものとし、既設の指

令台と同等（水平垂直加速度１．１Ｇの耐震）以上の構造であること。また、その耐震

性については、耐震評価試験報告書を持って示すこと。 

ア 指令台 

装置に使用する指令台は堅牢で、扱者の操作及び監視が、迅速に運用できるよう整然

と配置されたものであり、かつ、将来の拡充にも応じられるよう配慮されているもので

あること。また、操作は通常１名でできるものとし、必要に応じて同時に２名が相互に

影響なく操作できること。 

（ア）タッチパネルは無段階の角度調整が可能なこと。 

（イ）指令台個別釦にはＬＥＤランプを内蔵し操作誘導が行えること。 

（ウ）指令台の操作はいずれの受付座席でも全く同一の操作が可能なこと。 

（エ）指令台の運用モードにより、使用しないタッチパネル・キーボード・マウスは、収

容することができること。なお、収容方方法としては、背面等へ移動することなく収

納および取り出しが行えることとする。 

（オ）指令台上部は筆記面には透明なアクリル板等を設置し紙のメモを挟み込め、タッチ

パネルの収納が行える機構を組み込んだ構造とすること。 

（カ）指令台の上部に設置するディスプレイはスタンドまたはディスプレイアームにて

設置し、台上の任意の位置へ画面を配置できること。 
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 （キ）指令制御装置との接続インタフェースは LAN インタフェースとすること。 

 （ク）指令台 1 台につき事務用の袖机を 1 台付属させること。 

イ 自動出動指定装置 

本装置は以下の方針により構成すること。 

（ア）クライアント－サーバ方式 

（イ）サーバは独立型２台による二重化構成とし、障害時には自動切替が行えること 

（ウ）サーバ機は設置スペースを考慮し、ラックマウント型 

a  制御処理装置（サーバ） 

(ａ) ＣＰＵ    インテル(R) Xeon(R) Silver 4208と同等以上 

(ｂ) メモリ    ３２ＧＢ以上 

(ｃ) 補助記憶装置 ６００ＧＢ以上（ＲＡＩＤ１、ホットスペア構成）） 

(ｄ) 外部記憶装置 磁気ディスクまたは光学ディスク等 

(ｅ) ＯＳ     ＲｅｄＨａｔＥｎｔｅｒｐｒｉｓｅＬｉｎｕｘ 

(ｆ) ディスプレイ １５インチコンソールディスプレイ 

ウ ディスプレイ（クライアント端末） 

本装置は、指令台に搭載し、自動出動指定装置の各種処理機能の操作運用を行うため

のものであり、以下に定める仕様・性能以上であること。 

（ア）ＣＰＵ    インテル(R) Core i3-8100 と同等以上 

（イ）メモリ    １６ＧＢ以上 

（ウ）補助記憶装置 ２５６ＧＢ以上（ＲＡＩＤ１） 

（エ）外部記憶装置 磁気ディスクまたは光学ディスク等 

（オ）ＯＳ     Ｗｉｎｄｏｗｓ  

（カ）入力方式   マウス、タッチディスプレイ入力及びキーボード入力 

（キ）ディスプレイ 

a  表示画面    ２０型以上（タッチディスプレイ） 

b  画面解像度   １９２０×１０８０ドット以上 

c  表示色カラー  １６７０万色以上 

エ データメンテナンス装置 

本装置は、システムデータの保守等を行えるものであること。また、各サーバ機器と

はＬＡＮにて接続され、データの更新はオンラインにて行えること。 

（ア）ＣＰＵ    インテル(R) Core i3-8100 と同等以上 

（イ）メモリ    ４ＧＢ以上 

（ウ）補助記憶装置 ２５６ＧＢ以上（ＲＡＩＤ１） 

（エ）外部記憶装置 磁気ディスクまたは光学ディスク等 

（オ）ＯＳ     Ｗｉｎｄｏｗｓ 

（カ）入力方式   マウス入力及びキーボード入力 
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（キ）ディスプレイ 

（ク）表示画面    ２１．５型以上（カラーワイド液晶ディスプレイ） 

（ケ）画面解像度   １９２０×１０８０ドット以上 

（コ）表示色カラー  １６７０万色以上 

オ 情報共有メンテナンスシステムＷＥＢサーバ 

（ア） ＣＰＵ    インテル(R) Xeon(R) Silver  4008 と同等以上 

（イ） メモリ    ８ＧＢ以上 

（ウ） 補助記憶装置 ９００ＧＢ以上（ＲＡＩＤ１、ホットスペア構成） 

（エ） 外部記憶装置 磁気ディスクまたは光学ディスク等 

（オ） ＯＳ     Ｗｉｎｄｏｗｓ Ｓｅｒｖｅｒ 

（カ） 入力方式   マウス入力及びキーボード入力 

カ 多目的ディスプレイ 

本装置は、指令台に搭載し、自動出動指定装置・地図等検索装置と連携し、各種支援

情報を表示するためのもので、自動出動指定装置ディスプレイと同様の機器を選定す

ること。 

（ア）ＣＰＵ    インテル(R) Core i3-8100 と同等以上 

（イ）メモリ    １６ＧＢ以上 

（ウ）補助記憶装置 ２５６ＧＢ以上（ＲＡＩＤ１） 

（エ）外部記憶装置 磁気ディスクまたは光学ディスク等 

（オ）ＯＳ     Ｗｉｎｄｏｗｓ 

（カ）入力方式   マウス、タッチディスプレイ入力及びキーボード入力 

（キ）ディスプレイ 

a  表示画面    ２０型以上（タッチディスプレイ） 

b  画面解像度   １９２０×１０８０ドット以上 

c  表示色カラー  １６７０万色以上 

キ 受付補助ディスプレイ 

本装置は、指令台に搭載し、自動出動指定装置と連携し、受付をサポートするための

もので、自動出動指定装置ディスプレイと同様の機器を選定すること。 

（ア）ＣＰＵ    インテル(R) Core i3-8100 と同等以上 

（イ）メモリ    １６ＧＢ以上 

（ウ）補助記憶装置 ２５６ＧＢ以上（ＲＡＩＤ１） 

（エ）外部記憶装置 磁気ディスクまたは光学ディスク等 

（オ）ＯＳ     Ｗｉｎｄｏｗｓ 

（カ）入力方式   マウス、タッチディスプレイ入力及びキーボード入力 

（キ）ディスプレイ 

a  表示画面    ２０型以上（タッチディスプレイ） 
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b  画面解像度   １９２０×１０８０ドット以上 

c  表示色カラー  １６７０万色以上 

ク 地図等検索装置 

本装置は以下の方針により構成すること。 

自動出動指定装置ディスプレイと同様の機器を選定すること。 

（ア）地図等検索装置 

ａ ＣＰＵ    インテル(R) Core i3-8100 と同等以上 

ｂ メモリ    １６ＧＢ以上 

ｃ 補助記憶装置 ２５６ＧＢ以上（ＲＡＩＤ１） 

ｄ 外部記憶装置 磁気ディスクまたは光学ディスク等 

ｅ ＯＳ     Ｗｉｎｄｏｗｓ 

（イ）地図用ディスプレイ 

本装置は、指令台に搭載し、地図等検索装置の各種処理機能操作運用を行うための

ものであり、以下に定める仕様・性能以上であること。 

ａ ディスプレイ 

（ａ）表示画面    ２０型以上（タッチディスプレイ） 

（ｂ）画面解像度   １９２０×１０８０ドット以上 

（ｃ）表示色カラー  １６７０万色以上 

ｂ 入力方式   マウス、タッチディスプレイ入力及びキーボード入力 

ケ 長時間録音装置 

装置架に収容又は卓上型とすること。本装置は１１９番通報、音声指令、無線交信等

指令台等で取り扱う全ての通話内容を時刻信号と共に自動及び手動制御で録音できる

ものであること。 

（ア）機能 

ａ １１９番回線等の受付と連動して自動的に録音を開始し、終話に連動して録音

を停止するものであること。 

ｂ 無線回線の送受信操作に連動して自動的に録音ができること。 

ｃ 指令台・指揮台・無線統制台等からの操作及び装置本体での手動操作により、録

音、再生、停止ができること。 

ｄ 時刻信号を音声と同時に収録し、再生時に収録された時刻信号を月、日、時、分

で再生できること。なお、時刻表示はデジタル表示であること。 

ｅ 録音装置内部に時刻信号発生機能を有すること。 

ｆ 月、日、時、分等の指定により頭出し再生ができること。 

ｇ 指令台等の各座席対応の録音ができること。 

h 録音媒体の終了時は、エンドアラームの報知を行うこと。 

i 録音再生チャンネルは、２４チャンネル以上を収容すること。 
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j 録音装置に障害時のバックアップ機能を有すること。（媒体へのバックアップ） 

k 必要に応じて WAV ファイルで外部出力が可能であること。 

（イ）構造概要 

ａ 液晶ディスプレイ、キーボード、制御装置で構成され、構造は自立型等であ 

ること。 

ｂ ハードディスクを使用した録音装置で、バックアップとして録音媒体を採用

すること。 

ｃ 内蔵ハードディスクは最大２０,０００時間の連続録音ができること。 

ｄ 録音装置内部の時刻信号発生機能は、指令制御装置及び自動出動指定装置等

の時刻信号発生機能と同期がとれること。 

コ 指令制御装置 

（ア）指令台の各操作機能を果たすために必要な指令制御装置は、信頼性を重視した二

重化構成とし、装置架又は指令台内に収容されているものとすること。 

（イ）将来の回線増についても応じられるよう配慮されていることとし、保守点検が容

易であること。 

（ウ）収容回線が全回線容量の範囲を超えた場合にも、装置の増設によって対応ができ

る拡張性を有した構造とし、機器更新の必要がないものとすること。 

（エ）制御処理部及び電源部までの主要回路は二重化構成とし、障害発生時には人手を

介することなく予備系に自動切替えできること。二重化の構造は、制御処理部及び

時分割スイッチ制御部がおのおの独立しており、以下の状態で稼動できるものと

する。 

ａ 制御処理部が現用系、時分割スイッチ制御部が現用系で動作すること。 

ｂ 制御処理部が予備系、時分割スイッチ制御部が予備系で動作すること。 

ｃ 制御処理部が現用系、時分割スイッチ制御部が予備系で動作すること。 

ｄ 制御処理部が予備系、時分割スイッチ制御部が現用系で動作すること。 

ｅ 制御処理部及び時分割スイッチ制御部が現用系から予備系に切替時、通話中

の呼に対して切断されないこと。 

ｆ 制御処理部及び時分割スイッチ制御部が予備系から現用系に切替時、通話中

の呼に対して切断されないこと。 

（オ）プログラムにより自動障害チェックを行うこと。 

（カ）制御方式は、蓄積プログラム制御方式であること。 

（キ）光方式１１９回線あるいはＩＰ回線を収容用の基盤を実装すること。 

（ク）通話路は、ＰＣＭ時分割方式であること。 

（ケ）各種設定変更等が容易に行えること。 

（コ）１１９番回線トランクは、直流式、交流式、ＩＰ回線のいずれにも適合でき、必

要な方式のトランクだけの選択搭載ができること。 
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（サ）障害等の外部警報出力をシステム監視装置に表示できること。 

（シ）ＧＰＳ時計と連携して自動時刻補正のできる親時計を具備し、システムを構成す

る各機器に対して時刻信号を送出できること。 

（ス）ＩＰ回線に関してはＡＣ１００Ｖ稼働の INS／IP 変換アダプタを介することな

く ONU から直接に、直流電源装置によって長時間バックアップを考慮された指

令制御装置（二重化）に直接収容すること。 

（セ）非常用指令設備と部品を共通化することにより、長期にわたる部品の安定的な供

給を可能とすること。 

（ソ）ＩＰ回線を適用する場合は、指令制御装置の障害により１１９番回線の受付がで

きない状況でも、非常用指令設備への切替を伴わずに非常用指令設備に接続され

る非常用補助電話機で１１９番回線の受付が可能であること。 

（タ）ＩＰ回線を適用する場合は、指令室や機械室以外に設置する非常用補助電話機で

も１１９番回線の受付・発信者番号取得・再発信（コールバック）が可能であるこ

と。 

（チ）ＩＰ回線を適用する場合は、ＩＰ対応指令台との併用により、通話中に架切替を

行っても通話呼保持が可能なこと。 

（ツ）ＩＰ回線を適用する場合は、指令センターから地理的に離れた場所にも指令台の

設置が可能なこと。 

また、ＩＰ回線で通話中に架切替をしても、通話呼保持が可能であること 

（テ）指令回線の収容に関しては、その重要性を考慮しＡＣ１００Ｖ稼働のＶｏＩＰ変

換アダプタ等を介することなく指令制御装置に直接収容すること。 

サ 非常用指令設備 

（ア）据え置き型とすること。 

（イ）指令制御装置の障害時にバックアップとして、１１９番受付や指令操作ができる

こと。 

（ウ）本装置が指令制御装置に代わり指令台での受付、コンピュータ連動等全ての機能

を継続し、稼働すること。 

（エ）構造は指令制御装置と同じ構造とし、指令台の各席で障害前と変わらぬ運用が可

能であること。なお、指令制御装置から本装置への切り替えは瞬時に行えること。 

また、制御処理部及び電源部までの主要回路はシングル構成とすること。 

ａ １１９番回線の着信応答、再呼、切断ができること。 

ｂ 指令回線の個別通話ができること。 

ｃ 局線及び内線の発着信ができること。 

ｄ 専用線の発着信ができること。 

ｅ 着信は可視、可聴表示すること。 

ｆ 転送回線の発着信接続及び通話ができること。 
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ｇ 統合型位置情報システムと接続できること。 

ｈ 光回線用や IP回線用の回線ＰＫＧや機器を、実装できること。 

シ プリンタ・カラープリンタ・スキャナ・ＦＡＸ１１９受信装置（Ａ３複合機） 

（ア）印字方式   電子写真方式 

（イ）解像度    １２００ｄｐｉ×１２００ｄｐｉ以上 

（ウ）用紙サイズ    最小 Ａ５ 最大 Ａ３ （両面対応） 

（エ）印字文字   日本語、英数、カナ （カラー） 

（オ）構造     据置型 

（カ）機能  ＦＡＸ、スキャナ、コピー、プリンタ 

ス 署所端末装置 

（ア）本装置は消防署、消防出張所等に設置し、指令装置からの災害出動音声指令の受

令、車両運用状況について設定入力が行えること。 

（イ）受令機能は、トーン指令、電話機指令、放送指令のいずれも自動的に受令できる

こと。 

（ウ）本装置は次の各部により構成された一体構造とすること。 

ａ 端末制御部 

（ａ）回線監視、装置自体の障害監視を行うための指令制御装置と端末間の通信監

視（ping に依らない）及びアラーム機能を有し、障害発生を可視可聴にて表示

し、指令台にも障害信号を通知し障害署所を表示できること。 

（ｂ）自動拡声制御ができること。 

（ｃ）昼夜間の自動／手動拡声制御ができること。 

（ｄ）夜間においては受令電話機によるベル呼出または放送系統制御信号により自

動的に系統を選択し該当のスピーカから庁内放送されること。また、放送系統

は、自動出動指定装置と連動し災害種別や昼夜設定によりスピーカ系統の制御

ができること。 

（ｅ）指令音声を内蔵したスピーカにてモニタができること。 

（ｆ）本機の子機として使用できる電話機の接続ができること。 

（ｇ）指令回線の収容に関しては、その重要性を考慮しＡＣ１００Ｖ稼働のＶｏＩ

Ｐ変換アダプタ等を介することなくＶｏＩＰ対応ができること。 

（ｈ）指令システムの制御信号により、接点の出力ができること。 

（ｉ）録音された直近の指令音声を内蔵したスピーカでの再生ができること。 

ｂ 受令電話機部 

（ａ）指令台と電話による通話ができること。 

（ｂ）本部に対し釦操作等により応答、確受表示ができること。 

（ｃ）指令台等に対し緊急呼出ができ、応答した指令台と相互通話ができること。 

（ｄ）ハンドセット外れを検出し、アラーム鳴動により通知ができること。 
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ｃ 車両設定部 

（ａ）車両運用状況の設定入力ができること。 

（ｂ）車両運用状況の表示ができること。 

（ｃ）車両運用設定の項目は、「出動中」「署外活動中」「待機中」「整備中」等

の４項目以上であること。 

ｄ 増幅部 

放送増幅器に接続し、予告音及び音声指令が行えること。 

e 電源部 

停電時１００％負荷で８時間以上の保障が可能な容量を持つ蓄電池を内蔵す

ること。 

セ 署所車両表示盤 

本装置は所轄の車両状態を表示するものとすること。 

（ア）表示項目 

    ａ 車両名称 

    ｂ 車両状態（４動態以上） 

 

第２ 指揮台 

指揮台は、指令台と併設して指令台の機能を包含し、さらに指揮統制を行うための

以下に示す機能・構造を備えたものであること。 

１ 機能 

（１）モニタ機能 

指令台業務の運用状況を監視するため、指令台の音声及び自動出動指装置のディス

プレイ画面のモニタがいずれもできること。 

（２）割り込み機能 

指令台で取扱中の回線モニタ中、必要に応じ指揮台から割り込み、通報者若しくは相

手方に対する応答又は指令台係員に対する指示等ができること。 

（３）アドバイス割り込み機能 

指令台で取扱中の回線モニタ中、必要に応じ指揮台から割り込む際に、通報者には聴

取できないよう指令台係員にのみ聴取・指示可能なアドバイス割り込みが可能である

こと。 

２ 構造概要 

（１）構造は指令台と併設するため、指令台と同様な構造条件を満たすこと。 

第３ 表示盤 

本装置は、消防・救急受付指令業務で必要な気象観測情報、気象通報及び車両運用状

況等を表示できること。 

１ 車両運用表示盤    --５５型２面マルチ-- 
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（１）機能 

ア 指令台・自動出動指定装置・署所端末装置及び車両運用端末装置から車両の状況を

入力し、消防救急業務に必要な車両の運用状況を表示できること。 

イ 表示車両数は、１画面で最大１００車両の表示ができ、同画面を最大２５頁のグル

ープ表示が可能なこと。 

ウ 表示内容は、次のとおりであること。 

署所名、車両名、車両状況（４動態以上） 

（２）構造概要 

ア 設置する環境に対して十分な明るさがとれるとともに、運用に適した明るさ調整

が可能であること。 

イ ＬＥＤバックライト方式を使用した５５型×４面液晶ディスプレイであること。 

ウ 設置後、液晶ディスプレイの取付位置が調整でき、表示盤全体で均一な面が作れる

こと。(上下左右前後の調整が可能) 

（３）構造概要 

設置する環境に対して十分な明るさがとれるとともに、運用に適した明るさ調整が

可能であること。 

２ 支援情報表示盤   --５５型２面マルチ-- 

（１）機能 

ア 指令制御装置・自動出動指定装置・気象情報収集装置等と連動して火災件数、救急

件数、１１９番受付件数、現在時刻、気象情報等が表示できるものであること。 

また、本部毎に切替表示がおこなえること。 

イ 表示内容及び表示要領は、次のとおりであること。 

（ア）火災、救急件数等及び１１９番受付件数 

ａ １１９受付 本日件数４桁以上、月累計５桁以上、年累計６桁以上 

    ｂ 火災    本日件数４桁以上、月累計５桁以上、年累計６桁以上 

ｃ  救急    本日件数４桁以上、月累計５桁以上、年累計６桁以上 

ｄ  救助    本日件数４桁以上、月累計５桁以上、年累計６桁以上 

ｅ  その他   本日件数４桁以上、月累計５桁以上、年累計６桁以上 

災害件数は自動出動指定装置の事案処理と連動して表示すること。 

日計、月計、年計は連動し、かつ自動リセットを行うこと。 

なお、自動出動指定装置から災害発生件数の修正ができること。 

（イ）時刻表示 

○月○○日○曜日 ○○時○○分 

日本標準時を表示する指令台ＧＰＳ親時計と連動し表示すること。 

（ウ）気象情報 

次の８項目が自動的に表示できること。 
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a 風向（１６方位） 

b 最大風速（m/s） 

c 平均風速（m/s） 

d 気圧（Ｈｐ） 

e 気温（℃） 

f 相対湿度（％） 

g 実効湿度（％） 

h 日積算雨量（mm） 

（エ）警報・注意報等 

a 各種警報、注意報及び発表月日時分が表示できること。 

b 各種警報、注意報は、事前に作成した警報／注意報の項目からメニュー方式によ

り容易に項目選択して表示できること。なお、表示は同時に５種類以上できること。 

警報注意報の発令区が５つを超える場合には、自動的に表示切替が行えること。 

c 火災予防週間等の告知情報を、自動出動指定装置で任意に作成して表示ができる

こと。 

（２）構造概要   

ア 設置する環境に対して十分な明るさがとれるとともに、運用に適した明るさ調整

が可能であること。 

イ ＬＥＤバックライト方式を使用した５５型×４面液晶ディスプレイであること。 

ウ 設置後、液晶ディスプレイの取付位置が調整でき、表示盤全体で均一な面が作れる

こと。(上下左右前後の調整が可能) 

 

３ 多目的情報表示装置    --５５型４面マルチ-- 

（１）機能 

ア 自動出動指定装置ディスプレイ・地図検索装置用ディスプレイ等の各映像信号を

分岐し、表示できること。 

イ 録画再生装置・監視カメラ等の各映像信号を表示できること。 

ウ 音声のあるソースについては、増幅器及びスピーカにより拡声できること。 

エ 各入力信号に対して同期がとれること。 

オ 歪み・チラツキ・色ずれがないこと。 

カ １１９番着信状況表示が可能なこと。 表示項目は以下の通りとする。 

（ア）各電話局および回線状況（着信・通話中・保留中） 

（イ）受付台表示（通話中状態に限る） 

（２）構造概要 

ア 設置する環境に対して十分な明るさがとれるとともに、運用に適した明るさ調整

が可能であること。 
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イ ＬＥＤバックライト方式を使用した５５型×４面液晶ディスプレイであること。 

ウ 設置後、液晶ディスプレイの取付位置が調整でき、表示盤全体で均一な面が作れる

こと。(上下左右前後の調整が可能) 

エ 増幅器は、出力３０Ｗ以上の出力とし、遠隔制御で音量調整ができると共にミュー

トができること。 

オ スピーカは、増幅器出力に対応できる耐入力のスピーカ（２台）を表示盤内に内蔵

すること。 

（３）映像制御装置 

マトリクススイッチャの遠隔制御ができること。 

 

４ マトリクススイッチャ 

（１）機能 

ア 入力信号に対して容易に映像ソース及び音声を選択でき、任意に選択した液晶デ

ィスプレイに出力できること。 

イ 入出力信号の選択制御ができること。 

（２）構造概要 

ア ラックマウント型であること。 

イ 切替回路数は、次のとおりであること。 

（ア）入力回路数 １６回路以上 (表示盤に表示したい素材を確認してくださ 

い) 

（イ）出力回路数  １６回路以上 (表示盤に表示したい素材を確認してください) 

（ウ） 音声素材を映像から独立して選択でき、スピーカより出力可能なこと。 

 

５ 映像信号処理装置 ※映像信号分配器・映像信号延長器 

（１）機能 

ア 自動出動ディスプレイ・地図用ディスプレイその他情報端末等の映像信号を延長

して、スイッチャ等に接続できること。 

イ 映像劣化及びその他の影響を補償できること。 

（２）構造概要 

各端末から映像制御装置までの長距離伝送を可能とすること。アナログ信号につい

ては、入力側ケーブルの補償回路を有すること。 

 

６ ＴＶチューナー 

（１）機能 

ア 地上デジタル、ＢＳデジタル放送等のＴＶ放送を受信できること。 

イ ＴＶ受信信号の録画ができること。 



 77 

ウ ＴＶ受信信号を録画に関係なく出力できること。 

エ 録画再生方式は、ＨＤＤ及びＢＤ、ＤＶＤの方式であること。 

オ マトリクススイッチャで選択した映像を録画できること。また、録画した映像は、

ＢＤやＤＶＤの外部媒体に移せること。 

（２）構造概要 

ア 信号入出力端子は、ＨＤＭＩ、アンテナ等運用に必要な端子があること。 

イ 映像機器収納架または、卓に収容できること。 

 

７ 遠隔制御パネル 

遠隔制御パネルは、マトリクススイッチャに収容された各種映像ソースの切替等の操

作がタッチパネルでできること。 

 

第４ 無線統制台 

本台は、消防機関の保有する消防業務用無線（市町村波、都道府県共通波及び全国共

通波）全チャンネルを収容し、無線交信の統制ができること。 

１ 機能 

（１）指令台通信機能と同機能を有すること。また、拡張台（W=1200）に収納できるものと

する。 

（２）個別発着信 

無線統制台に収容したチャンネル毎に個別に送受信機による発信、着信通話が行え

ること。 

（３）選択発着信 

任意のチャンネルを選択して発信、着信通話ができること。 

（４）一斉発信 

あらかじめグループ化したチャンネル群への一斉発信ができること。 

（５）交信内容を録音装置に対して録音及び各種録音制御ができること。 

（６）指令装置親時計と連動して時刻表示ができること。 

（７）無線回線に対し、指令トーン信号を送出できること。 

（８）無線回線に対しＩＣ録音メッセージを３種類までワンタッチで送出できること。 

（９）音量調整が行えること。 

（10）送受話レベル表示ができること。 

２ 構造概要 

（１）構造・収容回線数等は指令台に準ずる構造とすること。 

（２）消防・救急全無線は指令台と同数まで制御可能なこと。 

実装するチャンネルは指令制御装置 無線収容回線の通りとする。 

（３）指令台と形状及び色調を合わせること。 
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第５ 指令伝送装置 

本装置は、出動指令操作と連動して自動出動指定装置からの出動指令情報及び地図

等検索装置からの災害地点周辺地図を署所等へ伝送するための装置であること。 

１ 機能 

（１）指令情報送信機能 

ア 出動指令情報の出力は日本語又は英数カナ文字等でできること。 

イ 署所の指令情報出力装置に対して同報が可能であること｡ 

ウ 個別署所に対する出動指令情報を群別及び個別に伝送できること｡ 

エ 指令書は文書指令の他、災害地点の地図付与ができること。 

オ 署所における出動隊に必要な複数の地図付指令書が出力できること。 

（２）指令情報出力内容 

ア 出動指令書の記載項目は、概ね次のとおりであること。なお、災害時の指令情報と

救急時の指令情報で、異なる記載項目が設定できること。 

（ア）受付時刻、指令時刻（年、月、日、時、分、秒） 

（イ）事案番号 

（ウ）災害種別、災害区分 

（エ）災害点（住所、災害点名等） 

（オ）管轄（署所名） 

（カ）地図頁 

（キ）指令目標（名称、方位、距離） 

（ク）気象情報 

（ケ）出動次数 

（コ）出動車両名 

（サ）災害点地図（災害点を中心とした同心円、届出情報、縮尺等含む） 

なお、災害点地図は、指令台と同じ状態（災害点の位置、縮尺、レイヤ）の地図

が出力されること。 

 また、集結点が印刷地図範囲内の場合は、集結点の位置も地図に表示されること。 

（３）指令情報出力装置機能 

ア 設定により、指令台の状態（災害点の位置、縮尺）に関係なく、常に災害点を中心

にした固定の縮尺の地図付き出動指令書が出力できること。 

イ 地図上を操作することにより、スクロール・拡大・縮小ができること。また、スク

ロール・拡大・縮小した地図を出動指令書として印刷することができること。 

ウ 出動指令書の出力履歴を１００件まで保持でき、再出力が行えること。 

エ 出動指令書を印字出力せずに、指令情報出力装置の画面表示のみの設定が行える

こと。 
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オ 署所毎に複数のプリンタを管理することができ、災害種別毎に出力するプリンタ

を変更することができること。 

カ 署所端末装置から指令トーンが送出されてから、３０秒以内に出動指令書（１枚目）

の印字出力ができること。 

キ 画面上に出動車両の一覧を表示することができること。 

ク 署所を基点とした、災害点との位置関係を示す概略地図を画面上に表示すること

ができること。 

ケ 出動指令書出力要求を受信した際、受信したことを通知するために一定時間背景

色を変更することができること。 

（４）車両状況設定機能 

各署所にて活動状況の一覧表示、車両運用（配置転換・移動待機・代車・兼務・ペア）

の設定・解除、車両用途（車種）の設定・解除がおこなえること。 

２ 構造概要 

（１）指令情報送信装置 

（２）指令情報出力装置 

ア 印字方式        電子写真方式 

イ 解像度         １２００ｄｐｉ×１２００ｄｐｉ以上 

ウ 印字速度              Ａ４(横) ３８頁／分以上、Ａ３ ２３頁／分以上 

エ ファーストプリント時間 約６．０秒以内（ウォームアップ時間含まず） 

オ 印字文字        日本語、英数、カナ 

カ 構造          卓上型 

（３）指令書出力端末 

ア ＣＰＵ    インテル(R) Core i3-8100 と同等以上 

イ メモリ    ４ＧＢ以上 

ウ 補助記憶装置 ２５６ＧＢ以上（ＲＡＩＤ１） 

エ 外部記憶装置 磁気ディスクまたは光学ディスク等 

オ ＯＳ     Ｗｉｎｄｏｗｓ 

カ 入力方式   マウス入力及びキーボード入力 

キ ディスプレイ 

（ア）表示画面    ２１．５型以上（カラーワイド液晶ディスプレイ） 

（イ）画面解像度   １９２０×１０８０ドット以上 

（ウ）表示色カラー  １６７０万色以上 

 

第６ 気象情報収集装置 

本装置は、各種の気象状況を自動観測し、表示及び記録を行い、災害対策の支援情報

として活用できること。観測データは、支援情報表示盤に表示し、災害予防又は災害処



 80 

理対策が迅速に行えるよう的確なる気象状況が瞬時に把握ができること。各機器につ

いては気象庁検定を取得し、誤動作のないよう充分に配慮したものであること。 

１ 機能 

（１）測定範囲 

ア 風速  １～９０ｍ／ｓ（非接触磁気ポテンショ式） 

イ 風向  全方位（ブラシレス磁気パルス式） 

ウ 気温  －５０℃～＋５０℃（白金測温抵抗体式） 

エ 湿度  ０～１００％（静電容量方式） 

オ 気圧  ８００～１０６０ｈＰａ（静電容量圧力式） 

カ 雨量  ０．５ｍｍ／パルス（転倒ます型パルス方式） 

（２）プリントアウト項目（日本語及び数字印字） 

ア 平均風向・平均風速 

イ 瞬間最大風速・その時の風向 

ウ 気温（現在、平均、最高、最低） 

エ 湿度（現在の相対・実効、相対：平均・最高・最低、実効：平均・最低） 

オ 雨量（時間積算・１０分間最大積算・日積算・積算日数） 

カ 気圧（現在の現地・海面及び最高・最低） 

キ 日報・月報での最高・最低の起時及び起日、起月 

ク 風向頻度 

ケ 年月日時分 

（３）データロガー装置 

  ア 全ての操作が対話方式により操作ができること。 

    イ 各種グラフ、帳票（時報、日報、月報、年報）が表示できること。 

  ウ データのサンプリング間隔は１分、１０分、６０分で表示可能なこと。 

    エ 現在地モニタで全測定項目を一括表示可能なこと。 

    オ 天候入力、気象注意報、警報をマウスで入力が可能なこと。 

    カ ファイルデータは自動的にフラッシュカード等に保存できること。 

２ 構成 

本装置は次の機器等により構成されること。 

（１）風向風速発信器        2 台 

（２）温度発信器          2 台  

（３）湿度発信器          2 台 

（４）雨量発信器          4 式※内 2 台は嘉麻・柱川 

（５）気圧発信器          2 台 

（６）データ処理装置        2 式 

（７）通風シェルター        2 台 
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（８）ＧＰＳ時計装置        2 台 

 

第７ 災害状況等自動案内装置 

本装置は、音声合成装置のバックアップ用として活用し、加入電話による市民からの

災害・病院の問い合せに対して、災害状況の案内ができること。 

１ 機能 

（１）録音時間内の任意の時間設定録音ができること。 

（２）４種類以上の異なったメッセージを選択して、自動的に案内できること。 

（３）各案内メッセージの録音時間は可変式であり、６０秒から８分まで可能であること。 

（４）案内メッセージは、外部マイクより録音できること。 

（５）案内メッセージは、頭出し再生ができること。 

（６）案内メッセージのモニタができること。 

２ 構造概要 

（１）専用台（ＯＡラック等）に設置すること。 

（２）ＮＴＴ加入電話回線（６回線以上）に接続できること。 

（３）収容回線は３２回線まで、規格に応じて容量アップができること。 

 

第８ 順次指令装置 

本装置は、音声合成装置のバックアップ用として活用し、災害発生時、非番職員、消

防団員及び関係機関に順次呼出による招集指令ができること。 

１ 機能 

（１）招集及び連絡対象者回線のグループ別編成が容易にできること。 

（２）呼出しは、録音を終了し、グループ指定操作後、簡単な操作により行えること。 

（３）１回目の呼出しで対象者回線が応答しない場合又は、話中の場合は、一定時間経過後

に再呼出し（２回まで）ができること。 

（４）録音内容のモニタができること。 

（５）確受信号を受信できること。 

（６）連絡の可否状況を記録し、その結果を時間表示でプリントアウトできること。 

（７）録音時間は、３０秒以上であること。また、録音可能残時間を確認が行えること。 

（８）指令先は、１００以上であること。 

（９）グループ数は、１０以上であること。 

（10）１グループ内入力数は、１０人以上であること。 

２ 構造概要 

（１）指令台内蔵又は専用台（ＯＡラック等）に設置すること。 

（２）収容回線は、アナログ一般公衆回線、PBX 内線（混在収容可）等が接続できること。 

（３）収容回線数は、１０回線以上であること。 
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第９ 音声合成装置 

本装置は、自動出動指定装置と接続し､災害通報の覚知情報をもとに、災害種別・災

害地点・出動車両等の情報を自動的に編集し、指令及び案内メッセージの音声合成がで

きること。また、順次指令、市民案内の各機能をそれぞれの言い回しで同時に実行可能

なこと。なお、音声合成方式は聞き取り易さを考慮し音片蓄積合成方式とすること。 

１ 機能 

（１）音声合成による本指令中であっても、指令員の判断で肉声による指令がかけられるこ

と。 

（２）一つの指令に対し、指令回線と無線回線に同時に別々の文言を同時に送出できること。 

（３）指令台の各席から異なる事案に対して同時指令が可能なこと。 

（４）音声合成データのセットアップは、容易に変更増設できること。 

（５）各出力端末において明瞭な再生音を出力できること。 

（６）音声信号を回線毎にレベル調整ができること。 

（７）音声合成による指令予告及び本指令の指令中表示を扱い者席に表示すること。 

（８）順次指令機能として、職員や関係機関に自動的に指令伝達ができること。（携帯電話

を含む） 

（９）連絡先電話機がプッシュホンの場合、応答（出動可、出動否）を受けることができる

こと。  

（10）不通または話中の場合、リトライを行うこと。 

（11）災害状況等自動案内機能として、住民からの問い合わせに対し、自動的に応答できる

こと。 

（12）市民案内用のＮＴＴ回線に対して音源供給を行えること。 

（13）導入後に音片の追加が必要になった場合は、消防職員でテキスト入力による規則合成

方式により音片ファイルが容易に作成・追加が行えること。 

（14）指令音声用接続インターフェースはアナログインターフェース、ＶｏＩＰインターフ

ェースいずれにも対応できること。 

（15）PBX 経由で電話機を接続することで、音声を音片ファイルとして音声合成装置内に

保存できること。 

（16）メンテナンスツール経由で音声合成装置の各種設定、状態監視、ログ収集、S/W 更

新等の操作が行えること。 

（17）現在運用している音声合成装置で使用している音片が流用できること。 

（18）自動出動指定装置のメンテナンス操作により、連動して追加音片の抽出ができ、一括

して音データへ変換・音声合成装置へ配信することができること。 

（19）各本部のＰＣよりセンターで取り込んだ追加音片の編集、音声合成への配信ができる

こと。 
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２ 構造概要 

（１）指令回線容量は、各台からの指令を扱う座席数と無線回線への接続数を１台の音声合

成装置で満たすこと。 

（２）音声登録容量は、消防本部管内の全住所数及び災害種別・出動区分等の指令時に必要

な容量とし、６０００語以上を可能とすること。 

（３）長期間保守を考慮し１０年保守可能であること。 

（４）消防職員で音片追加できるメンテナンス装置を導入すること。 

（５）設置スペースを考慮し、ラックマウント型とすること。 

（６）規格 

  ア 入力電源電圧  ＤＣ－４８Ｖ±１０％ 

イ 音声再生ＣＨ数 アナログ 最大 ２４ＣＨ 

          ＶｏＩＰ 最大 ６４ＣＨ 

（音声同時再生数はアナログ，ＶｏＩＰ合計７２ＣＨ以上を可能とすること。） 

  ウ 接続インターフェース アナログ２Ｗ、ＶｏＩＰインターフェース 

 

第 10 出動車両運用管理装置 

本装置は、管理装置（親局装置）及び車両に設置する車両運用端末装置から構成さ

れる。携帯電話回線経由で車両運用端末装置からの車両動態及び車両位置情報等を受

信し、自動出動指定装置及び車両運用表示盤に送信する機能を有する。また自動出動

指定装置からの出動指令情報等を車両運用端末装置へ送信する機能を有するもので

ある。 

１ 管理装置（親局装置） 

本装置は、車両運用端末装置からの車両動態情報及び車両位置情報を受信し、管理がで

きること。 

 ア 機能 

冗長化構成とし、障害発生時には人手を介することなく予備系に自動切替えできる

こと。 

 イ 構造概要 

   将来の回線増設・回線変更ができるように配慮すること。 

   自動出動指定装置に組み込み機能を実現することでも可とする。 

 ウ 規格 

 （ア）伝送回線   デジタル専用線もしくは広域イーサネットもしくはインターコクテ

ッドワン 

（イ）伝送速度   ６４ｋｂｐｓ以上 

（ウ）登録車両数  １００車両以上 



 84 

（エ）動態情報数  ２５種類以上（事案経過含む） 

（オ）電源電圧   ＡＣ１００±１０％以内 

（カ）ＣＰＵ    インテル(R) Xeon(R) E3-1220v3(3.10GHz，4C/4T)と同等以上 

（キ）メモリ    ４ＧＢ以上 

（ク）ＯＳ     LINUX 

（ケ）補助記憶装置 ３００ＧＢ以上（ミラーリング、ホットスペア対応） 

 

２ 車両運用端末装置（ＡＶＭ／ナビゲーション一体型端末装置（Ⅲ型）） 

本装置は、モニタと本体を一体化した構造であり、モニタを画面タッチすることによ

り車両動態の設定等がおこなえること。また、自車位置情報を管理装置に送信し、管理

装置から出動指令情報を受信することができること。 

ア 機能：  

（ア）車両動態情報送信機能 

ａ 携帯電話回線を経由して、車両の動態および設定した車両動態情報を管理装

置に送信できること。また、設定車両動態等の状態が確認できること。 

ｂ 専用画面をタッチすることにより、車両動態及び事案経過の設定が行えるこ

と。 

ｃ 車両動態および活動状況は、あわせて２５種類以上が設定可能なこと。活動

状況は災害事案、救急事案ともに１０種類までとする。また、車両動態釦は、運

用を考慮し使いやすいように画面配置できること。 

（ａ）災害事案の活動状況 

例：出動 現着 開始 完了 引揚 帰署 

（ｂ）救急事案の活動状況 

例：出動 現着 現発 転送 病着 引揚 帰署 

ｄ 車両動態の設定に関しての完了・エラー等の状況は、車両動態釦下の時刻表示

エリアの色別等により識別可能なこと。 

ｅ 車両動態の設定時、管理装置等で登録できない場合は自動再送を行う機能を

有すること。 

ｆ 車両動態に使用される時刻は、ＧＰＳ衛星から時刻信号を受けて自動校正で

きること。 

ｇ 登録した動態名・設定時刻を記憶でき、画面上で動態履歴表示ができること。 

ｈ 移動待機登録の設定及び解除が行えること。 

ｉ 地図画面上に表示されている車両動態釦を押下することより、次に押すべき

車両動態釦が自動的に表示される簡易動態登録機能を有すること。 

ｊ 簡易動態登録の地図画面上に表示される車両動態釦の表示パターンについて

は、消防車・救急車・救助車・指揮車等の４車種以上で設定することが可能なこ
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と。 

ｋ 登録した車両動態情報は、最大２００件まで記憶し、事案終了後でも表示する

ことができること。 

ｌ 車両動態情報を送信する際、携帯電話回線に接続が不可能な場合には、自動的

に消防救急デジタル無線回線を介して送信できること。 

ｍ 署所での待機状態（待機または帰署）にて、動態を変更せずに車両を一定距離

移動した場合に警告メッセージを表示可能であること。また、警告情報を自動出

動指定装置に送信する機能を有すること。 

ｎ 事案に出動中の（複数）車両が使用する消防救急デジタル無線チャネルを、指

令台（自動出動ディスプレイ）から、一括で切り替えできること。 

（イ）自車位置情報検出機能 

ａ 車両の車速センサとジャイロセンサからの進行方向データによる自律航法機

能と、ＧＰＳ衛星からの電波により自車位置及び進行方向等を検出するＧＰＳ

機能を有し、それらの情報から自車位置情報を検出すること。 

ｂ ＧＰＳ衛星は１２個以上を追尾できること。 

ｃ ＧＰＳ衛星からの電波を受信できているかどうかの情報を画面上で確認でき

ること。 

ｄ 道路ネットワーク情報とのマップマッチング機能を有し、更なる精度向上を

はかった自車位置を地図画面上に表示できること。 

ｅ 検出された自車位置情報による走行軌跡を地図画面上に表示できること。 

（ウ）自車位置情報送信機能 

ａ 自車位置情報は携帯電話回線により管理装置へ送信され、自動出動指定装置

等で情報管理ができること。 

ｂ 車両移動中の場合は、任意の距離毎または任意の時間毎に自車位置情報を管

理装置に送信できること。また、設定した距離・時間は併用で送信することもで

きること。 

ｃ 車両移動中に自車位置情報を送信するための距離や時間間隔の設定は、画面

上から職員が変更できること。また、安易に変更されるのを防止するために設定

画面はパスワードで保護すること。 

ｄ 車両動態情報の送信時にも併せて、自車位置情報を管理装置に送信すること。 

ｅ 自動出動指定装置からの自車位置情報の要求があった場合には、自車位置情

報を管理装置に送信できること。 

ｆ 車両の動態変化状況（出動時、現着時、現発・引揚時、出向時）に応じて、送

信間隔を変更できること。 

（エ）地図表示機能 

ａ 本装置に入力する地図および地図の範囲は、以下の通りとすること。 
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（ａ）住宅地図：・飯塚市・嘉麻市・桂川町・宮若市・鞍手町・小竹町 

（㈱ゼンリン製 ＺＭＡＰ Ｔｏｗｎ Ⅱ） 

（ｂ）道路地図：全国都道府県地図 

（ｃ）道路ネットワークデータ： 全国都道府県 

ｂ 上記の地図データエリア内で任意の位置をスクロール、表示することができ

ること。スクロールは、パンスクロール（指でなぞってスクロールする）機能、

押下した地点を画面中心に移動する機能を有すること。 

ｃ 縮尺を変更することで４～１６段階の広域地図、詳細地図を表示することが

できること。 

ｄ 自車位置を中心として、北上表示と回転表示の選択ができること。なお、切替

状態が把握できるように以下のようなマーク表示とすること。 

（ａ）北上表示：方位マークが黒に変わり、地図が常に北上で表示されること。 

（ｂ）回転表示：方位マークが赤に変わり、自車位置の方向が上になるように地図

方向が自動的に回転すること。なお回転表示にしたときは自車の前方が広く

なるフロントワイド表示とすること。 

ｅ 地図表示色は、設定時刻による自動切替、もしくは手動での切替操作により、 

昼間もしくは夜間に適した表示色にすることが可能であること。なお、自動切替 

する時刻の設定は、画面上から職員が変更できること。 

ｆ 手動による目的地の登録、変更、削除が可能であること。その際、地図上には、

今までの登録されていた目的地のマークは消去され、新しく登録された目的地

をマーク表示すること。 

ｇ 自車位置からの目的地の方向を把握するために、矢印マークの表示または自

車位置と目的地を実線にて結ぶこと。 

ｈ 自車位置と目的地を１画面内に表示するオートズーム表示が可能なこと。そ

の際、自車位置と災害点が近づくにつれ地図縮尺は自動的に拡大され詳細地図

が表示されること。 

ｉ 地図表示を２分割し、異なる地図や目的地と自車位置の地図、目的地とオー

トズーム表示など同時に２つの地図を表示することができること。 

ｊ 地図表示を２分割した場合でも、それぞれの地図の縮尺を変更することがで

きること。 

ｋ 地図表示を２分割した場合は、ワンタッチでどちらかの地図を１画面表示に

復帰することができること。 

ｌ 手動による地図上の自車位置の修正機能があること。 

ｍ 表示している地図の縮尺と方位を画面上で確認できること。 

ｎ ８段階以上の輝度調整ができること。 

ｏ 携帯電話回線の通信状態を画面上で確認できること。 
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ｐ 無線ＬＡＮの接続状態を画面上で確認できること。 

ｑ 自車が出動可能状態かどうか画面上で判断できること。 

ｒ １０段階以上の音量調整ができること。 

ｓ 車両運用端末装置から発するボタン音などを消音できること。また消音状態

でも指令受信や動態登録等を鳴動できること。 

ｔ 防火対象物、危険物施設等をレイヤ情報として保有することができ、任意のレ

イヤ情報の表示非表示をすることができること。 

（オ）出動指令情報表示機能 

ａ 管理装置から受信した出動指令情報を表示できること。 

ｂ 出動指令情報を受信時にモニタが消灯していた場合は自動点灯すること。 

ｃ 出動指令情報を受信すると、アラームが鳴動されること。 

ｄ 出動指令情報を受信すると、モニタの画面上部には指令情報ウィンドウを表

示し、次の事案情報が表示できること。 

（ａ）災害種別 

（ｂ）災害区分 

（ｃ）事案番号 

（ｄ）指令時刻 

（ｅ）災害点住所 

（ｆ）災害点地図頁 

なお、本ウィンドウは引揚もしくは帰署の動態登録により画面上から自動

的に消去されること。 

ｅ 指令情報ウィンドウを押下することにより、次の詳細な事案情報を表示でき

ること。 

（ａ）追記情報 

（ｂ）指令目標物 

（ｃ）通報者氏名・性別・電話番号 

（ｄ）気象情報 

（ｅ）警報・注意報 

（ｆ）出動車両 

（ｇ）受付時刻 

（ｈ）任務分担 

（ｉ）地図頁 

（ｊ）任意情報 

ｆ 通報者の電話番号はＱＲコードで表示ができること 

ｇ 指令要求釦を押下することにより、自車が出動している最新の出動指令情報

を受信することができること。 
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ｈ 出動指令情報を受信すると、災害地点を目的地として自動設定できること。

この際、災害点地図表示とオートズーム表示の２分割地図画面が表示されるこ

と。また、災害点地図には災害点を中心としたスケール（円）表示がされること。 

ｉ 出動指令情報を受信した場合は、押し忘れ防止のために「出動」ボタンが画面

中央に表示されること。 

ｊ 災害点付近の防火対象物や危険物施設の情報を一覧表示することができるこ

と。また、それらの属性情報や図面を表示することができること。 

ｋ 受信した出動指令情報は、最大２０件まで記憶して事案終了後でも表示する

ことができること。また、地図釦を押下することで、その事案の災害点地図を表

示できること。 

ｌ 応援事案で出動した応援車両でも同一事案の出動車両を確認できること。 

ｍ 無線ＬＡＮを使用して出動指令情報受信する無線ＬＡＮ指令機能を有するこ

と。 

ｎ 携帯電話回線に接続が不可能な場合は、消防救急デジタル無線回線を介して

出動指令情報を受信することができること。 

ｏ 指令センターより現在活動中の事案一覧を取得し、出動する災害事案を選択し

て出動登録することができること。 

ｐ 受付年および事案番号が同じである同報の第二報目以降の指令を受信した場

合、新しい指令情報を表示できること。直前の指令情報と内容が異なる場合は

異なる文字色で表示可能であること。 

ｑ 出動指令情報に自動出動指定装置にて指定した集結点情報が含まれている場

合、地図上に集結点を表示可能であること。出動指令情報に集結点情報が含ま

れているかどうかは容易に確認可能であること。 

ｒ 自動出動指定装置にてドクターヘリとのドッキングポイントなどの場所を指

定した場合、災害点とは異なる目的地を表示ができること。また、指定された目

的地までルート案内ができること。 

ｓ 自動出動指定装置に登録されている分冊地図頁情報が含まれる指令情報を受

信した場合、分冊地図頁情報を表示可能であること。 

（カ）ルート探索・表示機能 

ａ 災害点（目的地）が設定された場合、ルートを考慮した災害点（目的地）まで

の距離およびおおよその到着予想時刻を探索して、画面に表示できること。 

ｂ 災害点（目的地）までの距離およびおおよその到着予想時刻の探索に使用され

たルートを地図上に表示することができること。 

ｃ ルート通りに自車が進行しなかった場合は、ルートの再探索を行うこと。（オ

ートリルート機能） 

ｄ 車両の幅員を指定したルート検索ができること。ルート検索失敗時には幅員
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条件を変更し再探索ができること 

ｅ 目的地付近が高速道路の場合に、目的地が高速道路上か否か確認の通知が表

示されること。 

ｆ ルート探索で使用される道路ネットワークデータは、自動出動指定装置での

経路探索処理で使用されるノード・リンク情報であること。 

ｇ 指令センターにて管理している通行止め等の道路障害情報を取り込むことに

より、ルート探索に活用できること。 

（キ）届出情報表示機能 

ａ 地図等検索装置にて管理している以下の届出情報を取り込むことにより、地

図画面上にマーク表示できること。 

（ａ）水利障害情報 

（ｂ）煙火届出情報 

（ｃ）道路障害情報 

（ｄ）催物届出情報 

（ｅ）火炎行為情報 

ｂ 災害点付近の最新の届出情報を出動指令情報と共に受信し、地図画面上にマ

ーク表示できること。また、引揚・帰署の動態登録により地図画面上から自動的

に消去されること。 

（ク）他車両位置表示機能 

ａ 同一事案に出動している他車両の位置を地図画面上にマーク表示すること。 

ｂ 他車両のマークの種類は、車種毎に９種類以上の異なるマークで表示するこ

とができること。 

ｃ 他車両のマークの表示色は、出動、引揚などの車両動態により異なる色で表

示ができること。 

ｄ 他車両のマークの下には車両名称が表示されること。 

ｅ 他車両のマークおよび車両名称は、自車が引揚もしくは帰署の車両動態登録

することにより地図画面上から自動的に消去されること。 

ｆ 他事案で出動している車両の位置を取得し、地図画面上にマーク表示するこ

と。 

ｇ 車両の状況を把握できるよう同一事案に出動している他車両の位置の車両マ

ークの形状、色を別けて表示ができること。 

（ケ）全車両位置表示機能 

ａ 同一事案に出動している他車両および事案に拘束されていない出向中の車両

の位置を地図画面上にマーク表示できること。 

ｂ 同一事案以外の車両マークを灰色で表示できること。 

ｃ 車両のマークおよび車両名称は、自車が引揚もしくは帰署の車両動態登録す
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ることにより地図画面上から自動的に消去されること。 

（コ）水利予約、水利指定、部署位置予約機能 

ａ 自車で使用したい水利を予約・解除できること。 

ｂ 同一事案に出動している他車の水利予約状況が地図画面上にマーク表示され

ること。 

ｃ 自車で使用したい部署位置を予約・解除できること。 

ｄ 同一事案に出動している他車の部署位置予約状況が地図画面上にマーク表示

されること。 

ｅ 引揚または帰署の車両動態登録時、もしくは次の出動指令情報受信時には自

動的に予約状況が解除されること。 

ｆ 同一事案に出動している他車が引揚もしくは帰署の車両動態登録した場合は、

地図画面上から予約状況のマークが消去されること。 

ｇ 自動出動指定装置にて指定した水利情報を受信し、画面に表示ができること。 

（サ）情報検索・表示機能 

ａ 指令センターにて管理している住所情報から、住所一覧表示が行えること。ま

た、カナ検索により住所を検索し、該当する住所付近の地図表示が行えること。 

ｂ 指令センターにて管理している目標物情報から、目標物一覧表示が行えるこ

と。また、分類検索、カナ検索、電話番号検索により目標物を検索し、該当する

目標物付近の地図表示が行えること。 

ｃ 自動出動指定装置にて管理している病院情報から、病院一覧表示が行えるこ

と。また、主要病院検索、カナ検索、地区検索、災害点（目的地）直近検索、自

車位置直近検索により病院を検索して、該当する病院付近の地図表示が行える

こと。 

ｄ 地図画面上のマークをタッチすることにより、指令センターにて管理してい

る防火対象物、危険物施設等の属性情報を表示することができること。 

ｅ 地図画面上のマークをタッチすることにより、指令センターにて管理してい

る防火対象物、危険物施設等の図面情報を表示することができること。 

ｆ １度でも検索を行った場合、直前の検索結果を表示できること。 

ｇ 緯度経度・測地座標による検索が行えること。また、目的地、現在地の緯度経

度・測地座標を取得できること。 

ｈ 地図上の任意の地点にマークを登録するマーキング機能があること。 

ｉ 全国住所情報(町丁目レベルまで)を登録し、住所検索が行えること。また、該

当する住所付近の地図表示が行えること。 

ｊ 全国施設情報（病院データ）を登録し、施設一覧表示が行えること。また、カ

ナ検索により位置を検索し、該当する住所付近の地図表示が行えること。 

ｋ 全国施設情報（病院データ以外含む）を登録し、施設一覧表示が行えること。
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また、カナ検索により位置を検索し、該当する住所付近の地図表示が行えること 

ｌ 地図等検索装置にて管理している届出情報を取り込むことにより、届出情報

の検索が可能であること。検索結果はリストで表示され、届出種別による絞り込

みが可能であること。 

ｍ 指令センターにて管理している PDF 画像ファイルを取り込むことにより、カ

テゴリを指定した PDF 画像検索が可能であること。 

ｎ 指令センターにて管理している水利情報を取り込むことにより、水利番号に

よる水利の検索が可能であること。 

ｏ 携帯電話回線を利用することなく、準天頂衛星から災害・危機管理通報サービ

ス（災危通報情報）を受信し、災危通報情報を画面上に表示可能であること。対

象とする災害種別、地域、通報区分（優先度）を車両ごとに選択可能であること。

また、自車両で受信した災危通報情報の履歴を最大１００件まで画面表示でき

ること。 

（シ）自動出動指定装置等との通信機能 

ａ 自動出動指定装置とメッセージの送受信が行えること。本装置から送信する

メッセージは、あらかじめ設定された単語を組み合わせて文章とすることもで

き、カタカナを入力して文章とすることもできること。また、メッセージ送受信

の履歴も最大２０件まで画面表示できること。 

ｂ 自動出動指定装置から送信されたメッセージの未読件数が画面上で確認可能

であること。ワンタッチで未読メッセージを表示できること。 

ｃ 科目などの検索条件を指定することにより、自動出動指定装置にて管理して

いる病院の診療可否情報等を表示することができること。 

ｄ 科目条件検索やカナ検索などで表示された病院情報から、搬送先病院を自動

出動指定装置に送信することができること。 

ｅ 自動出動指定装置へ搬送先病院情報を送信する際、搬送者の氏名(カタカナ)・

年齢・性別・傷病程度・搬送病院の搬送理由、もしくは交渉病院の搬送拒否理由

なども送信できること。 

ｆ 不搬送だった場合、不搬送情報と共に不搬送理由も自動出動指定装置へ送信

できること。 

ｇ 他車両で交渉した病院一覧の情報を取得し、表示できること。 

ｈ 病院の電話番号をＱＲコードで表示ができること 

ｉ 地図画面上のマークをタッチすることにより、指令センターにて管理してい

る要援護者情報を表示することができること。なお、要援護者情報は本装置では

データを保持せず、携帯電話回線を経由して情報を受信すること。 

ｊ 自動出動指定装置で入力された手書きメモの受信が行えること。 

（ス）データメンテナンス機能 
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ａ 職員の操作にて、指令センターで管理している目標物・水利・防火対象物・危

険物施設等のマーク情報および属性情報を取り込み、反映できること。 

ｂ 職員の操作にて、指令センターで修正した住宅地図情報を取り込み、反映で

きること。 

ｃ 職員の操作にて、指令センターで修正した図面を取り込み、反映できること。 

ｄ 職員の操作にて、指令センターにて管理している届出情報（水利障害、道路障

害、催物届出、煙火届出、火炎行為等）を取り込み、反映できること 

ｅ 職員の操作にて、指令センターにて管理しているノード・リンク情報を取り込

み、反映できること。 

ｆ 上記の各種情報は、無線ＬＡＮ経由でデータ更新が行えること。 

ｇ 所属署所に限らず、無線ＬＡＮ経由でデータ更新が行えること。 

ｈ 無線ＬＡＮとはＩＥＥＥ８０２．１Ｘ認証を用いて接続できること。 

ｉ 職員の操作にて、指令センターで修正した車両情報を取込み、反映できるこ

と。 

ｊ 職員の操作にて、指令センターで修正した署所情報を取込み、反映できるこ

と。 

（セ）移動待機指令情報表示機能 

ａ 管理装置から受信した移動待機指令情報を表示できること。 

ｂ 移動待機指令情報を受信時にモニタが消灯していた場合は自動点灯すること。 

ｃ 移動待機指令情報を受信すると、アラームが鳴動されること。 

ｄ 移動待機指令情報を受信すると、モニタの画面上部には指令情報ウィンドウ

を表示し、次の移動待機情報が表示できること。 

（ａ）移動元署所 

（ｂ）移動元署所名 

（ｃ）移動先署所 

（ｄ）移動先署所名 

なお、本ウィンドウは引揚もしくは帰署の動態登録により画面上から自動

的に消去されること。 

ｅ 移動待機指令情報を受信すると、移動先署所を目的地として自動設定できる

こと。この際、移動先署所地図表示とオートズーム表示の２分割地図画面が表

示されること。 

ｆ 移動待機指令情報を受信した場合は、押し忘れ防止のために「出向」ボタンが

モニタ中央に表示されること。 

（ソ）渋滞情報表示機能 

ａ ＦＭＶＩＣＳ－ＷＩＤＥ情報を受信し、地図上に渋滞情報、交通規制／障害情

報を表示できること。 
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ｂ 渋滞情報、交通規制情報・交通障害情報ごとに表示ＯＮ／ＯＦＦを設定できる

こと 

ｃ 地図画面上にＶＩＣＳ情報の最新取得時間を表示できること。未受信・有効時

間外である場合、その旨が分かること。 

（タ）音声案内機能 

ａ ルート案内中に交差点に近づくと、音声にて進行方向を案内できること。 

ｂ 音声案内機能はオン・オフの切換えが出来ること。 

（チ）交差点拡大表示機能 

ルート案内中に交差点に近づくと、交差点付近を拡大して表示できること。 

（ツ）デジタル無線操作機能 

ａ 本装置の画面より、車載型無線装置の音量の変更が可能であること。 

ｂ 本装置の画面より、車載型無線装置のチャネルの変更が可能であること。 

ｃ 本装置の画面に、車載型無線装置の通信状態、使用チャネルが表示できること。 

ｄ 本装置の画面より、他車両に対して個別通信の発信が可能であること。 

（テ）自動出動指定装置からのチャネル切替機能 

管理装置から受信したチャネルにより車載型無線装置のチャネルの変更が可能

であること。 

 

イ 構造概要 

（ア）モニタ部と制御部は一体型構造であること。 

（イ）モニタ部はタッチパネル方式で、１２型液晶ディスプレイとし、画面解像度はＸ 

ＧＡ（１，０２４＊７６８ドット）対応し住宅地図まで詳細にカラー表示すること

ができること。 

（ウ）モニタ部は画面スイッチを押下することで、モニタ画面のバックライトの消灯／

点灯が行えること。ただし車両運用端末装置自体は動作継続すること。 

（エ）タッチパネルは出動隊が手袋着用のままでもスムーズな操作が可能であること。 

（オ）データ記録媒体はＳＳＤ方式とし、車両搭載の振動を考慮したものであること。  

（カ）車のバッテリから本体を取り外した時に現在時刻が保持できるよう、バックアッ

プ電池を内蔵していること。 

（キ）準天頂衛星からの電波を受信可能であること。 

（ク）各構成機器は、車両の振動等による影響を受けない構造であること。 

（ケ）車両に設置する方法については、発注者と協議すること。 

（コ）モニタ部を 45°回転して利用できること。 

（サ）出動指令情報を受信した場合、出動隊が車両に乗車してエンジンをかける前の無

人状態でも、自動的に２５秒程度で起動する自動起動機能を有すること。なお、こ

の際の待機消費電流は７ｍＡまでとし、車両バッテリー残量が一定値を下回った
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場合、自動的に電流供給を停止する機能を有すること。 

（シ）署所待機中の常時充電が不要であること。 

ウ 規格 

（ア）通信方法    株）ＮＴＴドコモＬＴＥ携帯電話回線 

（イ）電源      電源電圧１２Ｖ系車両及び２４Ｖ系車両に搭載できること 

（ウ）モニタ部    全面タッチパネル方式  

１２型液晶モニタ（ＸＧＡ） 

（エ）起動時間    １５秒以内（エンジンＯＮからの起動時） 

（オ）消費電流    ２．８Ａ（稼働時） 

（カ）ＣＰＵ     インテル®Ａｔｏｍ １．３３ＧＨｚ Ｄｕａｌ Ｃｏｒｅ  

以上 

（キ）メモリ     ８ＧＢ以上 

（ク）ＯＳ      Ｗｉｎｄｏｗｓ１０ ＩｏＴ Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ ＬＴ

ＳＣ２０１９ 

（ケ）無線ＬＡＮ機能 ＩＥＥＥ８０２．１１ｂ／ｇ／ｎ／ａｃ準拠 

※2 台は予備として導入する。 

 

第１１ システム監視装置 

本装置は、本システムの運用状況を管理し、本システムの現在の運用状況及び障害

発生時において、指令員等に対する通知機能を有するものであること。 

１ 機能 

（１）本システムの主要機器の動作状況が監視できること。監視は、以下の複数の監視方式

により、様々な視点で行えること。各機器の監視対象はネットワークトラフィック等を

考慮し、協議により決定するものとする。 

（２）各装置との連携の中心である自動出動指定装置の各機器との接続状況を表示できる

こと。 

（３）ＩＣＭＰプロトコルによるネットワーク監視 

（４）接点信号による装置状態監視 

（５）データベースの稼動状況監視 

（６）ＨＴＴＰプロトコルの通信によるサーバ状態監視 

（７）ＳＮＭＰプロトコルによるネットワーク経由での装置状態監視 

２ 検出した障害情報を障害監視装置等に表示するとともに、以下の方式により、指令員等

に通知できること。 

（１）システム監視装置ディスプレイ上へのメッセージ表示 

（２）ブザー音による通知 

（３）障害通知書のプリンタ出力 
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（４）パトランプの点灯 

３ 検出した障害情報は履歴管理し、検索・プリンタ出力が行えること。なお、障害履歴は

１年間保持できること。 

 

４ 構造概要 

システム監視装置（サーバとクライアントを兼ねる） 

（１）ＣＰＵ    インテル(R) Xeon E-2224同等以上 

（２）メモリ    １６ＧＢ以上 

（３）補助記憶装置 ２ＴＢ以上（ＲＡＩＤ１） 

（４）外部記憶装置 磁気ディスクまたは光学ディスク等 

（５）ＯＳ     Ｗｉｎｄｏｗｓ 

（６）入力方式   マウス入力及びキーボード入力 

（７）ディスプレイ 

ア 表示画面    ２１．５型以上（カラーワイド液晶ディスプレイ） 

イ 画面解像度   １９２０×１０８０ドット以上 

ウ 表示色カラー  １６７０万色以上 

 

第１２ 電源設備 

本システムに必要となる電源設備は無停電電源装置（ＡＣ１００Ⅴ系）、直流電源

装置（ＤＣ４８Ｖ系）、各装置の電源を一元的に管理し、安全性を十分配慮した構造

及び配置とすること。 

１ 機能、性能等 

（１）供給電源は、負荷側の最繁時消費電流を安全に供給できる容量であること。 

（２）供給電圧は、常に負荷側の動作電圧の変動許容範囲であること。 

（３）停電時に給電の停止を避けるため、蓄電池等の容量は発動発電機の正常な運転の再開

に必要な遅延時間以上、十分な時間を確保できること。 

２ 仕様 

（１）無停電電源装置 

ア 無停電電源装置（消防本部設置機器用） 

（ア）機能 

ａ 本装置は、自動出動指定装置などの指令装置・構内電話交換装置等を除     

く、ＡＣ１００Ｖで動作する各装置へ安定化及び無停電化した電源を給電でき

ること。 

ｂ 完全バイパス回路を有する入出力盤を設置し、バックアップ対策を行うこと。 

ｃ 障害等の警報出力（故障、バッテリ運転等）をシステム監視装置等に表示でき

ること。 
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ｂ 構造概要 

（ａ）運転方式      常時インバータ運転／直送電源待機方式 

（ｂ）停電時切替     無瞬断切替 

（ｃ）周波数・波形歪率  ５０／６０Ｈｚ、１０％以下 

（ｄ）入力電圧      交流３φ200V±10%又は、１φ200/100V±10%以内 

（ｅ）出力電圧      交流１φ100V±10%以内 

（ｆ）定格出力容量    負荷側の最繁時の消費電流を供給できること。 

（ｇ）蓄電池形式     ＭＳＥ型相当 

（ｈ）蓄電池容量          停電時１００％負荷で１０分以上の補償が可能な容

量であること。 

（ｉ）構造        キュービクルタイプ・前面保守型 

イ 無停電電源装置（署所用） 

指令情報出力装置などのＡＣ１００Ｖで動作する機器へ安定化及び無停電化し

た電源を供給する装置であること。 

（ア） 容量     ： １．５ＫＶＡ以上 

（イ） 停電補償時間 ： １０分間以上 

（ウ） 入力     ： ＡＣ１００Ｖ 単相２線 

（エ） 出力     ： ＡＣ１００Ｖ 

（２） 直流電源装置（４８Ｖ系） 

ア 整流器及び蓄電池等で構成すること。 

イ 整流器はｎ＋１方式とし、整流器ユニットが１台故障した場合においても、本 

施設を構成する直流－４８Ｖ系機器の消費電流を供給可能であること。 

ウ 負荷側については、各機器供給用の直流分電盤を設けて、個別の開閉ができるこ

と。 

エ 障害等の警報出力を外部の警報表示盤等に表示できること。 

オ キュービクルタイプ・前面保守型とし、保守が容易に行える構造であること。 

カ 次の規格を満たすこと。 

（ア）入力電圧等   交流３φ 200V ± 10% 又は、１φ 200V/100V ± 10% 以内      

50/60Hz 

（イ）力率     ９０％以上 

（ウ） 負荷側電圧  直流－４８Ｖ±１０％以内 

（エ） 定格出力容量 負荷側の最繁時の消費電流を供給できること。 

（オ） 蓄電池形式  ＳＮＳ型相当 

（カ） 蓄電池容量  停電時１００％負荷で３時間以上の補償が可能な容量である

こと。 

（３）非常用発動発電機（本部用） 
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 消防救急デジタル無線仕様書による。 

（４）非常用発動発電機（署所用） 

 消防救急デジタル無線仕様書による。 

 

第１３ ネットワーク装置 

本装置は、コンピュータ系設備を相互接続し、データ通信を可能とするための装置

である。 

１ 消防本部内は、コアスイッチを中核としたスター型の構成とすること。コアスイッチは、

二重化構成とし、片方の機器が停止しても運用が継続できること。 

２ 消防本部と各署所は、広域イーサネット、ＩＰ－ＶＰＮ等の閉域網を使用して、接続す

ること。 

３ 広域イーサネット、ＩＰ－ＶＰＮ等の閉域網へは、アクセスルータを使用して接続する

こと。 

４ 指令音声、指令データなどが欠損しないよう、ＱｏＳ（優先制御、帯域制御）の設定を

すること。 

５ インターネットに接続する機器は、内部ネットワークとはファイアウォール等で分離

し、最低限の通信だけ許可すること。 

６ コアスイッチ、アクセススイッチ、アクセスルータ、ファイアウォール等は管理機能を

有すること。なお、アクセススイッチにおいては、用途に応じてノンインテリの使用も可

とする。 

 

第１４ セキュリティ装置 

本装置は、コンピュータ系設備のセキュリティを確保するための装置である。 

１ ファイアウォールを、インターネット等の外部ネットワークとの接続点に設置し、適切

な通信制御を実施すること。 

２ 外部ネットワークと接続する装置、外部記憶媒体を使用する可能性がある装置につい

ては、ウイルス対策を行うこと。 

３ ウイルス対策ソフトは、セキュリティサーバにて管理が可能なこと。ウイルス対策ソフ

トの更新ファイルは、セキュリティサーバから自動的に配信が可能なこと。 

 

第１５ 拡張台 

拡張台は、指令台等とテーブル面の高さ、奥行き等の寸法及び色調を合致させた構

造の鋼製据置台であること。また、内部にコンピュータ系の主装置を２台まで収容可

能な構造であること。 
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第１６ 統合型位置情報システム 

本システムは携帯電話・ＩＰ電話・固定電話からの１１９番通報発信位置を受信し、

自動出動指定装置・地図検索装置にて表示を行うシステムである。 

１ 機能 

（１）携帯電話・ＩＰ電話 

ア １１９番通報を消防指令システムで受付けた際、１１９番回線と別の位置情報送

受信用回線（ＩＰ－ＶＰＮ回線）にて事業者側より送信される位置情報を位置情報受

信装置にて受信できること。（１８４又は非通知での通報の場合を除く） 

イ 消防指令システム側から位置情報要求操作ができること。 

ウ 受信した位置情報を自動出動指定装置・地図検索装置にて表示できること。 

（２）固定電話 

ア １１９番通報を消防指令システムで受付けた際、位置情報要求操作をすることに

より、１１９番回線と別の位置情報送受信用回線（ＩＰ－ＶＰＮ回線）にて事業者側

より送信される位置情報を位置情報受信装置にて受信できること。 

イ 受信した位置情報を自動出動指定装置・地図検索装置にて表示できること。 

  ウ ヘルプネット 

１１９番通報を消防指令システムで受付けた際、１１９番回線と別の位置情報送

受信用回線（ＩＰ－ＶＰＮ回線）にて事業者側より送信される位置情報を位置情報受

信装置にて受信できること。 

エ 発信者番号 

ａ １１９番通報を消防指令システムで受付けた際、１１９番回線と別の発信者番

号送受信用回線（ＩＰ－ＶＰＮ回線）にて事業者側より送信される発信者番号を位

置情報受信装置にて受信できること。（１８４又は非通知での通報の場合） 

ｂ 消防指令システム側から発信者番号要求操作ができること。 

ｃ 受信した発信者番号を指令装置にて表示できること。 

 

 

２ 構造概要 

（１）位置情報受信装置      １式 

ア 設置スペースを考慮し、ラックマウント型とすること。 

イ 各種設定・操作はＷｅｂ画面から行えること。 

ウ 二重化構成とし、運用系装置が故障時に切替し運用継続を可能とすること。 

エ 規格 

（ア）ＣＰＵ    インテル(R) Core(TM)と同等以上 

（イ）メモリ    ４ＧＢ以上 

（ウ）補助記憶装置 ＣＦａｓｔカード １６ＧＢ以上 
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（エ）ＯＳ     ＣｅｎｔＯＳ Ｌｉｎｕｘ 

（オ）入力電源電圧 ＤＣ－４８Ｖ ±１０％ 

（２）ＩＰ－ＶＰＮ接続ルータ   ２式 

 

第１７ 表示盤端末 

多目的情報表示装置表示用の映像コンテンツを生成することができること。自動

出動指定装置ディスプレイより表示内容・頁の切替制御が行えること。 

１ 機能 

（１）車両動態表示 

ア 指令台・自動出動指定装置・署所端末装置及び車両運用端末装置から車両の状況を

入力し、消防救急業務に必要な車両の運用状況を表示できること。 

イ 表示車両数は、１画面で最大１００車両の表示ができ、同画面を最大２５頁のグル

ープ表示が可能なこと。 

ウ 表示内容は、次のとおりであること。 

署所名、車両名、車両状況（４動態以上）、 

車両運用状況（出動可否、車両運用状態区分） 

（２）支援情報表示 

ア 指令制御装置・自動出動指定装置・気象情報収集装置等と連動して火災件数、救急

件数、１１９番受付件数、現在時刻、気象情報等が表示できるものであること。 

また、本部毎に切替表示がおこなえること。 

イ 表示内容及び表示要領は、次のとおりであること。 

（ア）火災、救急件数等及び１１９番受付件数 

１１９受付 本日件数４桁以上、月累計５桁以上、年累計６桁以上 

ａ 火災    本日件数４桁以上、月累計５桁以上、年累計６桁以上 

ｂ 救急    本日件数４桁以上、月累計５桁以上、年累計６桁以上 

ｃ 救助    本日件数４桁以上、月累計５桁以上、年累計６桁以上 

ⅾ その他   本日件数４桁以上、月累計５桁以上、年累計６桁以上 

災害件数は自動出動指定装置の事案処理と連動して表示すること。 

日計、月計、年計は連動し、かつ自動リセットを行うこと。 

なお、自動出動指定装置から災害発生件数の修正ができること。 

（イ）時刻表示 

○月○○日○曜日 ○○時○○分 

日本標準時を表示する指令台ＧＰＳ親時計と連動し表示すること。 

（ウ）気象情報 

次の８項目が自動的に表示できること。 

ａ 風向（１６方位） 
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ｂ 最大風速（m/s） 

ｃ 平均風速（m/s） 

ⅾ 気圧（Ｈｐ） 

ｅ 気温（℃） 

ｆ 相対湿度（％） 

ｇ 実効湿度（％） 

ｈ 日積算雨量（mm） 

（エ）警報・注意報等 

ａ 各種警報、注意報及び発表月日時分が表示できること。 

ｂ 各種警報、注意報は、事前に作成した警報／注意報の項目からメニュー方式に

より容易に項目選択して表示できること。なお、表示は同時に５種類以上できる

こと。 

警報注意報の発令区が５つを超える場合には、自動的に表示切替が行えるこ

と。 

警報注意報の発令区が１５を超える場合には、自動的に表示切替が行えるこ

と。 

ｃ 火災予防週間等の告知情報を、自動出動指定装置で任意に作成して表示がで

きること。 

２ 構造概要 

（１）表示盤端末     ４式 

（２）機器仕様 

ア ＣＰＵ    インテル(R) Core i3-8100 と同等以上 

イ メモリ    ８ＧＢ以上 

ウ 補助記憶装置 ２５６ＧＢ以上（ＲＡＩＤ１） 

エ 外部記憶装置 磁気ディスクまたは光学ディスク等 

オ ＯＳ     Ｗｉｎｄｏｗｓ 

 （３）ディスプレイ     

 

第１８ 支援情報システム 

本システムは、防火対象物・危険物施設・災害事案・救急事案等の情報を管理し、

各情報の登録・参照が行え、火災・救急等の報告・統計処理について、同一装置上で

情報の登録・参照が行えること。 
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１ 導入システム体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 機器仕様 

（１）支援情報制御装置（ＤＢサーバ／ＡＰサーバ） 

各種データの管理・各種統計(国表・市表)の作成を行うものであること。 

ア ＣＰＵ         インテル(R) Xeon(R) プロセッサーSilver 4410Yと 

同等以上 

イ メモリ      ６４ＧＢ以上 

ウ 補助記憶装置      ２．４ＴＢ以上（ＲＡＩＤ５同等以上、要件により適 

宜増減） 

エ 外部記憶装置      内蔵ＤＶＤ－ＲＯＭ 

オ ＬＡＮインターフェース １０００ＢＡＳＥ―Ｔ 

カ ＯＳ    Red Hat Enterprise Linux 8 同等以上 

キ データベース   ＰｏｓｔｇｒｅＳＱＬ 

（２）支援情報バックアップサーバ 

各種データ・帳票のバックアップを行うものであり、メンテナンス装置としても動作

が可能であること。 

ア ＣＰＵ         インテル(R) Xeon(R) プロセッサーBronze 3408Uと 

同等以上 

イ メモリ         ３２ＧＢ以上 

ウ 補助記憶装置      ２．４ＴＢ以上（ＲＡＩＤ５同等以上、要件により適 

宜増減） 

エ 外部記憶装置      内蔵ＤＶＤ－ＲＯＭ 

オ ＬＡＮインターフェース １０００ＢＡＳＥ―Ｔ 

カ ＯＳ    Windows Server IoT 2022 for Storage Standard 

キ 標準添付ソフト     Office Professional 2016/2019/2021 

（３）支援情報端末装置 

ＬＡＮ接続にて情報処理装置と接続を行い、データの参照や入力・変更を行うもので

防火対象物管理システム 

危険物施設管理システム 

災害事案管理システム 

救急事案管理システム 

消防情報支援システム 
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あること。 

ア ＯＳ          Windows 11 Pro 

イ ＣＰＵ         Core Ultra5相当 

ウ メモリ：16GB以上 

エ 記憶容量：256GB×1以上 

オ LAN：1ポート（1000BASE-T）以上 

カ USB：Type-Aポート×1以上、Type-Cポート×1以上 

キ 外部出力：HDMI×1以上 

（４）プリンタ 

ア 印字方式  電子写真方式 

イ 解像度  １，２００ｄｐｉ×１，２００ｄｐｉ以上 

ウ 印字速度  Ａ４(横) ２８枚／分以上 

エ 印字用紙  Ａ３（最大） 

（５）スキャナ   

ア 形状  卓上型フラットベットカラースキャナ 

イ 原稿サイズ Ａ３ 

ウ 読取解像度 ６００ｄｐｉ以上 

 

３ システム仕様 

（１）システム概要 

本システムの前項（１）に挙げた各管理システムは全国的な法令改正に伴う帳票変更

に対応するために、基本パッケージ仕様を採用するものとする。本パッケージの保守契

約については、別途締結するものとする。 

（２）システムの必須機能 

下記の機能についてはシステムの重要事項であり必ず対応すること。 

ア Ｗｅｂアクセス方式のパッケージソフトとすること。各端末装置の環境に依存さ

れず、ネットワーク接続された各端末装置から Google Chrome、Microsoft Edge等の

ブラウザにより容易にアクセス可能であること。 

イ 各業務の画面操作はユニバーサルデザインに配慮したものとし、パソコン、タブレ

ットに関わらず全ての端末装置において、同じ画面表示での操作が可能であること。 

ウ タブレット端末装置等のモバイル端末においてもシステムの全機能を使用可能で

あること。 

エ 問合せ等に対応できるように検索／照会機能を有すること。 

オ 消防で扱う独自帳票については、職員がデータベースから帳票作成できる機能を

有し、システム共通帳票としてＬＡＮ上のどの端末からでも利用が可能であること。

また、独自帳票を対話形式で容易に作成できる機能を有すること。 
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カ 消防でデータベースの内容を利用できるよう、データを他のソフトで利用できる

共通フォーマット（CSVフォーマット等いずれか 1形式以上）に変換できる機能を有

すること。また、変換機能では、自由に変換項目の設定を行うことができること。 

キ 消防職員で自由な項目が入力できる自由項目設定機能を有すること。また、入力画

面の中に、数値・コード・テキスト等の消防独自項目を配置できること。 

ク 報告経緯が必要な場合として簡易ワープロ（ワードパット）を使用したメモ機能を

有し、画面の項目枠、項目桁数にとらわれずワープロ感覚での入力が可能であること。 

ケ イメージスキャナやデジタルカメラ等のイメージデータ（各種形式）を取り込み、

台帳情報・報告情報と関連づけ管理できること。また、台帳・報告書等の帳票とあわ

せて出力可能であること。 

コ 膨大なデータベースの内容を自由に項目・条件を指定し検索が行えること。 

サ 消防独自の入力チェック条件が設定できること。 

シ 運用上使用しない項目については、消防職員が未使用項目の設定を行えること。未

使用項目設定を行った項目については、入力画面においてグレーアウトされ入力不

可となること。 

ス 消防独自に作成した報告書・台帳を任意に出力できる印刷ボタンを入力画面に設

けること。 

セ 日付入力においては、カレンダーを表示し日付をクリックすることで入力が可能

であること。 

ソ 消防内で連絡・通知等の情報を共有できるよう掲示板機能を有すること。掲示板情

報として、重要度、通知区分、通知内容、通知者所属、通知者をログイン後の画面に

一覧表示すること。一覧に表示する文字色は黒・赤・青から選択できること。また、

通知内容の掲示期間を指定することができ、ファイルの添付が可能であること。 

タ ヘルプ機能として、あらかじめ登録した任意のファイルを参照することができる

こと。 

チ サイドバーを有し、ツリー構造によるメニューアクセスが可能であること。 

ツ セキュリティに配慮し、各台帳や報告書毎に新規・変更・削除等の操作権限をユー

ザまたはユーザグループ単位で設定可能であること。 

テ 法令改正による国報告に関わる帳票のレイアウト変更対応は、都度の契約を必要

とせず、パッケージソフトウェアの保守費契約内で対応すること。 

（３）指令センターとの連携 

指令センターとの連携については、以下のとおりとする。 

ア 自動出動指定装置との連動により、災害事案（火災・救助・警戒・風水害等）およ

び救急事案情報を取り込み、活動報告書の入力効率化を図ることができること。 

イ 災害事案の取り込みについては、共通情報、部隊活動情報の取り込みが可能である

こと。共通情報を取り込む際は災害種別の変更が可能であること。また、部隊活動情
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報を取り込む際は出動種別の変更が可能であること。 

ウ 救急事案の取り込みについては、基本情報、傷病者情報（口頭指導情報、特定行為

情報含む）の取り込みが可能であること。 

エ 救急事案の取り込みについては、車両走行距離の取り込みが可能であること。 

オ 防火対象物情報、危険物施設情報、水利管理情報、住宅防火管理等の各種情報を支

援情報として自動出動指定装置等で活用できること。 

（４）システムの詳細機能 

主要業務の詳細機能については、以下のとおりとする。 

ア 防火対象物管理システムの機能と構成 

（ア）建築同意業務 

建築同意業務は申請の受付と受け付けた申請書から各種審査情報の入力を行い、

建築確認申請収発簿、同意審査書（決裁書）及び同意通知書を発行することを指す。 

ａ 建築同意申請受付 入力 

（ａ）申請受付情報の主な入力項目は受付署、受付日、申請種別、建築受付日であ

ること。 

（ｂ）計画変更の場合は、元の同意情報を検索することができること。 

（ｃ）増改築等、既に対象物が存在している場合には、対象物データを検索できる

こと。 

ｂ 建築同意審査情報 入力 

（ａ）建築同意審査情報の入力においては申請受付情報を取り込むことが可能で

あるこ と。申請受付情報を入力していない場合は、新規釦を押下し、簡易申

請受付情報入力画面から受付情報の入力が可能であること。 

（ｂ）主な入力項目は、管轄署、工事種別、同意状況、不同意理由、同意日等であ

ること。 

（ｃ）建築同意審査情報として、棟情報 （階数、高さ、面積、階段、工事種別、

構造、共同住宅情報、危険物情報等）の登録が可能であること。 

（ｄ）建築同意審査情報として、階別情報（地上地下、階数、用途、申請面積、窓

の有無、階段種別等）の登録が可能であること。 

（ｅ）消防用設備情報入力画面より階別情報と消防用設備情報の関連付けが可能

であること。また、階別情報入力画面より、関連づけた各階の消防用設備設置

状況が照会可能であること。 

（ｆ）階別情報の登録後、階別情報の項別を元に項別毎に床面積の集計が行えるこ

と。 

（ｇ）階別情報に関して、消防用設備状況を入力が行えること。消防用設備に関し

ての通知内容は、予め登録されている通知内容から選択することが可能であ

ること。また、登録された消防用設備に対し、階毎に情報を入力することが可
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能であること。 

（ｈ）棟情報に関して、審査事項情報の入力が可能であること。審査項目に対して

法令事項/内容を入力する際、予め登録されている審査事項の文例を選択し、

入力することが可能であること。また、選択後、変更入力も可能であること。 

（ｉ）棟情報に関して、必要な届出や通知事項がある場合は、届出種別及び防炎物

品に関する通知事項等、通知書上に記載される内容を登録することができる

こと。届出通知内容及び通知事項の通知内容に関しては予め登録されている

通知内容から選択することが可能であること。また選択後、変更入力も可能で

あること。 

ｃ 建築同意審査書/消防用設備等通知書/不同意通知書 印刷 

（ａ）建築同意審査書、消防用設備等通知書及び不同意通知書の帳票に関しては、

ダウンロード後に、画面上で内容を確認することができること。 

（ｂ）建築同意審査書、消防用設備等通知書及び不同意通知書の帳票に関しては、

デザイン変更ができること。 

（ｃ）建築同意処理状況 照会 

① 建築同意処理状況に関しては、管轄署、受付年月、申請区別、工事種別、

処理状況を検索キーとして検索照会できること。また、照会結果は照会リス

トとして印字出力できること。 

② 照会一覧の中から一行選択確定すると、その審査情報を参照することが

できること。 

ｅ 建築同意届出等処理状況 照会 

建築同意の届出状況を照会することが可能であること。また、照会結果は照会

リストとして印字出力できること。 

（イ）検査管理業務 

ａ 消防用設備等 検査結果情報入力/印刷 

（ａ）消防用設備等の検査結果は建築同意申請もしくは既存査察台帳を選択し、入

力を行うこと。 

（ｂ）消防用設備に関する検査結果情報の入力後、検査結果報告書及び設備設置検

査済証の印字出力が可能であること。また、これらの帳票はダウンロード後に、

画面上で内容を確認することができること。 

（ｃ）検査結果報告書及び設備設置検査済証はデザイン変更が行えること。 

ｂ 検査情報 検索/照会 

（ａ）検査情報は管轄署、検査年月、名称（一部検索）、検査種別、検査内容、検

査結果を検索キーとして検索できること。 

（ｂ）検査結果は照会リストとして印字出力が可能であること。 

（ｃ）照会一覧の中から一行選択確定すると、その検査情報を参照することができ



 106 

ること。 

（ウ）台帳管理業務 

ａ 対象物台帳情報 入力 

（ａ）敷地情報（名称、所在地、地区、敷地用途、対象物種別、防火管理、定期点

検義務対象物、防災管理、自衛消防組織設置義務、棟数、敷地面積、管理権原

者数、収容人員等）の入力が可能であること。 

（ｂ）関係者情報（関係者区分、占有棟、占有階、用途区分、名称、通知書送付必

要性の有無、表示マーク交付所送付先の有無、防火管理者・防災管理者の選任

義務の有無、共同選任の有無、消防計画の届出状況等）の入力が可能であるこ

と。また、防火管理者・防災管理者は、講習会管理システムの資格付与者台帳

と紐付けて管理することができること。 

（ｃ）敷地情報に関して、防火管理情報（管理権原者の概要、共同防火管理・共同

防災管理の要否、共同防火協議事項・共同防災協議事項の届出状況、統括防火

管理者・統括防災管理者の概要等）の入力が可能であること。選任状況と消防

計画届出状況は、管理権原者の概要を入力した段階で自動的に表示されるこ

と。また、統括防火管理者・統括防災管理者は、講習会管理システムの資格付

与者台帳と紐付けて管理することができること。 

（ｄ）敷地情報に関して、消防訓練状況（訓練日、実施訓練種別のチェック等）の

入力が行えること。また、登録釦を押下すると訓練状況の情報は訓練日の降順

に並び変わること。 

（ｅ）敷地情報に関して、管理権原者毎に対象物定期点検報告状況・防災管理点検

報告状況（報告年月日、点検実施日、基準適合のチェック、点検者、不備内容

／状況および措置内容）の入力が行えること。また、登録釦を押下すると報告

年月日の昇順に並び変わること。 

（ｆ）敷地情報に関して、管理権原者毎に対象物特例認定状況・防災管理特例認定

状況（受付年月日、受付番号、認定年月日、認定番号、取消年月日等）の入力

が行えること。また、登録釦を押下すると受付年月日の昇順に並び変わること。 

（ｇ）敷地情報に関して、届出/申請状況（届出/申請種別、棟番号等）の入力が行

えること。また、登録釦を押下すると届出/申請状況の情報は届出種別、棟番

号、届出年月日の昇順に並び変わること。 

（ｈ）敷地情報に関して、特殊施設情報（届出種別、届出年月日、廃止の有無等）

の入力が行えること。また、登録釦を押下すると特殊施設情報の情報は届出種

別、棟番号、届出年月日の昇順に並び変わること。 

（ｉ）敷地情報に関して、危険物施設管理システムで管理している施設情報を検索

し、該当の施設を紐付けすることができること。 

（ｊ）敷地情報に関して、火災等発生状況（発生日時、災害種別、発生場所、焼損
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程度、焼損面積、損害額）の入力が行えること。火災等発生状況の情報は、火

災調査情報もしくは災害情報を取込むことができること。取込んだ後、内容を

変更入力が可能であること。 

（ｋ）敷地情報入力/印刷に関して、全ての棟の査察結果・改善状況は照会するこ

とが可能であること。 

（ｌ）棟情報（棟名称、地上/地下の階数、延べ面積、収容人数、高さ、防火義務

の有無、査察区分、階段、建築年月日等）の入力が可能であること。 

（ｍ）棟情報に関して、階別情報（地上地下、階数、用途区分、床面積、収容人数、

階段種別等）の入力が行えること。また、登録釦を押下すると階別情報は、階

順に並び変わること。 

（ｎ）消防用設備情報入力画面より階別情報と消防用設備情報の関連付けが可能

であること。また、階別情報入力画面より、関連づけた各階の消防用設備設置

状況が照会可能であること。 

（ｏ）階別情報の登録後、階別情報の項別を元に項別毎に床面積の集計が行えるこ

と。 

（ｐ）棟情報に関して、消防用設備状況を入力が行えること。消防用設備に関して

設置状況や特例適用等の情報が入力できること。また、登録釦を押下すると消

防用設備コード順に並び変わること。 

（ｑ）登録された棟情報の消防用設備に対して、階毎に情報（階数、床面積、収容

人数、設置の有無、数等）を入力することが可能であること。 

（ｒ）棟情報に関して設備点検報告状況の情報（報告日、次回予定日、報告内容等）

の入力が行えること。また、登録釦を押下すると点検報告日順に並び変わるこ

と。 

（ｓ）防火対象物台帳に登録された全ての棟情報について、台帳印刷が可能あるこ

と。印刷の対象となるデータは、棟個別指定及び帳票種別の選択により、指定

することが可能であること。印刷するデータは、ダウンロード後に画面上で内

容を確認することができること。 

（ｔ）対象物台帳については、印刷デザインの変更が可能であること。 

（ｕ）敷地情報の入力に関しては、建築同意申請情報を対象物台帳へ取込むことが

できること。 

（ｖ）対象物台帳は、管轄署、地区、項別、担当者区分、述べ面積、名称、査察区

分、危険物の有無、設備違反等を検索キーとして、検索できること。照会結果

は、照会リストとして印字出力が可能であること。照会一覧より一行選択し、

確定釦を押下すると、その対象物の情報を参照することが可能であること。 

（ｗ）対象物台帳はコピーが可能であること。対象物台帳の情報と同じ情報の対象

物台帳が新しく生成されること。この場合、元の情報は保存されていること。 
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（ｘ）対象物台帳は移動することが可能であること。 

ｂ 増改築 台帳更新 入力 

増改築の回数、増改築の年月日、増改築の内容等の入力が可能であること。 

ｃ 増改築 履歴情報 照会 

署所コードと管理番号の入力確定により、その対象物の増改築履歴情報が照

会できること。増改築履歴情報は照会リストとして印字出力が可能であること。 

（エ）査察管理業務 

ａ 査察計画 対象物選択 

査察計画の対象となる対象物を選択する際、指定した条件の対象物棟情報を

検索すること。選択後、査察計画対象物一覧として印字出力が可能であること。 

ｂ 査察計画作成 

（ａ）査察予定日（月、日、午前、午後）、査察種別、査察担当者の登録後、対象

物情報検索画面から選択された対象物情報を査察計画候補情報の登録により、

査察計画表を作成すること。 

（ｂ）計画取消釦により選択された査察計画候補情報の査察予定日、午前、午後、

査察種別、査察担当者の内容の取消が行えること。 

（ｃ）査察計画表は全件、月指定、未計画区分（査察予定月日がない査察計画情報

対象）を指定して、それぞれ印刷が可能であること。 

ｃ 査察チェック表/指摘表 印刷 

査察チェック表及び査察結果指摘表が印字出力が可能であること。 

ｄ 査察結果入力/通知書印刷 

（ａ）査察結果の立会者の入力は関係者検索画面より指定された対象物情報の関

係者データより立会者（名称、役職氏名）を選択することが可能であること。 

（ｂ）査察結果の通知先の入力は関係者検索画面より指定された対象物情報の関

係者データより通知先（名称、役職名）を選択することが可能であること。 

（ｃ）立入検査結果報告書、立入検査結果通知書及び是正(計画)報告書の印字出力

が可能であること。また、これらの帳票はデザインの変更が可能であること。 

（ｄ）査察結果の入力は、敷地単位及び棟単位に入力が可能であること。 

（ｅ）指摘事項は指摘中分類、指摘小分類、指摘事項の入力が可能であること。指

摘事項の文例は指摘事項文例検索画面上で、予め登録している指摘事項文例

のデータより指摘中分類、指摘小分類、指摘事項、根拠法令を選択することが

可能であること。また、選択後変更入力が可能であること。 

（ｆ）指摘事項は、関係者（管理権原者）単位にも入力が可能であること。 

ｅ 経過入力 

（ａ）査察結果にて入力した指摘事項が表示されること。 

（ｂ）経過事項として、是正状況、是正計画届出済、是正計画完結日、是正の有無、
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是正事項、是正年月日の入力が可能であること。 

ｆ 査察状況 検索/照会 

（ａ）査察状況は管轄署、査察年月、査察種別、項別、査察区分を検索キーとして、

情報を検索できること。また、照会結果は照会リストとして、印字出力が可能

であること。照会一覧より行選択し確定を行うと、その査察情報を参照するこ

とができること。 

（オ）違反管理業務 

ａ 違反 入力/印刷 

（ａ）違反情報の入力項目として主に、対象物、所在地、命令措置年月日、命令区

分、棟、命令等根拠法令、命令種別、対象物区分、設備の種類、行政通知年月

日、履行期限有り、履行状況、罰則の適用があること。 

（ｂ）違反履歴台帳の印字出力が可能であること。 

（ｃ）未改善指摘事項は、未改善指摘事項一覧画面上で、指摘された対象物情報の

データより違反事項を選択することができること。 

ｂ 違反状況 検索/照会 

（ａ）違反状況は管轄署、命令措置年月、命令根拠法令、名称、設備の種類、命令

種別、履行状況を検索キーとして、検索及び照会が可能であること。 

（ｂ）照会結果は違反状況照会リストとして、印字出力が可能であること。 

（カ）届出申請業務 

ａ 届出／申請情報 入力 

（ａ）届出/申請情報は受付署毎に、届出種別、届出年月日、届出対象情報、届出

者、申請情報、届出概要、工事施行者等があること。 

（ｂ）届出番号、受理番号及び承認番号はそれぞれの釦を押下すると、最新番号を

検索することが可能であること。 

（ｃ）届出対象情報の入力は、建築同意申請か対象物台帳かを選択し、届出種別が

消防用設備点検報告届、通報承認申請、通報承認内容変更届、是正計画の場合

は、既存査察台帳のみ選択が可能であること。 

（ｄ）届出者の情報入力においては、届出対象情報が既存査察台帳の場合は、関係

者情報一覧検索の表示が行えること。 

（ｅ）届出対象情報が建築同意申請の場合、指定された受付番号の建築同意届出処

理状況に自動更新されること。また、届出対象情報が既存査察台帳の場合、指

定された台帳番号の対象物台帳届出申請状況に自動更新されること。 

（ｆ）届出画面内から届出対象の既存査察台帳に移動できる機能を有すること。 

ｂ 届出/申請状況 検索/照会 

届出状況は受付署、届出年月、届出種別、対象物名称、届出番号を検索キーと

して、検索照会できること。また、検索結果は届出状況照会リストとして、印字
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出力が可能であること。 

ｃ 警備会社等 登録 

警備会社等の情報入力項目として、名称、所在地、通報の種別、受信場所、通

報登録申請、内容変更届出、有効期限、通知年月日、廃止届出、変更・廃止内容

があること。これらの情報は警備会社等登録台帳として管理できること。 

ｄ 即時通報等承認 検索/照会 

即時通報承認台帳は管轄署、承認年月日、通報種別、項別を検索キーとして、

検索照会が可能であること。検索結果は、照会リストとして印字出力が可能であ

ること。 

（キ）統計処理業務 

ａ 集計処理 

（ａ）国表 01表～18表、20表～27表、33表、34表、51表の集計処理を行うこと

が可能であること。また集計結果はＥＸＣＥＬシート上に表示することが可

能であること。 

（ｂ）国表 28表、29表、35表、36表のレイアウトを表示できること。 

ｂ 集計結果内容 検索 

集計処理を行った後、集計結果に対して、対象となったデータを検索すること

が可能であること。検索手順としては、まず検索対象の帳票を指定し、検索対象

の行と列を入力すること。 

ｃ 集計処理状況 照会 

集計処理した結果は、照会リストとして印字出力が可能であること。また、任

意帳票作成後、正しく集計されなかった場合等に、原因を探索することが可能で

あること。 

ｄ オンライン情報生成 

総務省消防庁オンライン報告に対応するため、防火対象物実態等調査オンラ

イン処理システムで読込みができるファイル形式で出力できること。 

（ク）ＤＭ発行処理業務 

ａ ＤＭ発行処理 

（ａ）ダイレクトメールを発行する場合、発行される宛先を照会又は、選択するこ

とが可能であること。また、選択した宛先はタックシールとして印字出力でき

ること。 

（ｂ）ダイレクトメールを発行する場合の宛先は、管轄署、防火管理表の有無、項

別、表示項別、述べ面積、表示対象物、防火管理者未選任の有無、点検報告未

報告を検索キーとして検索でき、一覧リストとして表示、出力が可能であるこ

と。 

（ケ）ＥＸＣＥＬ変換機能 
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ａ ＥＸＣＥＬ変換 

登録されている全ての情報については、項目（基本情報・検索情報・項目名）

を選択することにより、取り出したい情報をＥＸＣＥＬに変換することが可能

であること。 

ｂ ＥＸＣＥＬ変換 登録パターン印刷 

（ａ）ＥＸＣＥＬ変換した情報はパターン登録釦を押下することにより、検索情報

を登録することが可能であること。パターン登録された情報は、上書き保存や

削除ができ、パターン読込釦を押下すると、パターン登録一覧を表示すること

が可能であること。 

（ｂ）登録されているパターンの情報は登録番号の選択等により、印字出力が可能

であること。 

ｃ ＥＸＣＥＬ変換 登録パターンのみ 

セキュリティ上、取り出される情報を制限するため、パターン登録された項目 

についてのみＥＸＣＥＬ変換が可能であること。 

（コ）統計表作成機能 

ａ 帳票設定 入力 

ｂ 帳票編集条件 入力 

ｃ 印刷条件表 印刷 

（サ）自由帳票作成機能 

ａ 帳票情報 入力 

ｂ 印刷情報 デザイン 

ｃ 印刷情報 確定 

ｄ 帳票印刷 

（シ）環境設定機能 

ａ マスターデータは各種メンテナンスが可能であること。 

（ａ）消防用設備マスタメンテナンス 

（ｂ）届出種別マスタメンテナンス 

（ｃ）文書記号マスタメンテナンス 

（ｄ）通知内容文例マスタメンテナンス 

（ｅ）指摘事項文例マスタメンテナンス 

（ｆ）自由項目マスタメンテナンス（タイトル） 

（ｇ）自由項目マスタメンテナンス（内容） 

（ｈ）システムコードマスタメンテナンス 

（ｉ）査察チェック項目マスタメンテナンス 

（ｊ）項目細分コード変換マスタ 

（ス）データ検証機能 
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データ検証条件(突合せ条件)を設定し、該当するデータをＥＸＣＥＬに出力でき

ること。設定可能なデータ検証条件として、次の４種類を備えること。 

ａ 条件入力 

「かつ」、「又は」の条件を設定できること。複数設定も可能なこと。 

入力されていない項目を検索する条件設定も可能なこと。 

ｂ 重複データ条件 

一つの情報に対し、「日付」等重複している情報を検索する条件を設定できる

こと。 

ｃ 未登録情報条件 

登録されていない情報を検索する条件を設定できること。 

ｄ 不一致情報条件 

項目の内容が不一致の情報を検索する条件を設定できること。 

イ 危険物施設管理システムの機能と構成 

（ア）許可申請業務 

ａ 設置許可申請 入力 

（ａ）主な入力項目は申請年月日、受付署、設置者（名称、住所、役職）、設置施

設情報（名称、設置場所）、施設区分、施設詳細、浮き屋根、手数料、許可番

号、許可署である。 

（ｂ）既に設置許可が登録されている場合は、施設情報ボタンを押下し、検索画面

から施設情報を検索表示できること。その施設情報を流用し、施設情報として

登録できること。これにより、設置者の内容、設置施設名、管理施設名、呼称

名、設置場所、施設区分、施設詳細、倍数、タンク容量、新法、旧法の入力を

行う手間を省けること。 

（ｃ）既に設置者が登録されている場合は、設置者ボタンを押すことで目的とする

設置者を検索、表示し、その情報を流用し、設置者として登録することができ

ること。未登録の場合は、設置者登録ボタンを押下することで表示される、設

置者/管理運営者登録画面から登録することができること。この登録された設

置者等の情報は、設置者登録管理にも反映できること。 

（ｄ）既に施設台帳が登録されている場合は、施設台帳登録ボタンを押すことで検

索画面から施設情報を検索表示できること。その施設情報を流用し、施設情報

を登録できること。 

（ｅ）許可番号の登録は許可番号釦を押下し、最新番号照会画面から最新の番号を

検索し、登録できること。これにより、番号の二重登録を防ぐこと。 

（ｆ）手数料は施設区分が移送取扱所、浮き屋根式の場合以外全て自動計算するこ

と。 

（ｇ）登録された申請情報は、施設台帳の許可履歴情報へ自動的に反映されること。
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また、項目が登録された時点で、許可証が発行できること。 

ｂ 変更許可申請 入力 

（ａ）変更許可申請の入力においては、施設情報釦を押下し、検索画面から施設情

報を検索表示し、その施設情報を変更許可申請の情報として流用することが

可能であること。 

（ｂ）施設情報の項目のうち、設置者の内容、設置施設名、管理施設名、呼称名、

設置場所、施設区分、施設詳細、浮き屋根式、倍数、タンク容量、新法、旧法

の内容が変更することが可能であること。 

（ｃ）許可番号の採番や申請の登録、許可証の発行、手数料の計算は（ａ）の設置

許可申請の 5、6、７と同様の操作とすること。 

ｃ 他行政庁からの転入許可申請入力 

（ａ）提出された転入許可申請にもとづき、譲渡元の設置者、許可行政庁等の入力

と施設情報、設置者、移動タンクの詳細が登録できること。 

（ｂ）許可番号の採番や申請の登録、許可証の発行、手数料の計算は（ａ）の設置

許可申請の 5、6、7と同様の操作とすること。 

ｄ 完成検査申請 入力 

（ａ）完成検査申請の入力画面上には、既に登録されている設置者、施設、施設区

分、許可区分が自動的に表示されていること。 

（ｂ）登録後、完成検査済証（10号）または完成検査済証（11号）を発行できる

こと。なお、完成検査申請の登録を行った場合、その情報は施設台帳の許可履

歴に自動的に反映されること。 

（ｃ）複数の許可申請に対して、完成検査申請入力が行えること。 

ｅ 許可申請状況 検索/照会 

申請状況を検索及び照会ができること。また、許可申請照会リストとして一覧

表の印刷が可能であること。 

（イ）完前検査業務 

ａ 完成検査前検査 入力 

完成検査前検査の主な入力項目は、受付年月日、完前検査区分、タンク容量、

寸法、材質、板厚、製造者、検査年月日等であること。登録後、タンク検査済証

が発行できること。 

ｂ 完成検査前検査 検索/照会 

申請状況は検索及び照会ができること。また、完成検査照会リストとしてが発

行できること。 

（ウ）承認申請業務 

ａ 仮使用承認申請 入力（受付・承認） 

（ａ）仮使用承認申請の受付入力においては、変更許可申請にて登録された情報に



 114 

基づいて、設置者、設置施設名、施設区分、受付署、申請者、申請者住所、電

話番号が自動表示されること。 

（ｂ）仮使用承認申請の承認入力を行う施設は、仮使用承認申請で受付けた情報か

ら施設を選択すること。選択された施設における情報のうち、設置者、設置施

設名、施設区分、受付署、申請者、申請者住所、電話番号、申請年月日は自動

表示されること。 

ｂ 仮貯蔵・仮取扱承認申請 入力（受付・承認） 

（ａ）仮貯蔵・仮取扱承認申請の受付入力項目として、申請年月日、申請者、管理

責任者、貯蔵取扱場所、貯蔵区分、貯蔵期間があること。 

（ｂ）仮貯蔵・仮取扱承認申請の承認入力を行う施設は、仮使用承認申請で受付け

た施設から選択できること。選択された施設における情報のうち、申請者、管

理責任者、貯蔵取扱場所、貯蔵区分、貯蔵期間、手数料は自動表示されること。

その情報に、承認年月日、承認番号を入力することにより、承認登録できるこ

と。 

（ｃ）仮貯蔵・仮取扱承認申請の承認入力は上記のｂの(b)のような承認入力の他、

仮貯蔵・仮取扱承認申請の受付入力から直接、承認年月日、承認番号を入力し、

承認登録できること。 

ｃ 予防規程制度（変更）認可申請 入力 

予防規程制度（変更）認可申請入力項目として、設置者情報、施設情報、申請

年月日、申請者、規程区分(制定・変更)、認可年月日、内容があること。 

ｄ 特定屋外タンク保安検査時期延長 入力 

（ａ）準特定屋外タンクと特定屋外タンクの申請時は、特定屋外タンク保安検査時

期延長申請が可能であること。また、タンク容量については、自動表示が可能

であること。 

（ｂ）特定屋外タンク保安検査時延長申請にて、申請された申請年月日、承認年月

日は、施設台帳の届出/申請状況の照会に、保安検査時期延長申請は、定期点

検/保安検査履歴の入力画面の保安検査時期延長申請の欄に自動的に反映さ

れること。 

（エ）設置者管理業務 

ａ 設置者 登録 

（ａ）設置者（管理運営者）登録画面上で新規ボタンを押下し、名称、住所等を入

力することで、設置者を登録できること。設置者情報を施設台帳へ紐付けるこ

とにより、その設置者が保有している施設が保有している施設を照会できる

こと。 

（ｂ）登録された設置者の情報は設置者名簿として出力できること。 

（ｃ）設置者が保有している保有施設を保有施設一覧表として出力できること。 
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（ｄ）設置者の情報は検索及び照会できること。また、照会リストの出力も可能で

あること。 

（オ）施設台帳管理業務 

ａ 施設台帳 入力 

（ａ）施設の情報として、敷地情報と施設情報を管理すること。敷地情報には、査

察状況、事故状況を、施設情報には許可履歴、タンク台帳、保安監督者情報、

届出申請状況、構造設備明細を入力することができること。 

（ｂ）査察管理業務で入力した査察状況の経過情報（査察結果及び改善状況の情報）

が参照可能であること。 

（ｃ）事故発生状況の入力の際、火災調査情報及び災害情報を取り込むことが可能

であること。また、取り込んだ情報は変更入力が可能であること。 

（ｄ）タンク台帳の構造明細釦を押下すると、入力されたタンク情報毎に構造設備

明細を入力することができること。 

（ｅ）施設台帳は、検索及び照会できること。また、照会リストとして発行ができ

ること。 

（ｆ）施設台帳はコピーが可能であること。施設台帳の情報と同じ情報の施設台帳

が新しく生成されること。この場合、元の情報は保存されていること。 

（ｇ）施設台帳は移動することが可能であること。 

（カ）査察管理業務 

ａ 査察計画 施設選択 

（ａ）査察計画候補施設情報の入力の際は、危険物施設情報から検索し、入力する

ことが可能であること。また、検索条件としては管轄所、施設区分、設置施設

名、設置場所があること。 

（ｂ）査察計画候補の施設は査察計画施設一覧表として出力が可能であること。 

ｂ 査察計画作成 

（ａ）査察計画作成の入力の際、施設情報画面で選択された施設情報を査察計画候

補情報に追加することが可能であること。 

（ｂ）査察計画のリストは査察計画表として出力することが可能であること。 

ｃ 査察チェック表/指摘表 印刷 

査察チェック表及び査察結果指摘表の出力が 可能であること。 

ｄ 査察結果入力/通知書印刷 

（ａ）査察結果の入力項目において、立会者と通知先は関係者検索画面上の指定さ

れた危険物施設情報の関係者データから立会者と通知者をそれぞれ選択する

ことが可能であること。 

（ｂ）立入検査結果報告書、立入検査結果通知書及び是正報告書が出力できること。 

（ｃ）査察結果入力の画面において、指摘事項の入力が可能であること。指摘分類、
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指摘事項及び根拠法令の入力においては、あらかじめ登録している指摘事項

文例のデータから検索し選択し、反映できること。 

（ｄ）査察結果の入力は、敷地単位及び施設単位に入力が可能であること。 

ｅ 経過入力 

（ａ）是正事項がある施設は、施設情報から検索し、登録が可能であること。 

（ｂ）是正が必要な施設に対しては、経過入力画面より、是正状況、是正計画届出、

是正完結日、是正事項等を登録できること。 

ｆ 査察状況 検索/照会 

査察状況は管轄署、施設区分、査察年月、査察種別から検索することが可能で

あること。また、査察状況照会リストとして出力が可能であること。 

（キ）違反管理業務 

ａ 違反 入力 

（ａ）違反管理の主な入力項目は、命令措置、年月日、命令区分、措置区分、違反

内容、命令種別、命令根拠法令、分署番号、行政通知年月日、期限の設定、履

行期限年月日、履行状況、罰則の適用、罰則適用人数、代執行の有無、審査請

求、違反完結年月日等であること。 

（ｂ）未改善の指摘事項は未改善指摘事項一覧として表示可能であり、変更入力が

可能であること。 

（ｃ）違反入力の画面において、違反事項の入力が可能であること。違反事項、違

反根拠法令、違反内容、命令種別、命令等根拠法令の入力においては、あらか

じめ登録している違反文例のデータを選択し、反映できること。 

ｂ 違反履歴台帳 印刷 

違反の履歴は違反履歴台帳として出力が可能であること。 

ｃ 違反状況 検索/照会 

管轄署、命令措置年月、違反事項、設置施設名、命令区分、違反根拠法令、

命令根拠法令、命令種別、履行状況、施設区分を検索キーとして、対象の

施設を検索できること。照会した結果は、違反状況照会リストとして出力

が可能であること。 

（ク）届出管理業務  

ａ 届出情報 入力 

（ａ）受付けが可能である主な届出は、以下のとおりであること。 

・種類数量変更届 

・譲渡引渡届 

・保安監督者選（解）任届出 

・保安統括管理者選（解）任届出 

・設置者地名、地番変更 
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・変更工事届 

・災害発生届 

・火気使用工事届 

・転出届 

・廃止届 

・休止届 

・再開届 

・新基準適合 

・第一段階基準適合 

・タンク腐食防止点検 開放周期 13年 

・タンク腐食防止点検 開放周期 15年 

・貯蔵管理点検 開放周期 14年 

・貯蔵管理点検 開放周期 15年 

（ｂ）任意で追加した届出種別に対して、届出概要情報が入力できること。 

ｂ 届出状況 検索/照会 

（ａ）登録完了後、届出に対応した施設台帳の必要部分を詳細表示でき、変更入力

も行えること。登録された内容は、施設台帳の届出/申請情報の履歴として登

録できること。 

（ｂ）届出状況は管轄署、届出種別、設置施設名、見出番号、許可番号を検索キー

として、検索でき、照会結果は届出状況照会リストとして出力が可能であるこ

と。 

（ケ）手数料管理業務 

ａ 手数料明細書/集計表 印刷 

（ａ）指定した年月の手数料の明細と集計を行うことが可能であること。 

（ｂ）明細は手数料明細表として、集計結果は手数料集計表として出力が可能であ

ること。 

（コ）統計処理業務 

ａ 集計処理 

（ａ）国表 01 表～17 表、20 表～23 表の集計処理を行うことが可能であること。

また集計結果はＥＸＣＥＬシート上に表示することが可能であること。 

（ｂ）危険物規制事務調査表の全帳票を集計した場合、危険物規制事務調査表入要

項に記載されている表間突合のチェックを行うことが可能であること。 

ｂ 集計結果内容 検索 

集計処理を行った後、集計結果に対して、対象となったデータを検索するこ 

とが可能であること。検索手順としては、まず検索対象の帳票を指定し、検索対

象の行と列を入力すること。 
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ｃ 集計処理状況 照会 

集計処理した結果は、照会リストとして印字出力が可能であること。また、任

意帳票作成後、正しく集計されなかった場合等に、原因を探索することが可能で

あること。 

（サ）ＤＭ発行処理業務 

ａ ＤＭ発行処理 

（ａ）ダイレクトメールを発行する場合、発行される宛先を照会又は、選択するこ

とが可能であること。また、選択した宛先はタックシールとして印字出力でき

ること。 

（ｂ）ダイレクトメールを発行する場合の宛先は、施設区分、設置者／管理運営者

を検索キーとして検索でき、一覧リストとして表示、出力が可能であること。 

（シ）ＥＸＣＥＬ変換機能 

ａ ＥＸＣＥＬ変換 

登録されている全ての情報については、項目（基本情報・検索情報・項目名）

を選択することにより、取り出したい情報をＥＸＣＥＬに変換することが可能

であること。 

ｂ ＥＸＣＥＬ変換 登録パターン印刷 

（ａ）ＥＸＣＥＬ変換した情報はパターン登録釦を押下することにより、検索情報

を登録することが可能であること。パターン登録された情報は、上書き保存や

削除ができ、パターン読込釦を押下すると、パターン登録一覧を表示すること

が可能であること。 

（ｂ）登録されているパターンの情報は登録番号の選択等により、印字出力が可能

であること。 

ｃ ＥＸＣＥＬ変換 登録パターンのみ 

セキュリティ上、取り出される情報を制限するため、パターン登録された項目

についてのみＥＸＣＥＬ変換が可能であること。 

（ス）統計表作成機能 

ａ 帳票設定 入力 

ｂ 帳票編集条件 入力 

ｃ 印刷条件表 印刷 

（セ）自由帳票作成機能 

ａ 帳票情報 入力 

ｂ 印刷情報 デザイン 

ｃ 印刷情報 確定 

ｄ 帳票印刷 

（ソ）環境設定機能 



 119 

ａ マスタデータは各種メンテナンスが可能であること。 

（ａ）届出種別マスタメンテナンス 

（ｂ）品名マスタメンテナンス 

（ｃ）許可記号/検査記号マスタメンテナンス 

（ｄ）指摘事項文例マスタメンテナンス 

（ｅ）手数料金額マスタ有効期限更新 

（ｆ）手数料金額マスタメンテナンス 

（ｇ）自由項目マスタメンテナンス（タイトル） 

（ｈ）自由項目マスタメンテナンス（内容） 

（ｉ）システムコードマスタメンテナンス 

（ｊ）違反事項文例マスタメンテナンス 

（ｋ）査察チェック項目マスタメンテナンス 

（タ）データ検証機能 

データ検証条件(突合せ条件)を設定し、該当するデータをＥＸＣＥＬに出力でき

ること。設定可能なデータ検証条件として、次の４種類を備えること。 

ａ 条件入力 

「かつ」、「又は」の条件を設定できること。複数設定も可能なこと。 

入力されていない項目を検索する条件設定も可能なこと。 

ｂ 重複データ条件 

一つの情報に対し、「日付」等重複している情報を検索する条件を設定できる

こと。 

ｃ 未登録情報条件 

登録されていない情報を検索する条件を設定できること。 

ｄ 不一致情報条件 

項目の内容が不一致の情報を検索する条件を設定できること。 

 

ウ 災害事案管理システムの機能と構成 

（ア）活動報告業務 

ａ 災害活動報告書 入力/印刷 

（ａ）活動報告に必要な情報が入力できること。 

（ｂ）災害種別として「火災」「救助」「警戒・その他」「風水害」が選択できるこ

と。 

（ｃ）災害活動共通情報として、災害種別、覚知日時、通報者、通報内容、発生場

所、関係者、出動人員、気象状況などの情報を入力できること。 

（ｄ）火災活動の場合、火災種別、延焼防止日時、鎮圧日時、鎮火日時、救助開始

日時、救助終了日時、出火箇所、出火原因、焼損棟数、焼損面積、り災世帯、
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り災人員、使用資器材などの情報が入力できること。 

（ｅ）火災活動の場合、火元・類焼の住所・氏名、火元建物のり災前の状況、建物

以外の焼損物件、り災状況などが入力できること。 

（ｆ）救助活動の場合、事故種別、発生場所、救助開始日時、救助終了日時、出動

状況、出動／活動車両数、消防機関以外の活動機関、救助人員、搬送人員、搬

送車両別の内訳、使用資器材などの情報が入力できること。 

（ｇ）警戒・その他の場合、警戒種別、措置開始日時、措置終了日時、警戒概要、

使用資器材などの情報が入力できること 

（ｈ）風水害の場合、風水害種別、措置開始日時、措置終了日時、被害状況などの

情報が入力できること。 

（ｉ）消防機関以外の活動状況を入力できること。 

（ｊ）死傷者の住所、氏名、住所、生年月日、救出日時、搬送車両、程度、医療機

関などを入力できること。 

（ｋ）入力した情報を元に即時報告書、統括活動報告書、救助活動報告書の印刷が

できること。 

（ｌ）事案のコピーができること 

ｂ 部隊活動情報 入力 

（ａ）１車両ごとの活動状況、出動隊員情報などが入力できること。 

（ｂ）車両状況（各時刻、所要時間）、隊情報、出動人員、水利情報、活動状況、

使用資器材などが入力できること。 

ｃ 災害活動報告書印刷 

（ａ）年月、登録番号を指定し、統括活動報告書を印刷できること。 

（ｂ）年月、登録番号、署所、管轄自署所区分を指定して、署所別活動報告書を印

刷できること。 

（ｃ）年月、登録番号、隊を指定して、隊別活動報告書を印刷できること。 

ｄ 災害活動報告書 検索／照会 

（ａ）検索条件を指定して、災害活動報告を参照できること 

（ｂ）照会リストの印字出力が可能であること。 

ｅ 災害日報 印刷 

覚知日時の範囲と対象データ（全件もしくは統括署所）を指定して災害日報を

印刷できること 

（イ）火災調査報告業務 

ａ 火災調査報告基本情報入力  

（ａ）基本情報として出火場所、名称、火災番号、延焼区分（他消防）、火災種別、

関係者情報、放・失火者情報などが入力できること。 

（ｂ）国表 1 表-1 の内容（出火時刻、鎮火時刻、覚知方法、出荷箇所、出火原因
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など）が入力できること。 

（ｃ）国表 1 表-2 の内容（気象状況、火災警報、火元建物のり災前の状況など）

が入力できること。 

（ｄ）国表 2表の内容（出火回数、焼損程度、損害額、損害状況、死傷者・負傷者

数など）が入力できること。 

（ｅ）国表 3 表-6 表の内容（負傷者の区分、負傷者避難方法、負傷者の性別年齢

別区分、負傷者の受傷原因など）が入力できること。 

（ｆ）火元・類焼状況（住所・氏名、火元建物のり災前の状況、建物以外の焼損物

件、り災状況など）が入力できること 

（ｇ）火災調査報告書の印刷ができること。 

ｂ 火災調査報告死者情報入力 

（ａ）死者の情報が入力できること。国表 7 表-1～7 表-5 の内容が入力できるこ

と。 

（ｂ）死者調査書の印刷ができること。 

ｃ 火災調査報告負傷者情報入力 

（ａ）負傷者の情報が入力できること。 

（ｂ）負傷者調査書の印刷ができること。 

ｄ 火災番号・死者番号自動採番/採番リスト印刷 

（ａ）指定した年の火災報告データを対象に、覚知年月日、覚知時刻順に火災番号・

死者番号を 1から採番できること。 

（ｂ）採番後、採番リストを印刷できること。 

ｅ 火災調査報告 検索/照会 

（ａ）検索条件を指定して、火災調査報告を参照できること 

（ｂ）照会リストの印字出力が可能であること。 

（ウ）火災調査帳票業務 

ａ 出火原因分析調査表 印刷 

出火原因分析調査表の印字出力が可能であること。 

（エ）り災証明書業務 

ａ り災証明書情報 登録 

り災証明書発行に必要な情報が入力できること 

ｂ り災証明書 発行 

り災証明書が発行できること。 

ｃ り災証明書 発行状況検索/照会/再発行 

（ａ）検索条件を指定して、り災証明書の発行状況を参照できること。 

（ｂ）り災証明書の再発行ができること。 

（ｃ）照会リストの印字出力が可能であること。 
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（オ）統計処理業務 

ａ 集計処理 

（ａ）救助国表 04表～13表の集計処理を行うことができること。 

（ｂ）任意統計表の出力が可能であること。 

ｂ 集計結果内容 検索 

集計処理を行った後、集計結果に対して、対象となったデータを検索すること

が可能であること。検索手順としては、まず検索対象の帳票を指定し、検索対象

の行と列を入力すること。 

ｃ 集計処理状況 照会 

集計処理した結果は、照会リストとして印字出力が可能であること。また、任

意帳票作成後、正しく集計されなかった場合等に、原因を探索することが可能で

あること。 

ｄ オンライン情報生成 

（ａ）総務省消防庁オンライン報告に対応するため、火災報告オンライン処理シス

テム指定フォーマットのＣＳＶデータが出力できること。 

（ｂ）総務省消防庁オンライン報告に対応するため、救助調査オフライン処理シス

テム指定フォーマットのＣＳＶデータが出力できること。 

   

（カ）ＥＸＣＥＬ変換機能 

ａ ＥＸＣＥＬ変換 

登録されている全ての情報については、項目（基本情報・検索情報・項目名）

を選択することにより、取り出したい情報をＥＸＣＥＬに変換することが可能

であること。 

ｂ ＥＸＣＥＬ変換 登録パターン印刷 

（ａ）ＥＸＣＥＬ変換した情報はパターン登録釦を押下することにより、検索情報

を登録することが可能であること。パターン登録された情報は、上書き保存や

削除ができ、パターン読込釦を押下すると、パターン登録一覧を表示すること

が可能であること。 

（ｂ）登録されているパターンの情報は登録番号の選択等により、印字出力が可能

であること。 

ｃ ＥＸＣＥＬ変換 登録パターンのみ 

セキュリティ上、取り出される情報を制限するため、パターン登録された項目

についてのみＥＸＣＥＬ変換が可能であること。 

（キ）統計表作成機能 

ａ 帳票設定 入力 

ｂ 帳票編集条件 入力 
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ｃ 印刷条件表 印刷 

（ク）自由帳票作成機能 

ａ 帳票情報 入力 

ｂ 印刷情報 デザイン 

ｃ 印刷情報 確定 

確定エラーリストが印字出力されること。 

ｄ 帳票印刷 

（ケ）環境設定機能 

マスタデータは各種メンテナンスが可能であること。 

ａ 自由項目マスタ メンテナンス（タイトル） 

ｂ 自由項目マスタ メンテナンス（内容） 

ｃ システムコードマスタメンテナンス 

ｄ 国コード変換マスタメンテナンス 

（コ）指令連動環境設定機能 

自動出動指定装置で使用している各種マスタを変換して使用することが可能で

あること。 

ａ 災害種別変換マスタ  メンテナンス 

ｂ 覚知方法変換マスタ メンテナンス 

ｃ 覚知時刻設定マスタ メンテナンス 

ｄ 事案経過／自由項目情報変換マスタ メンテナンス 

ｅ 車両動態／自由項目情報変換マスタ メンテナンス 

ｆ 風向変換マスタ メンテナンス 

ｇ 出動種別変換マスタ メンテナンス 

（サ）データ検証機能 

データ検証条件(突合せ条件)を設定し、該当するデータをＥＸＣＥＬに出力でき

ること。設定可能なデータ検証条件として、次の４種類を備えること。 

ａ 条件入力 

「かつ」、「又は」の条件を設定できること。複数設定も可能なこと。 

入力されていない項目を検索する条件設定も可能なこと。 

ｂ 重複データ条件 

一つの情報に対し、「日付」等重複している情報を検索する条件を設定できる

こと。 

ｃ 未登録情報条件 

登録されていない情報を検索する条件を設定できること。 

ｄ 不一致情報条件 

項目の内容が不一致の情報を検索する条件を設定できること。 
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エ 救急事案管理システムの機能と構成 

（ア）活動報告業務 

ａ 救急報告 入力 

（ａ）救急活動報告書の入力項目は主に、出場場所、出場番号、出場車両、署所、

覚知日時、事故種別、搬送者数、医師出場の有無、経過時間、通報者の情報、

走行距離、同乗者、搭乗者、報告者などの入力が可能であること。搭乗者、報

告者は職員検索画面から検索し、指定することができること。 

（ｂ）傷病者の入力項目においては、住所、生年月日、事故種別、疾病程度、疾病

分類、収容機関などが行えること。年齢区分は生年月日を入力した段階で自動

的に表示されること。 

（ｃ）傷病者情報は、応急処置／市民等処置の内容を入力できること。 

（ｄ）傷病者情報は、体位、疾病、皮膚、外観状態、外傷形態、外傷部位、熱傷既

往症等の情報を入力できること。また、詳細状況はメモ入力することができる

こと。 

（ｅ）傷病者情報として、特定行為／時間経過の情報が入力できること。入力項目

として心肺停止の目撃状況、目撃者、場所と特定行為の指示内容として、医療

機関と指示時間、処置の時間、時間経過、予後調査内容があること。気道確保

は、実施場所、実施日時、気道確保方法、実施者区分、実施者氏名、中止理由

などの入力が可能であること。除細動は、実施回数、資器材区分、実施場所、

実施者区分、実施者氏名、初期波形、最終波形、中止理由などの入力が可能で

あり、エネルギー量、確認時刻、実施者区分は 6回分入力が可能であること。

静脈路確保は、実施場所、実施日時、血管確保部位、留置針、実施者、実施者

氏名、中止理由などの入力が可能であること。薬剤投与は、実施場所、実施日

時、投与経路、投与量、投与回数、実施者、実施者氏名、中止理由などの入力

が可能であること。 

（ｆ）印刷釦を押下すると、救急救命処置録がダウンロード印刷できること。 

（ｇ）傷病者の観察状況として、観察時点、観察時間、呼吸などの情報が行追加の

釦を押下することで、必要な数だけ入力できること。 

（ｈ）印刷釦を押下すると、事後検証票がダウンロード印刷できること。 

ｂ 救急報告書 印刷 

救急報告書の印字出力が可能であること。 

ｃ 救急救命処置録 印刷 

救急救命処置録の印字出力が可能であること。 

ｄ 救急報告 検索/照会 

救急報告は覚知年月、署所、出張所、事故種別、覚知区分、出場場所、搬送、

搬送者氏名、収容病院、疾病分類、未確定分を検索キーとして検索、照会できる
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こと。照会結果は照会リストとして、出力が可能であること。 

（イ）搬送証明書業務 

ａ 搬送証明書発行 

（ａ）搬送証明書  

搬送証明書発行が必要な場合は、申請者情報と、搬送者情報、発行日、発行

機関等の情報を入力し、搬送証明書の発行が行えること。 

（ウ）統計処理業務 

ａ 集計処理 

国表 04 表～23表、救急蘇生指標の調査表及び任意統計表は集計処理が行える

こと。 

ｂ 集計結果内容 検索 

集計結果情報は、帳票番号や行番号、列番号毎に月単位等で内容は検索できる

こと。 

ｃ 集計処理状況 照会 

集計処理結果は照会でき、照会リストとして印字出力が可能であること。 

ｄ オンライン情報生成 

総務省消防庁オンライン報告に対応するため、オンラインアップロード用の

ＣＳＶデータが出力できること。 

（エ）ＥＸＣＥＬ変換機能 

ａ ＥＸＣＥＬ変換 

登録されている全ての情報について、項目を選択しＥＸＣＥＬに変換するこ

とが可能であること。 

ｂ ＥＸＣＥＬ変換 登録パターン印刷 

（ａ）パターン登録釦を押下することで、ＥＸＣＥＬ変換された情報を登録できる

こと。新規で登録する場合は、「名前をつけて保存」、すでに登録されているパ

ターンを変更する場合は、「上書き保存」を選択し、登録が行えること。 

（ｂ）登録されているパターンの情報は登録番号の選択等により、印字出力が可能

であること。 

ｃ ＥＸＣＥＬ変換 登録パターンのみ 

セキュリティ上、取り出される情報を制限するため、パターン登録された項目

についてのみＥＸＣＥＬ変換が可能であること。 

（オ）統計表作成機能 

ａ 帳票設定 入力 

ｂ 帳票編集条件 入力 

ｃ 印刷条件表 印刷 

（カ）自由帳票作成機能 
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ａ 帳票情報 入力 

ｂ 印刷情報 デザイン 

ｃ 印刷情報 確定 

確定エラーリストが印字出力されること。 

ｄ 帳票印刷 

（キ）環境設定機能 

マスタデータは各種メンテナンスが可能であること。 

ａ 自由項目マスタメンテナンス（タイトル） 

ｂ 自由項目マスタメンテナンス（内容） 

ｃ システムコードマスタメンテナンス 

ｄ 国コード変換マスタメンテナンス 

（ク）指令連動環境設定機能 

自動出動指定装置で使用している各種マスタを変換して使用することが可能で

あること。 

ａ 災害種別変換マスタメンテナンス 

ｂ 覚知方法変換マスタメンテナンス 

ｃ 覚知時刻設定マスタメンテナンス 

ｄ 事案経過／自由項目情報変換マスタメンテナンス 

ｅ 車両動態／自由項目情報変換マスタメンテナンス 

ｆ 風向変換マスタメンテナンス 

ｇ 出動種別変換マスタメンテナンス 

（ケ）データ検証機能 

データ検証条件(突合せ条件)を設定し、該当するデータをＥＸＣＥＬに出力でき

ること。設定可能なデータ検証条件として、次の４種類を備えること。 

ａ 条件入力 

「かつ」、「又は」の条件を設定できること。複数設定も可能なこと。入力されて

いない項目を検索する条件設定も可能なこと。 

ｂ 重複データ条件 

一つの情報に対し、「日付」等重複している情報を検索する条件を設定できる

こと。 

ｃ 未登録情報条件 

登録されていない情報を検索する条件を設定できること。 

ｄ 不一致情報条件 

項目の内容が不一致の情報を検索する条件を設定できること。 

（コ）救急事案管理システムの機能と構成 

ａ 活動報告業務 
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（ａ）救急報告 入力 

① 救急活動報告書の入力項目は主に、出場場所、出場番号、出場車両、署所、

覚知日時、事故種別、搬送者数、医師出場の有無、経過時間、通報者の情報、

走行距離、同乗者、搭乗者、報告者などの入力が可能であること。搭乗者、

報告者は職員検索画面から検索し、指定することができること。 

② 傷病者の入力項目においては、住所、生年月日、事故種別、疾病程度、疾

病分類、収容機関などが行えること。年齢区分は生年月日を入力した段階で

自動的に表示されること。 

③ 傷病者情報は、応急処置／市民等処置の内容を入力できること。 

④ 傷病者情報は、体位、疾病、皮膚、外観状態、外傷形態、外傷部位、熱傷

既往症等の情報を入力できること。また、詳細状況はメモ入力することがで

きること。 

⑤ 傷病者情報として、特定行為／時間経過の情報が入力できること。入力項

目として心肺停止の目撃状況、目撃者、場所と特定行為の指示内容として、

医療機関と指示時間、処置の時間、時間経過、予後調査内容があること。気

道確保は、実施場所、実施日時、気道確保方法、実施者区分、実施者氏名、

中止理由などの入力が可能であること。除細動は、実施回数、資器材区分、

実施場所、実施者区分、実施者氏名、初期波形、最終波形、中止理由などの

入力が可能であり、エネルギー量、確認時刻、実施者区分は 6回分入力が可

能であること。静脈路確保は、実施場所、実施日時、血管確保部位、留置針、

実施者、実施者氏名、中止理由などの入力が可能であること。薬剤投与は、

実施場所、実施日時、投与経路、投与量、投与回数、実施者、実施者氏名、

中止理由などの入力が可能であること。 

⑥ 印刷釦を押下すると、救急救命処置録がダウンロード印刷できること。 

⑦ 傷病者の観察状況として、観察時点、観察時間、呼吸などの情報が行追加

の釦を押下することで、必要な数だけ入力できること。 

⑧ 印刷釦を押下すると、事後検証票がダウンロード印刷できること。 

ｂ 救急報告書 印刷 

救急報告書の印字出力が可能であること。 

ｃ 救急救命処置録 印刷 

救急救命処置録の印字出力が可能であること。 

ｄ 救急報告 検索/照会 

救急報告は覚知年月、署所、出張所、事故種別、覚知区分、出場場所、搬送、

搬送者氏名、収容病院、疾病分類、未確定分を検索キーとして検索、照会できる

こと。照会結果は照会リストとして、出力が可能であること。 

（サ）搬送証明書業務 
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ａ 搬送証明書発行 

（ａ）搬送証明書 

搬送証明書発行が必要な場合は、申請者情報と、搬送者情報、発行日、発行

機関等の情報を入力し、搬送証明書の発行が行えること。 

（シ）統計処理業務 

ａ 集計処理 

国表04表～23表、救急蘇生指標の調査表及び任意統計表は集計処理が行える

こと。 

ｂ 集計結果内容 検索 

集計結果情報は、帳票番号や行番号、列番号毎に月単位等で内容は検索できる

こと。 

ｃ 集計処理状況 照会 

集計処理結果は照会でき、照会リストとして印字出力が可能であること。 

ｄ オンライン情報生成 

総務省消防庁オンライン報告に対応するため、オンラインアップロード用の

ＣＳＶデータが出力できること。 

（ス）ＥＸＣＥＬ変換機能 

ａ ＥＸＣＥＬ変換 

登録されている全ての情報について、項目を選択しＥＸＣＥＬに変換するこ

とが可能であること。 

ｂ ＥＸＣＥＬ変換 登録パターン印刷 

（ａ）パターン登録釦を押下することで、ＥＸＣＥＬ変換された情報を登録できる

こと。新規で登録する場合は、「名前をつけて保存」、すでに登録されているパ

ターンを変更する場合は、「上書き保存」を選択し、登録が行えること。 

（ｂ）登録されているパターンの情報は全件もしくは登録番号毎に印刷できるこ

と。 

ｃ ＥＸＣＥＬ変換 登録パターンのみ 

セキュリティ上、取り出される情報を制限するため、パターン登録された項目

についてのみＥＸＣＥＬ変換が可能であること。 

（セ）統計表作成機能 

ａ 帳票設定 入力 

ｂ 帳票編集条件 入力 

ｃ 印刷条件表 印刷 

（ソ）自由帳票作成機能 

ａ 帳票情報 入力 

ｂ 印刷情報 デザイン 
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ｃ 印刷情報 確定 

ｄ 帳票印刷 

（タ）環境設定機能 

マスタデータは各種メンテナンスが可能であること。 

ａ 資器材マスタメンテナンス 

ｂ 症状ラベルマスタメンテナンス 

ｃ 自由項目マスタメンテナンス（タイトル） 

ｄ 自由項目マスタメンテナンス（内容） 

ｅ システムコードマスタメンテナンス 

ｆ 国コード変換マスタメンテナンス 

ｇ 資格認定情報変換マスタメンテナンス 

（チ）指令連動環境設定機能 

自動出動指定装置で使用している各種マスタを変換して使用することが可能で

あること。 

ａ 事故種別変換マスタ  メンテナンス 

ｂ 覚知方法変換マスタ メンテナンス 

ｃ 覚知時刻設定マスタ メンテナンス 

ｄ 活動状況コード変換マスタ メンテナンス 

ｅ 傷病程度変換マスタ メンテナンス 

ｆ 指令連動変換マスタ メンテナンス 

ｇ 口頭指導変換マスタ メンテナンス 

ｈ 指令情報再取り込対象マスタ メンテナンス 

（ツ）データ検証機能 

データ検証条件(突合せ条件)を設定し、該当するデータをＥＸＣＥＬに出力でき

ること。設定可能なデータ検証条件として、次の４種類を備えること。 

ａ 条件入力 

「かつ」、「又は」の条件を設定できること。複数設定も可能なこと。 

入力されていない項目を検索する条件設定も可能なこと。 

ｂ 重複データ条件 

一つの情報に対し、「日付」等重複している情報を検索する条件を設定できる

こと。 

ｃ 未登録情報条件 

登録されていない情報を検索する条件を設定できること。 

ｄ 不一致情報条件 

項目の内容が不一致の情報を検索する条件を設定できること。 
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オ 帳票一覧 

各業務のパッケージの帳票出力については、下記のとおりとする。 

 

帳 表 一 覧 

防火対象物管理システム 

 №                帳 表 名 称  

 1 建築同意審査書 

 2 消防用設備等通知書 

 3 不同意通知書 

 4 建築確認申請収発簿 

 5 建築同意処理状況照会リスト 

 6 建築同意届出等処理状況照会リスト 

 7 検査結果報告書 

 8 設備設置検査済証 

 9 検査情報照会リスト 

 10 対象物台帳 敷地概要・防火管理情報 

 11 対象物台帳 関係者情報 

 12 対象物台帳 消防訓練状況 

 13 対象物台帳 査察結果・改善状況 

 14 対象物台帳 棟概要 

 15 対象物台帳 消防用設備状況 

 16 対象物台帳 階別情報 

 17 対象物台帳 階別消防用設備状況 

 18 対象物台帳 設備点検報告状況 

 19 対象物台帳 届出・申請状況 

 20 対象物台帳 特殊設備・危険物施設状況 

    21 対象物台帳 定期点検報告／特例認定状況 

    22 対象物台帳 自主点検報告状況 

    23 対象物台帳 防災管理点検報告／特例認定状況 

 24 対象物定期点検票 

 25 認定通知書 

 26 不認定通知書 

 27 特例認定基準判定票 

 28 自主点検票 

 29 防災管理点検票 

 30 防災管理特例認定通知書 



 131 

 31 防災管理特例不認定通知書 

 32 防災管理特例認定基準判定票 

 33 対象物台帳照会リスト 

 34 増改築履歴情報照会リスト 

 35 特殊施設台帳照会リスト 

 36 査察計画対象物一覧表 

 37 査察計画表 

 38 査察チェック表 

 39 査察結果指摘表 

 40 立入検査結果報告書 

 41 立入検査結果通知書 

 42 是正(計画)報告書 

 43 査察状況照会リスト 

 44 関係対象物一覧表 

 45 関係者名簿 

46  違反履歴台帳 

 47 警告書 

 48 命令書 

    49 違反状況照会リスト 

    50  届出台帳 

    51  届出状況照会リスト 

    52  警備会社等登録台帳 

    53  即時通報承認台帳 

    54  ＤＭ発行一覧 

    55  ＤＭタックシール 
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帳 表 一 覧 

防火対象物管理システム 

 

 №               帳 表 名 称  

  クロス集計表（国表） 

 1 01 表 自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備設置状況調査表 

 2 02 表 スプリンクラー設備、屋内消火栓設備設置状況調査表 

 3 03 表 漏電火災警報器、水噴霧消火設備等設置状況調査表 

 4 04 表 非常警報設備、屋外消火栓設備設置状況調査表 

 5 05 表 避難器具、排煙設備設置状況調査表 

 6 06 表 誘導灯、非常コンセント設備設置状況調査表 

 7 07 表 動力消防ポンプ設備、消防用水設置状況調査表 

 8 08 表 連結散水設備、連結送水管設置状況調査表 

 9 09 表 非常電源設置状況調査表 

 10 10 表 消防用設備等の点検報告等の実施状況調査表 

 11 11 表 建築同意事務処理状況調査表 

 12 12 表 防火対象物数、立入検査及び消防用設備等設置検査実施状況調査 

           表 

 13 13 表 防炎物品使用状況調査表 

14 14 表 措置命令等状況調査表 

        15      15 表 違反処理(警告)実施状況調査表 

 16 16 表 甲種防火対象物防火管理者選任状況等調査表 

 17 17 表 乙種防火対象物防火管理者選任状況等調査表 

18   18 表 消火・避難訓練、違反処理及び共同防火管理実施状況調査表 

19    20 表 防火対象物定期点検報告等の実施状況調査表 

20   21 表 消防機関へ通報する火災報知設備設置状況調査表 

21   22 表 消防用設備等に係る総合操作盤設置状況調査表 

22   23 表 屋内消火栓設備特定違反対象物等調査表 

23   24 表 スプリンクラー設備特定違反対象物等調査表 

24   25 表 自動火災報知設備特定違反対象物調査表 

25   26 表 特定違反対象物等面積別調査表 

26    27 表 高層建築物の状況調査表 

27    33 表 特定違反対象物の措置状況等調査表 

28    34 表 告発の状況調査表 

29      37 表  自衛消防組織設置対象物調査表 

30    38 表 消火器具設置状況調査表 
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31      39 表  防火対象物表示制度に係る申請数調査表 

32    51 表 圧縮アセチレンガス等及び指定可燃物等並びに少量危険物の状況 

       調 
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帳 表 一 覧 

危険物施設管理システム 

 №               帳 表 名 称 

 1 許可証 

 2 完成検査済証（様式第 10号） 

 3 完成検査済証（様式第 11号表） 

 4 完成検査済証（様式第 11号裏） 

 5 許可申請状況照会リスト 

 6 タンク検査済証 

 7 完成検査前検査状況照会リスト 

 8 設置者名簿 

 9 設置者保有施設一覧表 

 10 設置者照会リスト 

 11 施設台帳 概要 

 12 施設台帳 査察結果・改善状況 

 13 施設台帳 許可履歴情報 

 14 施設台帳 品名・タンク台帳情報 

 15 施設台帳 点検・保安検査履歴情報 

 16 施設台帳 保安監督者・取扱者情報 

 17 施設台帳 届出・申請状況 

 18 施設台帳 照会リスト 

 19 製造所／一般取扱所構造設備明細書 

 20 屋内貯蔵所構造設備明細書 

 21 屋外タンク貯蔵所構造設備明細書 

 22 屋内タンク貯蔵所構造設備明細書 

 23 地下タンク貯蔵所構造設備明細書 

 24 簡易タンク貯蔵所構造設備明細書 

 25 移動タンク貯蔵所構造設備明細書 

 26 移動タンク貯蔵所構造設備明細書(品名) 

 27 屋外貯蔵所構造設備明細書 

 28 給油取扱所構造設備明細書 

 29 第一，二種販売取扱所構造設備明細書 

 30 移送取扱所構造設備明細書 

 31 屋外タンク貯蔵所構造設備明細書(タンク台帳) 

 32 屋内タンク貯蔵所構造設備明細書(タンク台帳) 

 33 地下タンク貯蔵所構造設備明細書(タンク台帳) 
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 34 簡易タンク貯蔵所構造設備明細書(タンク台帳) 

 35 移動タンク貯蔵所構造設備明細書(タンク台帳) 

 36 移動タンク貯蔵所構造設備明細書(品名)(タンク台帳)  

 37 査察計画施設一覧表 

 38 査察計画表 

 39 査察チェック表 

 40 査察結果指摘表 

 41 立入検査結果報告書 

 42 立入検査結果通知書 

 43 是正(計画)報告書 

 44 査察状況照会リスト 

 45 違反履歴台帳 

 46 警告書 

 47 命令書 

 48 違反状況照会リスト 

 49 届出台帳 

 50 届出状況照会リスト 

 51 手数料明細表 

 52 手数料集計表 (許可・完成) 

 53 手数料集計表 (完成検査前検査) 

 54 ＤＭ発行一覧リスト 

55      ＤＭ発行タックシール 
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帳 表 一 覧 

危険物施設管理システム 

 №                帳 表 名 称 

  クロス集計表（国表） 

 1 01 表 危険物規制対象数調（設置許可施設） 

 2 01 表 危険物規制対象数調（設置許可施設） つづき 

 3 02 表 危険物規制対象数調（完成検査済証交付施設） 

 4 02 表 危険物規制対象数調（完成検査済証交付施設） つづき  

 5 03 表 形態別危険物規制対象数調（完成検査済証交付施設：その１) 

 6 04 表 形態別危険物規制対象数調（完成検査済証交付施設：その２) 

 7 05 表 容量別屋外タンク貯蔵所数調（設置許可施設) 

 8 06 表 容量別屋外タンク貯蔵所の数調（完成検査済証交付施設) 

 9 06 表 容量別屋外タンク貯蔵所の数調（完成検査済証交付施設) つづき 

 10 07 表 容量別旧法タンクの新基準等適合数調（完成検査済証交付施設） 

11  08 表 浮き屋根式特定屋外タンク数調（完成検査済証交付施設） 

  12  09 表 容量及び形態別の地下貯蔵タンク等の数調（完成検査済証交付施 

設） 

  13  10 表 危険物施設別の地下貯蔵タンク等の設置数調(完成検査済証交付 

施設) 

  14  11 表 容量及び形式別の移動タンク貯蔵所数調(完成検査済証交付施設) 

  15  12 表 給油危険物別の給油取扱所の数調 (完成検査済証交付施設) 

  16  13 表 危険物事業所数調 

  17  14 表 製造所等の許可，完成検査及び廃止届等の数調 

18  15 表 液体危険物 タンク の完成検査前検査実施状況調 

  19  16 表 特定屋外タンク貯蔵所及び特定移送取扱所の保安検査実施状況等 

           調 

  20  17 表 特定屋外タンク貯蔵所の内部点検時期延長届出状況調 

  21  20 表 製造所等に対する立入検査の状況調 

  22  21 表 危険物施設の仮使用，危険物の仮貯蔵及び仮取扱の数調(1/2) 

 23  21 表 危険物施設の仮使用，危険物の仮貯蔵及び仮取扱の数調(2/2) 

  24  22 表 製造所等及び無許可施設に対する措置命令等の件数調 

  25  22 表 製造所等及び無許可施設に対する措置命令等の件数調つづき 

  26  22 表 製造所等及び無許可施設に対する措置命令等の件数調つづき 

１(1/2)  

  27  22 表 製造所等及び無許可施設に対する措置命令等の件数調つづき 

１(2/2) 
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  28  22 表 製造所等及び無許可施設に対する措置命令等の件数調つづき 

２(1/2) 

  29  22 表 製造所等及び無許可施設に対する措置命令等の件数調つづき 

２(2/2) 

  30  23 表 手数料収入額調 
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帳 表 一 覧 

災害事案管理システム 

 №                帳 表 名 称 

 1 火災即時活動報告書 

 2 救助即時活動報告書 

 3 警戒・その他即時活動報告書 

 4 風水害即時活動報告書 

 5 火災活動報告書 

 6 救助活動報告書 

 7 警戒・その他活動報告書 

 8 風水害活動報告書 

 9 部隊活動報告書 

 10 災害活動報告照会リスト 

 11 火災調査報告書 

 12 火災番号採番リスト 

 13 火災調査報告情報照会リスト 

 14 火災報告 

 15 死者の調査表 

 16 出火原因分析調査表 

 17 り災証明書 

 18 り災証明書発行状況照会リスト 

19      火災調査突合エラーリスト 
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帳 表 一 覧 

災害事案管理システム 

 №               帳 表 名 称 

  クロス集計表（火災調査管理 国表以外：旧国表） 

 1 火災四半期報（その１） 

 2 火災四半期報（その２） 

 3 火災四半期報（その３） 

 4 火災四半期報（その４） 

 

  クロス集計表（救助管理 国表以外：旧国表） 

 1 04 表 火災時における救助活動状況調 

 2 05 表 事故種別出動件数活動件数調 

 3 06 表 事故種別救助人員及び車両別搬送人員調 

 4 07 表 事故種別出動人員活動人員調 

 5 08 表 事故種別出動車両等台数調 

 6 09 表 事故種別活動車両等台数調 

 7 10 表 事故種別発生場所別出動件数調 

 8 11 表 事故種別発生場所別活動件数調 

 9 12 表 事故種別発生場所別救助人員調 

10      13 表 事故種別他機関活動件数調 
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帳 表 一 覧 

災害事案管理システム 

 №               帳 表 名 称 

  クロス集計表（災害事案管理 任意統計表テンプレート） 

 1 災害活動概況 

 2 月別・災害出動状況 

 3 風水害活動概況 

 4 月別・警戒その他災害出動状況 

 5 警戒・その他災害活動概況 

 6 月別・風水害出動状況 

 

  クロス集計表（火災調査管理 国表以外） 

 1 01 表 覚知別火災概況 

 2 02 表 月・日別火災件数 

 3 3-1 表 月・曜日・時間別火災概況 1/2 

 4 3-1 表 月・曜日・時間別火災概況 2/2 

 5 3-2 表 月・曜日・時間別火災概況 1/2 

 6 3-2 表 月・曜日・時間別火災概況 2/2 

 7 4-1 表 出火原因別火災発生概況 

 8 4-2 表 出火原因別火災発生概況 

 9 5-1 表 月別火災概況(四半期分類) 1/2 

 10 5-1 表 月別火災概況(四半期分類) 2/2 

 11 5-2 表 月別火災概況(四半期分類) 

 12 6  表 時間・原因別火災件数 

 13 7-1 表 風速・湿度別火災概況  

 14 7-2 表 風速・湿度別火災概況  

 15 8  表 初期消火状況（成功・失敗) 1/2 

 16 8  表 初期消火状況（成功・失敗) 2/2 

 17 9-1 表 火元建物用途別概況 

 18 9-2 表 火元建物用途別概況 

 19 10-1表 火元建物の構造別概況 

 20 10-2表 火元建物の構造別概況 
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  クロス集計表（救助管理 国表以外） 

 1 101 表 事故種別・月・曜日別出動件数調 

 2 102 表 事故種別・月・曜日別活動件数調 

 3 103 表 事故種別・時間別出動件数調 

 4 104 表 事故種別・時間別活動件数調 

5       105 表 事故種別・月・曜日別救助人員調 

6       106 表 事故種別・時間別救助人員調 
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帳 表 一 覧 

救急事案管理システム 

 №                帳 表 名 称 

 1 救急 突合エラーリスト 

 2 救急報告書 

 3 救急救命処置録 

4       救急搬送証明書 

5       救急報告 照会リスト 

 

帳 表 一 覧 

救急事案管理システム 

 №                帳 表 名 称 

  クロス集計表（国表以外：旧国表） 

 1 04 表 救急出場件数調 

 2 05 表 搬送人員調 

 3 06 表 事故種別医療機関別搬送人員調 

 4 07 表 事故種別年令区分別傷病程度別搬送人員調 

 5 08 表 事故種別不搬送理由別不搬送件数調 

 6 09 表 現場到着所用時間別出場件数調 

 7 10 表 収容所要時間別搬送人員調 

 8 11 表 救急隊員の行った応急処置件数調 1/3 

 9 11 表 救急隊員の行った応急処置件数調 2/3 

 10 11 表 救急隊員の行った応急処置件数調 3/3 

 11 12 表 救急隊員の行った現場応急処置件数調 1/2 

 12 12 表 救急隊員の行った現場応急処置件数調 2/2 

 13 13 表 事故種別転送回数別搬送人員調 

 14 14 表 傷病程度別転送回数別搬送人員調 

 15 15 表 転送者にかかる収容医療機関別搬送人員調 

 16 16 表 事故種別転送理由別件数調 

 17 17 表 転送者にかかる収容所要時間別搬送人員調 

 18 18 表 医師の現場出場件数調 

 19 19 表 曜日別月別救急出場件数調 

 20 20 表 曜日別月別搬送人員調 

 21 21 表 管内管外別搬送人員調 

 22 22 表 発生場所別搬送人員調 

 23 23 表 急病にかかる疾病分類別傷病程度別搬送人員調 
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24            救急蘇生指標の調査表 

 

帳 表 一 覧 

救急事案管理システム 

 №                帳 表 名 称 

  クロス集計表（国表以外） 

 1 時間別救急出場件数調 

 2 時間別搬送人員調 

 3 事故種別医療機関別搬送人員調 

4       事故種別医療機関別搬送人員調（うち管外） 

5       転送者にかかる収容医療機関別搬送人員調 

6       転送者にかかる収容医療機関別搬送人員調（うち管外） 
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第１９ 救急業務総合支援システム 

既存システム（ATASver3.1）のアップデート版（ATAS 4.0）を導入すること。また

今回整備する環境に既存データを移行すること。 

１ システム連携 

指令システムや消防 OA システムとの自動連携は中継サーバを介し円滑に行うこと。

連携項目は現行より多くなることが望ましい。 

２ 医療機関連携 

医療機関との傷病者情報の共有機能に、新たにエアウェイスコープの画像・動画共有機

能を追加すること。（仕様は医師の確認を得ること） 

コミュニケーションツール等を活用した搬送先選定時間の短縮につながるものがあれ

ば提案すること。 

３ 備品管理機能 

備品管理機能は「全国救急隊員シンポジウム」にて発表した内容を踏まえ改善を行うこ 

と。 

４ ハードウェア 

下記の機器を用いて環境を構築すること。 

（１）サーバ（メイン・サブ）：設置場所：麻生情報データセンター 

ア OS：Windows Server 2022 Standard 

イ CPU：Xeon E-2488（3.2GHz/8 コア/24MB）相当 

ウ メモリ：32GB 以上 

エ 記憶容量：300GB×4（RAID5 SAS）以上 

オ LAN：2 ポート（1000BASE-T）以上 

カ ラックマウント型であること。 

（２）GWサーバ：設置場所：飯塚地区消防本部  

ア OS：Windows 11 Pro 

イ CPU：Core i5-14500 相当 

ウ メモリ：16GB 以上 

エ 記憶容量：256GB×2（RAID1 SSD）以上 

オ LAN：1 ポート（1000BASE-T）以上 

（３）管理用ノートパソコン：設置場所：飯塚消防、宮田消防署 

ア OS：Windows 11 Pro 

イ CPU：Core Ultra5 相当 

ウ メモリ：16GB 以上 

エ 記憶容量：256GB×1 以上 

オ LAN：1 ポート（1000BASE-T）以上 
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カ USB：Type-A ポート×1 以上、Type-C ポート×1 以上 

キ 外部出力：HDMI×1 以上 

（４）救急隊用タブレットパソコン 

ア OS：Windows 11 Pro 

イ CPU：Core Ultra5 相当 

ウ メモリ：16GB 以上 

エ 記憶容量：256GB×1 以上 

オ LAN：1 ポート（1000BASE-T）以上 

カ USB：Type-A ポート×1 以上、Type-C ポート×1 以上 

キ 静電容量式マルチタッチパネルディスプレイ 

ク サイズは救急活動時、入力しやすいかつ携行しやすいものであること。  

ケ 救急活動に耐えうるよう防塵、防水、耐衝撃に優れた堅牢モデルであること。  

コ デジタイザーペンをタブレット台数分準備すること。  

サ 外付けキーボードをタブレット台数分準備すること。 

シ 日本光電製患者監視装置から画像データを取得するため、キャプチャーボックス

ならびに接続に必要なケーブル一式をタブレット端末台数分準備すること。 

（５）モバイルプリンタ 

ア Ａ４対応 

イ 具体的なサイズは定めないが救急車に搭載するためコンパクトであること。 

ウ モバイルバッテリー付とし、救急車の AC100V コンセントで使用可能なもの 。 

（６）医療機関用デスクトップパソコン：設置場所：飯塚病院 

ア OS：Windows 11 Pro 

イ CPU：Core Ultra5 相当 

ウ メモリ：16GB 以上 

エ 記憶容量：256GB×1 以上 

オ LAN：1 ポート（1000BASE-T）以上 

カ USB：Type-A ポート×1 以上、Type-C ポート×1 以上 

キ 外部出力：HDMI×1 以上 

ク ディスプレイ：23 インチ以上 

（７）その他 

提案する指令・OA システムと救急業務総合支援システムがセキュアな環境で連携が

できるよう必要なネットワーク機器を整備すること。 

 

第２０ 電話設備 

１ 飯塚地区消防本部 

（１）分署用構内電話交換機（嘉麻分署） 
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本装置は、署所に設置する電話交換設備である。 

ア 回線収容容量及び実装 

（ア）嘉麻分署 

容量：アナログ回線 ４回線以上 一般内線  １４台以上 

      多重内線  ８台以上 

     署所間内線用専用線２回線以上 

     ＰＨＳ    ６台以上 

ａ 機器構成 

署所電話交換設備は次の機器で構成されること 

（ａ）構内電話交換設備（電源装置含む） １式 

（ｂ）多機能電話機   ３台 

（ｃ）録音装置    １台 

（ｄ）ＰＨＳアンテナ   ６台 

（ｅ）ＰＨＳ電話   ５台 

ｂ 構造概要 

（ａ）署所電話交換機本体は、耐震性を有した構造用鋼鉄製筐体内にシェルフを設

け、トランク用品、内線回路及びコントロール用品等を実装し、通常操作・点

検等の保守管理は、すべて前面よりできること。 

（ｂ）署所電話交換設備本体及び電話機の外形寸法は、承諾図面による。 

（ｃ）制御方式は、蓄積プログラム制御方式であること。 

（ｄ）冷却方式は、空冷方式であること。 

（ｅ）停電時、署所電話交換設備に３０分以上の電源を供給できる容量の蓄電池及

び整流器を内蔵又は別置すること。 

（ｆ）署所用電話交換機、蓄電池は１９インチラックに収納すること。１９インチ

ラックは、ONU 他ネットワーク機器も収納すること。 

（２）署所用ボタン電話主装置（庄内元吉出張所・山田出張所） 

本装置は、出張所に設置するボタン電話主装置である。 

ア 回線収容容量及び実装 

（ア）庄内元吉出張所 

容量：ＩＮＳ回線 ２回線以上 一般内線  １０台以上 

     多機能内線 １６台以上 

（イ）山田出張所 

容量：アナログ回線 ４回線以上 一般内線  ２台以上 

     多機能内線 ４台以上 

       ＰＨＳ回線 ６回線以上 

イ 機器構成 
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ボタン電話主装置は次の機器で構成されること 

（ア）庄内元吉出張所 

ａ ボタン電話主装置（電源装置含む） １台 

ｂ 多機能電話機   １２台 

ｃ 一般電話    １台 

ｄ PHSアンテナ       ４台 

ｅ PHS電話    ３台 

（イ）山田出張所 

ａ ボタン電話主装置（電源装置含む） １台 

ｂ 多機能電話機   ４台 

ｃ 一般電話    １台 

ウ 構造概要 

（ア）ボタン電話主装置本体は、耐震性を有した構造用鋼鉄製筐体内にシェルフを設

け、トランク用品、内線回路及びコントロール用品等を実装し、通常操作・点検

等の保守管理は、すべて前面よりできること。 

（イ）ボタン電話主装置本体及び電話機の外形寸法は、承諾図面により決定とする。 

（ウ）制御方式は、蓄積プログラム制御方式であること。 

（エ）冷却方式は、空冷方式であること。 

（オ）停電時、署所電話交換設備に３０分以上の電源を供給できる容量の蓄電池及び

整流器を内蔵又は別置すること。 

２ 直方・鞍手広域市町村圏事務組合消防本部 

（１）署所用構内電話交換機（宮田消防署） 

本装置は、署所に設置する電話交換設備である。 

ア 回線収容容量及び実装 

宮田消防署 

容量：アナログ回線 6 回線以上 一般内線  １０台以上 

      多重内線  ３２台以上 

      署所間内線用専用線２回線以上 

      ＰＨＳ    ６台以上 

イ 機器構成 

署所電話交換設備は次の機器で構成されること 

（ア）構内電話交換設備（電源装置含む） １式 

（イ）多機能電話機      ２７台 

（ウ）録音装置    １台 

（エ）ＰＨＳアンテナ   ５台 

（オ）ＰＨＳ電話    ２台 
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ウ 構造概要 

（ア）署所電話交換機本体は、耐震性を有した構造用鋼鉄製筐体内にシェルフを設け、

トランク用品、内線回路及びコントロール用品等を実装し、通常操作・点検等の

保守管理は、すべて前面よりできること。 

（イ）署所電話交換設備本体及び電話機の外形寸法は、承諾図面による。 

（ウ）制御方式は、蓄積プログラム制御方式であること。 

（エ）冷却方式は、空冷方式であること。 

（オ）停電時、署所電話交換設備に３０分以上の電源を供給できる容量の蓄電池及び

整流器を内蔵又は別置すること。 

（カ）署所用電話交換機、蓄電池は１９インチラックに収納すること。１９インチラ

ックは、ONU 他ネットワーク機器も収納すること。 

（２）署所用ボタン電話主装置（若宮出張所・鞍手出張所・小竹出張所） 

本装置は、出張所に設置するボタン電話主装置である。 

ア 回線収容容量及び実装 

（ア）若宮出張所 

容量：アナログ回線 ２回線以上 一般内線  ２台以上 

     多機能内線 ２台以上 

      署所間内線用専用線２回線以上 

       ＰＨＳ回線 ４回線以上 

（イ）鞍手出張所 

容量：アナログ回線 ４回線以上 一般内線  ２台以上 

     多機能内線 ４台以上 

      署所間内線用専用線２回線以上 

       ＰＨＳ回線 ４回線以上 

（ウ）小竹出張所 

容量：アナログ回線 ４回線以上 一般内線  ２台以上 

     多機能内線 ４台以上 

      署所間内線用専用線２回線以上 

       ＰＨＳ回線 ４回線以上 

イ 機器構成 

ボタン電話主装置は次の機器で構成されること 

（ア）若宮出張所 

ａ ボタン電話主装置（電源装置含む） １台 

ｂ 多機能電話機   ２台 

ｃ ＰＨＳアンテナ   ２台 

ｄ ＰＨＳ電話   ２台 
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（イ）鞍手出張所 

ａ ボタン電話主装置（電源装置含む） １台 

ｂ 多機能電話機   ２台 

ｃ ＰＨＳアンテナ   ２台 

ｄ ＰＨＳ電話   ２台 

（ウ）鞍手出張所 

ａ ボタン電話主装置（電源装置含む） １台 

ｂ 多機能電話機   ２台 

ｃ ＰＨＳアンテナ   ２台 

ｄ ＰＨＳ電話   ２台 

ウ 構造概要 

（ア）ボタン電話主装置本体は、耐震性を有した構造用鋼鉄製筐体内にシェルフを設け、

トランク用品、内線回路及びコントロール用品等を実装し、通常操作・点検等の保

守管理は、すべて前面よりできること。 

（イ）ボタン電話主装置本体及び電話機の外形寸法は、承諾図面により決定とする。 

（ウ）制御方式は、蓄積プログラム制御方式であること。 

（エ）冷却方式は、空冷方式であること。 

（オ）停電時、署所電話交換設備に３０分以上の電源を供給できる容量の蓄電池及び整

流器を内蔵又は別置すること。 

（３）多機能電話 

本装置は、構内電話交換装置に接続する電話設備である。 

ア 機能 

（ア）構内電話交換装置が供給する回線機能を全て使用できること。 

（イ）コールパーク釦を１６個以上内蔵し、容易に転送等ができること。 

（ウ）停電時にも通話できる機能を有していること。 

イ 規格／構造 

（ア）形式  ： デジタル型多機能電話機 

（イ）接続回線 ： 構内電話交換装置内線 

（ウ）構造  ： 保守点検及び清掃が容易な構造であること。 

（４）ＰＨＳアンテナ 

本装置は、ＰＨＳ電話用の電話設備である。       

（５）ＰＨＳ電話 

本装置は、構内電話交換装置に接続する電話設備である。 

ア 規格／構造 

イ 形式  ： 構内デジタルコードレス電話機 

ウ 接続回線 ： 構内電話交換装置内線 
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エ 構造  ： 保守点検及び清掃が容易な構造であること。 

（６）既設電話交換機 

内線番号等の設定変更を行う。 

 

第２１ メール１１９ 

本装置は、携帯電話やインターネット端末より送信されたＥメールによる通報を専

用の受信端末にて受付処理するものであること。受信メールアドレスは統一すること。 

１ 機能 

（１）Ｅメール通報受信時に、着信ブザー音、回転灯等の視認により通報着信の喚起ができ

ること。 

（２）Ｅメール通報を受信し、通報内容を受信端末のモニタに表示できること。 

２ 構成 

（１）本装置はメール１１９受信端末、ブザー、回転灯等から構成され、ＯＡラック等によ

り整然と設置が可能であること。 

（２）モニタサイズは１７型以上の液晶とすること。 

（３）インターネット接続による外部からのハッキング、コンピュータウィルスなどから保

護するためのファイアーウォールを設置すること。 

 

第２２ ファックス１１９装置 

第 1指令装置のプリンタ・カラープリンタ・スキャナ・ＦＡＸ１１９受信装置（Ａ３

複合機）と兼用とする。 

 

第２３ 事案共有システム 

本装置は、サーバ及び指令センター内の特定の端末・タブレット型情報端末から構成

され、タブレット型情報端末からは携帯電話回線経由でサーバにアクセスし、地図表

示・情報検索等を可能とするものである。 

１ 共通機能 

（１）認証機能 

ＩＤ、パスワードを入力し、ログインできること。 

（２）入力・出力 

ア Windows 標準のソフトウェアキーボードを表示し、画面タッチで文字入力できる

こと。USB キーボードが接続されている場合、ソフトウェアキーボードは表示しな

いこと。 

イ USBキーボードからも文字入力できること。 

ウ 表示している画面を保存・印刷できること。 

（３）画面レイアウト 
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ア 情報検索や地図の画面は簡易な操作で左右分割表示、情報検索全画面表示、地図

全画面表示に切り替えることができること。 

イ 予め設定しておくことにより、ボタン押下で外部のアプリを起動できること。 

２ ポータル画面 

簡易な操作で事案一覧・連絡事項・事案件数・気象情報・警報注意報を１画面で表示す

るポータル画面を表示できること。 

３ 地図機能 

指令台や車両運用端末装置で扱っているものと同等の地図を扱い、消防システムで扱

っているシンボルの表示、属性情報の表示を行うことができること。 

（１）地図基本操作 

ア 予め指定した範囲の地図情報が表示できること。 

イ スケールを表示し、地図縮尺のおおよその距離が判別できること。 

ウ ボタンのタッチまたは画面のピンチイン・ピンチアウト、マウスを接続している

場合はホイールによる地図表示の拡大・縮小ができること。また、一定の縮尺によ

り、住宅地図・道路地図が自動的に切り替わること。 

エ ドラッグによるスクロールができること。 

オ 予め設定しておくことで、任意の縮尺で地図シンボル等の表示制御が行えること。 

（２）地図検索 

ア 住所・目標物等、消防システムで管理している位置情報の検索ができること。 

また、検索条件は検索分類、画面内等絞り込みが可能であること。 

イ 水利・防火対象物・危険物・要援護者等、消防システムで管理している位置情報

を地図上にシンボル表示できること。 

ウ 地図上に表示されている水利・防火対象物・危険物・要援護者等のシンボルをタ

ッチすることで、保有している属性情報を表示すること。属性情報は文字情報に加

え、画像属性情報（JPEG、PDF 等）を保持している場合は表示可能なこと。 

エ 指令システムにて入力した届出（不能水利・道路障害等）情報を地図表示でき、

シンボルやポリゴンをタッチすることで属性情報を表示できること。 

オ テキストボックス内のキーワード入力にて、表示している画面内の住所・目標物・

水利・防火対象物・危険物・要援護者等を検索できること。また検索結果はリスト

表示され、地図画面中心から近い順に表示されること。 

カ テキストボックス内のキーワード入力にて、システムで扱っている全域の住所・

目標物・水利・防火対象物・危険物・要援護者等を検索できること。 

キ 車両運用端末装置にて登録された水利予約の位置情報を表示できること 

ク 操作する端末がタブレットではない場合、予め定義しておいた位置を表示するこ

と。 

ケ 簡易な操作で画面タッチした場所の緯度経度を表示できること。 
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コ 簡易な操作で緯度経度を値を指定して検索できること。 

（３）地図描画 

ア 地図に重ね合わせるレイヤの表示を可能とし、簡易な操作で表示するレイヤを切

り替え可能なこと。 

イ 簡易な操作で地図上をタッチすることでラインを描画し、その距離を計測可能な 

こと。 

ウ 簡易な操作で地図上をタッチすることでポリゴンを描画し、その面積を計測可能

なこと。 

 （４）地図共有(災害エリア共有) 

地図上の予め作成していた専用のレイヤに作図を行い、他のログインユーザと共

有することができること。 

ア 登録できる地図描画情報は線(ライン)、面(ポリゴン)、アイコン、文字とするこ 

 と 

イ 登録対象の専用レイヤは最大１０レイヤとすること 

ウ 専用レイヤは名称変更できること 

エ 線(ライン)を定義する場合、線種・線幅・線色を定義できること 

オ 面(ポリゴン)を定義する場合、種類・太さ・色を定義できること 

カ アイコンは 100種類まで定義できること 

キ 文字はサイズ、色を定義できること 

ク 地図上に登録した描画情報は、押下することで登録されているレイヤ名、登録日

時を表示できること 

ケ 登録した描画情報は削除できること。 

コ 管理者ユーザのみ、指定したレイヤ内の登録情報を全削除できること 

（５）地点共有 

地図上の任意の地点を位置取りし、他のログインユーザと登録した地点情報を共有

することができること。 

ア 地点情報には名称を付けることができること。 

イ 登録できる地点共有の数は１００件とする。 

ウ 登録した地点情報は、登録日時の新しい順にリスト表示できること。 

エ 登録した地点情報の位置・名称を変更することができること。 

オ 登録した地点情報を削除することができること。 

カ 管理者ユーザのみ、登録した全地点情報を削除することができること。 

（６）ルート検索機能 

指定した２点間の経路を検索することができること。 

（７）全事案・全車両表示 

管轄内で発生している全ての事案・出動している全ての車両を地図上に表示するこ
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とができること。また、簡易な操作で災害種別ごと、署所ごとに絞り込みができる

こと。 

（８）災害時系列表示 

過去に発生した災害点を、期間を指定して地図上に時系列に表示することができる

こと。 

（９）複数事案選択表示 

簡易な操作で複数事案選択モードに移行し、選択した事案のみ地図上に表示するこ 

とができること。 

（10）１１９ヘルプ 

指令センターの１１９受付で指令員が災害点を分からない場合、本機能を使用して 

代理で場所特定することができ、指令センターに指定位置を送信することができるこ

と。 

４ 情報検索機能 

自動出動指定装置より検索に必要な情報を参照し、端末側の検索操作等により必要な

情報を表示することができること。 

（１）事案情報表示 

ア 災害事案及び救急事案の一覧を表示でき、定期的に表示内容の更新ができること。

また、選択した事案の災害点と当該事案に出動している車両の位置を地図上に表示

できること。また活動中か終了した事案かは色分け等で判別可能とすること。 

イ 災害事案において表示する主な情報は以下とする。 

災害種別、災害住所、指令時刻、事案状態(一覧画面) 

受付時刻、指令時刻、災害種別、災害住所、車両動態、活動状況及び時刻、事案

経過等の事案情報(詳細画面) 

ウ 救急事案において表示する主な情報は以下とする。 

災害住所、指令時刻、出動救急車両、事案状態(一覧画面) 

受付時刻、指令時刻、災害種別、災害住所、車両動態、活動状況及び時刻、事故

種別、搬送者情報等の事案情報(詳細画面) 

エ 事案情報は主に以下の条件で絞り込みができること。 

管轄署、対象事案(本指令・訓練・試験)、防災事案、事案状態(受付中・保留・処

理中・終了)、災害種別(災害・救急・自車両)、指令日時(日時指定)、住所 

オ 一覧表示している事案を簡易な操作でCSV出力・帳票出力することができること。 

カ 事案情報に集結点の位置情報が付加されていた場合、地図上に表示できること。

(集結点を使用する場合のオプション)  

キ 事案情報に指示地指定の位置情報が付加されていた場合、地図上に表示できるこ 

と。（指示地を使用する場合のオプション） 

ク 表示する事案の災害種別や事案状態はログインユーザに割り振られている権限
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によって表示制御できること。 

ケ 消防本部が複数構成されている消防システムで使用する、かつ、他都市応援事案

の場合、受援事案(応援元事案)の詳細情報を表示できること。 

（２）災害事案管理 

発生している事案を災害としてまとめて管理することができること。 

ア まとめる災害名を定義し、複数の事案を定義した災害名に紐づけすることができ

ること。 

イ 自動出動指定装置にて管理しきれない事案を本アプリ内で作成することができ

ること。 

ウ ログインユーザ宛に作業要請を行うことができ、依頼された事項を一覧管理する

ことができること。 

エ 作業要請の詳細を要請書として出力できること。 

オ 要請を受けたログインユーザは、自身の作業一覧を確認することができ、対応状

況を入力することができること。 

カ 消防庁が定める火災・災害即報要領の様式１～４に準拠した災害状況報告の情報

を入力することができ、帳票出力できること。 

（３）車両状況表示 

全車両の最新の車両状況を一覧表示でき、定期的に表示内容を更新できること。

また、選択した車両の位置を地図上に表示できること。 

（４）病院検索 

ア 消防システムで管理している病院一覧を表示できること。また、選択した病院の

位置を地図上に表示できること。また、指定した条件で絞込検索ができること。 

イ 表示する情報は以下とする。 

病院名、診療可否、手術可否、当番病院、空床数等(一覧表示) 

病院名、所在地、地区、病院種別、告示区分、開設区分、連絡先（電話番号）等

(詳細画面) 

５ タイムライン機能 

（１）事案選択機能 

ア 取得した事案情報を元にスレッド(掲示板)を作成すること。 

イ 指令受信した事案表示部もしくは事案一覧から投稿可能なスレッド画面に遷移

できること。 

（２）スレッド(掲示板)画面表示 

 ア 事案選択画面で選択したスレッド(掲示板)を表示すること。 

 イ 既に投稿されたコメントがある場合は表示させること。 

 ウ 参照しているスレッドまたはログインユーザが受信している指令情報のスレッ

ドで新しくコメントが投稿された場合、通知すること。 
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エ コメントはログイン名称を投稿者欄に表示すること。 

オ 投稿した日時を表示すること。 

カ 投稿は時系列に表示すること。 

キ ログインしている本人が投稿したコメントはアイコン表示すること。 

ク 画像の投稿があった場合、サムネイルを表示し、タッチすることで原寸表示で

きること。 

ケ 画像以外のファイル投稿があった場合リンクを表示し、タッチすることでダウ

ンロードできること。 

コ カメラ起動ボタンを設け、押下することでカメラアプリを起動すること。また、

本操作で撮影した画像・映像はタイムラインに自動投稿すること。 

サ コメント送信ボタンを設け、押下することでコメント送信画面に遷移すること。 

シ ファイル送信ボタンを設け、押下することでファイル選択画面を表示すること。 

ス 事案情報とは別に任意にスレッドを連絡事項として作成でき、タイトルと備考

に概要情報を入力し表示できること。 

セ 連絡事項は期限を定義でき、期限を過ぎたものは自動的に削除すること 

ソ 作成した連絡事項は削除可能であること。 

タ 投稿者を指定して、絞り込み表示できること。絞り込みを行うための投稿者一

覧を表示し、この投稿者一覧は過去に投稿したユーザに限定すること。 

チ 投稿画像に撮影日時の Exif情報が登録されていた場合、表示すること。 

ツ 投稿画像に撮影場所の Exif情報が登録されていた場合、タイムラインに位置表

示用のアイコンを表示すること。位置表示用のアイコンを押下することで地図画

面に該当位置を表示すること 

テ 動画を投稿した場合、サムネイル画像を表示すること。 

ト タブレットから動画撮影し投稿した場合、タイムラインに位置表示用のアイコ

ンを表示すること。位置表示用のアイコンを押下することで地図画面に該当位置

を表示すること。 

ナ 事案選択時に既に画像・動画の位置情報の投稿がある場合、地図上に該当位置

を表示すること。 

（３）コメント送信画面 

ア 文字入力エリアから文字を入力できること。 

イ 予め定義した定型文を表示し、タッチすることで定型文を入力できること。定

型文を登録できる上限数は１件１０文字、９９件とすること。 

ウ 送信ボタンを押下することにより、対象スレッドに投稿できること。 

（４）ファイル送信画面 

ア 画像ファイルを投稿できること。送信する際は予めサイズ制限を設け、設定し

たサイズ以上の画像ファイルは投稿できないようにすること。投稿できる画像の
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拡張子は以下とする。 

png,jpg,jpeg,gif,bmp 

イ 画像以外のファイルも投稿できること。送信する際は予めサイズ制限を設け、

設定したサイズ以上のファイルが指定された場合は投稿できないようにするこ

と。投稿できるファイルの拡張子は以下とする。 

txt,pdf,avi,mp4,wmv 

 （５）管理機能 

    ア 管理者ユーザ、システム管理者ユーザでログインすると、全てのスレッド・投

稿に対して削除、再表示できること。 

    イ 一定期間経過後、過去のスレッドを削除すること。 

６ 手書きメモ入力機能 

（１）手書きメモ入力機能 

 タブレットのペンやマウス等を使用して、手書き情報を入力することができること。 

ア 手書き起動アイコンより手書きメモ入力画面を起動できること。 

イ タイムラインに投稿されている画像ファイルを背景に手書きメモ画面を起動でき

ること。 

ウ 表示している地図を背景に手書きメモ画面を起動できること。 

エ 地図上に表示されているシンボルの画像属性を背景に手書きメモ画面を起動でき

ること。 

オ 事案情報詳細に表示されている雛形手書き画像を背景に手書きメモ画面を起動で

きること。 

カ 手書き入力する際に、２０種類の中から色を選択できること。 

キ 手書き入力する際に、５種類の太さから選択できること。 

ク ペンモードで描画領域に描画し、消しゴムモードで描画対象を消去することがで

きること。 

ケ 予め登録しているアイコンを描画領域に挿入することができること。 

コ 背景画像はファイルから読み込むことができること。 

サ 描画領域は拡大・縮小できること。 

シ 描画領域はウィンドウサイズに合わせて表示領域を拡大・縮小することができる

こと。 

ス 描画領域が画面より広い表示をしているとき、スクロールすることができること。 

セ 描画領域はタブで複数管理できること。管理できる数は最大９９枚とする。 

ソ 描画領域は指定した矩形で切り取り(トリミング)できること。 

タ 描画内容を一度で消去することができること。 

チ 描画内容を指定したタイムラインのスレッドに送信できること 

ツ 描画内容を印刷・画像ファイルとして保存できること。 
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（２）手書きメモ共有機能 

ア 手書きメモ画面で共有ボタンを押下し、共有先の事案・テーマをすることにより、

描画中の手書きメモを他ログインユーザに公開することができること。 

イ 共有中は手書きを行うたびに描画内容を更新し、参照する側に更新情報を表示す

ることができること。 

ウ 参照する側は他ユーザが手書き共有している事案・テーマをアイコン等で確認で

き、描画している手書きメモを参照することができること。 

エ 共有した手書きメモは共有したユーザ側で解除操作ができること。 

（３）マニュアル参照 

   所定のフォルダを表示し、関連付けられたファイルを読み込み、表示できること。 

７ 管理機能 

（１）サーバ側管理機能 

ア ＩＤの種類として以下を設けること。 

 （ア）一般ユーザ 

 （イ）管理者ユーザ 

 （ウ）システム管理者ユーザ 

イ 消防本部が複数構成されている消防システムでもログインＩＤをキーにして各自

消防の事案・地図情報のみ参照できるように設定できること。 

（２）端末側管理機能 

ア 簡易な手順で、プログラム更新できること。 

イ 簡易な手順で、端末のログを送信できること。 

８ 構造概要 

（１）事案共有サーバ 

ア ＣＰＵ    インテル(R) Xeon(R) eE3-1220v5 (3.00GHz，4C/4T)と同等以上 

イ メモリ    １６ＧＢ以上 

ウ 補助記憶装置 ３００ＧＢ以上（ＲＡＩＤ１、ホットスペア構成） 

エ 外部記憶装置 磁気ディスクまたは光学ディスク等 

オ ＯＳ     Windows Server 

カ 入力方式   マウス入力及びキーボード入力 

（２）署所・指令センター向け端末(※指令書出力 PCや自動出動の多目的ディスプレイに相

乗り想定) 

ア ＣＰＵ    インテル(R) Core i3-4330(3.50GHｚ)と同等以上 

イ メモリ    ４ＧＢ以上 

ウ 補助記憶装置 １２８ＧＢ以上 

エ ＯＳ     Windows 

オ 入力方式   マウス入力及びキーボード入力 
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カ ディスプレイ 

（ア）表示画面    ２１．５型以上（カラー液晶ディスプレイ） 

（イ）画面解像度   １９２０×１０８０ドット以上 

（ウ）表示色カラー  １６７０万色以上 

（３）指揮支援タブレット 

ア ＣＰＵ    インテル(R) Core i5-7300U vProプロセッサーと同等以上 

イ メモリ    ８ＧＢ以上 

ウ 補助記憶装置 １２８ＧＢ以上 

エ ＯＳ     Windows 10 LTSC相当 

オ 入力方式   マウス入力、タッチ入力及びキーボード入力 

カ ディスプレイ 

（ア）表示画面 １０．１型以上（カラー液晶ディスプレイ） 

（イ）画面解像度 １２８０×８００ドット以上 

（ウ）表示色カラー １６７０万色以上 

 

第２４ 非常用補助電話機 

１１９番通報輻輳時に受付業務を補助するため、補助受付用電話機を設置する。 

１ １１９番輻輳時に受付が可能であること。 

２ 指令台障害時に１１９番受付バックアップ用としても使用できること。 

３ 卓上型多機能型電話機とし、指定場所に設置して使用できること。 

４ 多チャンネル長時間録音装置と連動し、通話内容を自動的に録音できること。 

５ ＦＡＸ１１９の場合は、専用のＦＡＸ機への転送機能があること。 

６ 指令室以外にも設置可能とし、１１９番回線の受付・発信者番号取得・再発信（コール

バック）が可能であること。 

７ 非常時、署所からリモート指令など行う際は、指令用 NW を利用し本装置を接続する

ことができ、１１９番通報を受付できること。 

 

第２５ Ｎｅｔ１１９通報装置 

本システムはアルカディア製のシステムを採用し、災害要援護者等に対し、一般に市

販されているスマートフォンや携帯電話を利用し、自宅及び自宅以外からの通報を可

能とするものであること。 

なお、機能要件及び非機能要件及び共通電文は総務省消防庁「119 番通報の多様化に

関する検討会報告書」に記載されている要件を原則満たすこと。 

ただし、これらと同等の性能が確保されていれば本市と調整することが可能である。 

システムイメージは下記のとおりとする。 
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１ 通報者機能 

（１）通報機能 

利用者が、自身の携帯通信端末上の Webブラウザ等を用いて通報できること。 

（２）利用者認証機能 

通報時の操作の簡略化に配慮し、ID／パスワード入力等の操作を求めること なく速

やかに本人認証を行い、通報者の特定ができること。 

（３）位置情報取得機能 

以下の方法により通報場所を特定し、その場所を管轄する消防本部の受付端末に通

報内容を送信するとともに、当該消防本部と通報者との間でチャットが利用できるこ

と。 

（４）GPS 測位機能 

通報者の携帯通信端末が GPS 測位に成功した場合に、その結果を取得して通報を行

った場所を受信者端末に送信できること。また、通報開始時点で利用者の携帯通信端末

の GPS測位機能が無効とされている場合には、自動的に当該機能を有効にするか、利用

者に対して当該機能を有効にすることを求める機能を有すること。 

（５）ネットワーク測位機能 

利用者端末周辺 Wi-Fi アクセスポイントや携帯電話基地局等に基づく測位結果を消

防本部端末に送信できること。 

（６）チャット機能 

通報発信後に通報先の消防本部と文字入力によるリアルタイム交信（チャット機能）

ができること。また、定型文 による質問事項への回答については、テキスト入力によ

らずボタン入力等により容易に選択できること。 

（７）写真送信機能 

チャット機能にて、通報者から受信者へ写真データの送信ができること。 

（８）練習機能 

実通報と同様の操作を体験する形での通報の練習が行えること。この場合の通報は

通報受付端末には接続しないこと。 

（９）設定内容編集機能 

利用者が設定内容について、追加・変更・削除を可能とする機能を搭載すること。

なお、個人情報保護の観点より、2段階の認証プロセスを施すこと。 
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２ 通報受付機能 

（１）ログイン／ログアウト 

受信者の権限により、Webサイトにアクセスできること。 

（２）通報情報管理機能 

通報一覧が表示され、通報の受理や削除、保留した通報の再開が行えること。 

（３）通報情報受信機能 

利用者からの通報を受信できること。また、通報者の情報を確認できること。 

（４）通報場所表示機能 

通報場所（緯度、経度及び誤差範囲）が地図上に表示されること。また、通報中に

通報者が移動した場合や、通報開始時点で取得できなかった GPS 測位情報が後に取得

可能となる場合があることを考慮し、一定時間毎（数秒～数十秒間隔程度）に表示され

る通報場所情報の自動更新が行われること。 

（５）チャット機能 

通報情報に補足がある場合に、利用者と情報のやりとり（通報者から送信された写

真データの閲覧を含む。）を行えること。また、通報者との迅速なやりとりを行うため、

予め通報者への質問事項及び当該質問事項への回答に係る選択肢を定型文として登録

しておくことができること。登録可能な定型文の件数の上限は、２０件とする。 

（６）呼び返し機能 

通報者との通信が途絶えた場合に、登録されたメールアドレス宛に呼び返しメール

の送信がシステム管理画面の通報履歴からできること。 

（７）転送機能 

位置情報の誤差等により管轄外のエリアから通報があった場合に備え、一度受理し

た通報を、通報場所を管轄する消防本部へ転送できること。転送の際には、転送先の消

防本部の受信装置には通報者の利用者情報通報場所情報及び転送時点までのチャット

ログを併せて送信すること。 

（８）保留機能 

呼び返しへの応答待ち等、対応中の通報について通報者とのやりとりが一時的に発

生しないと見込まれる場合に、当該通報を保留し、受理待ちとなっている他の通報への

対応を行えること。 

（９）印刷機能 

通報情報を他の消防本部に共有するため、通報内容、通報者情報、通報場所位置情

報、チャットログを整理して印刷できる機能を有すること。  

３ 利用環境等 

利用者が使用可能な端末は、次の通りとする。 

（１）対応機種 スマートフォン(Android 5.0以降, iOS 9.0以降) ※MVNO、音声契約が

ない回線契約の端末を含む及びフィーチャーフォン (docomo, au, SoftBank)｡ 
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（２）対応ブラウザ Android: Google Chrome（推奨）または標準ブラウザ。iOS: Safari

（標準ブラウザ）。フィーチャーフォン: WAP 2.0対応ブラウザ（標準ブラウザ） 

（３）すべての通信は TLS 1.2以上の暗号化通信を採用すること。ただし、SHA-2未対応の

古い携帯電話を使用する利用者がいる状況を考慮し、暗号化されていない旨の注意喚

起を行ったのち、共通電文仕様に定められた制約に従う形で平文による通信を許容す

る。 

（４）古い端末のサポートを打ち切る場合は、該当機種の利用状況を考慮し、事前に本消防

管内に同意を得た上で、十分な周知を行うこと。 

（５）新しい OSや機種に順次対応すること。その費用は月額利用料に含まれるものとする。  

４ システム非機能要件  

24 時間 365 日間対応可能とし、119 番の緊急通報受信業務同様に、ミッションクリテ

ィカルな要求を満たす可用性を維持すること。 

（１）運用時間 365 日 24時間無停止とすること。 

（２）稼働率 99.999%とすること。対象範囲は Net119ゲートウェイとする。事業者間連携

における連携の停止は含めない。また、外部要因（例：DDoS 攻撃などによるサービス

停止等）を除く。 

（３）耐障害性 全てのサーバ、ネットワーク機器、回線、ストレージ等は冗長化されてい

ること。対象範囲は Net119ゲートウェイとする。 

（４）災害対策 システムは同一の構成をＤＲ（Disaster Recovery）サイトで構築するこ

と。また、保管場所は 300ｋｍ以上離れた遠隔地とし、リモートバックアップすること。 

（５）運用保守 リソース監視・性能監視を行うこと。 ※故障記録を管理しておくこと。 

（６）バックアップ データ復旧範囲はシステム内の全データを復旧すること。また取得間

隔は同期バックアップとすること。また、過去データから復旧する場合に備え、日次バ

ックアップも取得しておくこと。 

（７）時刻同期 システム全体を外部の日本標準時（JST)と同期すること。 

（８）計画停止 計画停止無しとすること（※ただし、セキュリティパッチ適用時等で冗長

化構成の片系を停止することは可とする）。 

（９）試験用環境の設置 専用の試験環境を設置すること。 

（10）外部システム接続 事業者間連携に必要な外部システムと接続すること。接続にあた

っては、事業者間連携の共通電文仕様書に基づくこと。 

（11）セキュリティ監査・診断 セキュリティ監査を実施すること。 

（12）セキュリティパッチ適用 システム全体を適用範囲とすること。また、緊急性の高い

セキュリティパッチを適用すること。※パッチ適用にあたっては、事前に試験用環境で

システムへの影響を確認した上で、系切替する等してシステム停止を伴わずに適用す

ること。 

（13）マルウェア対策 システム全体において、マルウェア対策を実施すること。 
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（14）機材設置・環境条件 本機器を設置するデータセンターには免震装置が設置されてい

ること。また、停電対策がなされていること。 

（15）データセンター設置場所 日本国内とすること。 

５ 通報受付端末構成 

（１）構成 

構成は次のとおりであること。  

（２）受付端末    １式  

ア 警報装置（着信表示灯等） １式  

イ プリンタ   １式 

ウ 端末スペック 

（ア）CPU：Intel Core i5 相当以上推奨 

（イ）メモリ：8GB 以上(16GB 以上推奨) 

（ウ）HDD 等：250GB 以上 

（エ）画面解像度：1920x1080 推奨 

（オ）OS：Windows10Pro, Windows11Pro 

※飯塚地区消防本部 2 台、直鞍消防に関しては既設流用（設定等は必要に応じて実 

施） 

（３）着信表示灯 

パトライト社製を使用する。 

 

第２６ 監視カメラシステム（直鞍消防） 

１ 概要 

監視カメラ及びレコーダーを更新し，指令室設置にてカメラのパン・チルト等の操作が可能で，

全てのカメラ映像の録画が可能なこと。 

監視映像は，モニタ及び多目的表示盤等に表示できること。 

２ システム構成 

監視カメラ  3式 

ネットワークディスクレコーダー １式 

操作用モニタ １式 

ＨＵＢ（ＰｏＥ対応） １式 

（１）機器仕様 

監視カメラ 

設置場所に応じて，屋外用，ドーム型等のハウジングを設置すること。 

カメラの遠隔操作は，マウスにて操作が可能なこと。 

 

ア 屋外用カメラ・屋内用カメラ   
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項目 性能・仕様 

撮像素子 1/2.8型 CMOSプログレッシブスキャン 

有効画素数 213万画素、1945（H）×1097（V） 

最低照度 カラー：0.05lx、白黒：0.02lx（F1.6、50%出力、 IR-LED 

OFF） 

ズーム比 ×2、×4、×8、×16、×32 

焦点距離 ４．７㎜～８４．６㎜ 

回転範囲 水平 ０°～３６０° 

垂直 －３０°～９０°(上向～水平～真下) 

回転速度 水平 約 0.5°/S～100°/S (プリセット時約 300°/S) 

垂直 約 0.5°/S～100°/S (プリセット時約 100°/S) 

画像解像度 

ネットワーク 

高画質フル HD（1920×1080)/30fps対応 

機器の仕様については承諾図提出時に見直し検討があるものとする。 

 

イ ネットワークディスクレコーダー   

項目 性能・仕様 

ＨＤＤ容量 標準 4TB（増設時最大 16TB） 

画像解像度 3840×2160、1920×1080、1600×1200、1280×1024、

1280×768、1024×768 

画像圧縮方式 映像：H.264/JPEG/MPEG-4、音声：G.711 μ-Law 

映像出力端子 HDMI×1、DisplayPort×1、D-sub15pin×1（アナログ） 

モニタ端子 ＨＤＭＩ １系統 

ﾏｳｽ接続ﾎﾟｰﾄ １系統 

寸法 幅 461.2×高さ 44.2×奥行 414.3mm 

その他  

※ 上記の表示用のモニタ及び多目的表示盤への分配機器類を含む 

機器の仕様については承諾図提出時に見直し検討があるものとする。 

 

ウ 操作用モニタ   

項目 性能・仕様 

画面サイズ ２４Ｖ型以上 

画素数 1366×768画素(水平×垂直) 

視野角 １７６度 

映像出力端子 １Ｖp-p/７５Ω １系統(ＲＣＡ)以上 
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コントラスト ３０万：１ 

寸法 幅５１０㎜ 高さ３７６㎜ 奥行き１７８㎜ 

消費電力 約４３Ｗ 

※ 機器の仕様については承諾図提出時に見直し検討があるものとする。 

 

エ 表示用モニタ  天井吊り 

項目 性能・仕様 

画面サイズ 40Ｖ型以上 

画素数 1920×1080 画素(水平×垂直) 

視野角 １７６度 

映像出力端子 １Ｖp-p/７５Ω １系統(ＲＣＡ)以上 

コントラスト ３０万：１ 

寸法 幅５１０㎜ 高さ３７６㎜ 奥行き１７８㎜ 

消費電力 約７０Ｗ 

※ 機器の仕様については承諾図提出時に見直し検討があるものとする。 

 

第２７ 表示用モニタ 

   

項目 性能・仕様 

画面サイズ 60Ｖ型以上 

映像入出力端子 １Ｖp-p/７５Ω １系統(ＲＣＡ)以上。入力を HDMI×3 

※ 3台のうち 1台はチューナーつき。2台はスマートテレビ 

機器の仕様については承諾図提出時に見直し検討があるものとする。 

 

第２８ 指令用庁舎放送設備 

各署所の放送設備は既設流用とする。 

 

第２９ 署所映像システム 

１ 概要 

室内に設置する液晶ディスプレイ装置であり、指令情報出力装置ディスプレイ装置の表

示内容を映し出すとともに、一般テレビ機能の他、切り替えにより監視カメラを表示受信

するものである。構成は既設と同等のものとする。 

２ 機器構成・機能 

（１）画像制御装置 

ア 一般テレビ、監視カメラ等の映像、指令情報出力装置ディスプレイ装置映像の切り

替えを行えるものであること。 
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イ 出動指令受信時には指令情報出力装置ディスプレイ装置の表示内容を自動表示す

ること。 

（２）ＨＤＤブルーレイレコーダー（ＨＤＤ容量２ＴＢ以上） 

ア 機能 

(ア) ＴＶ受信信号の録画ができること。 

(イ) ＴＶ受信信号を録画に関係なく出力できること。 

(ウ) スイッチャの映像信号・音声信号出力（NTSC系の映像）を本装置に入力して録

画できること。 

(エ) 地上デジタル・ＢＳ・ＣＳデジタル等の放送を受信できること。 

(オ) 録画再生方式は,ＨＤＤ及びブルーレイ・ＤＶＤの両用方式であること。 

(カ) デジタルビデオカメラで撮影した画像を再生できること。 

イ 構造概要 

(ア) 信号入出力端子は,映像／音声・Ｓ映像・デジタル映像・アンテナ端子等である

こと。 

(イ) 機器収納ラックに収容できること。 

機器の仕様については承諾図提出時に見直し検討があるものとする。 

（３）ディスプレイ 

 

第２章 消防救急デジタル無線設備  

第１節 消防救急デジタル無線の構成 

消防救急デジタル無線設備の機器構成及び数量は、下記のとおりとする。 

 

品 名 数量 単位 備 考 

②  共通機器     

１ 指令センター設備     

 (1)無線回線制御装置  1 式  

 (2)管理監視制御卓  1 式  

 (3)NW機器(ルータ・L2,L3スイッチ関係) 1 式  

 (4)7.5GHz帯簡易型多重無線装置(26M) 1 台  

 (5)卓上型固定移動局無線装置  1 式  

 (6)直流電源装置(無線用)  1 式  

 (7)DC/ACインバータ(1ｋVA)  1 式  

２ 共通波     

 (1)基地局無線装置(共通波)基本架  1 式  

 (2)基地局無線装置(共通波)増設架  1 式  

 (3)空中線共用器 6CH用  1 式  
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 (4)基地局用空中線(3素子八木)   2 式  

 (5)同軸避雷器(ショートスタブ型)  2 式  

 (6)遠隔制御器(LANタイプ：卓上型)  1 式  

 (7) 7.5GHz帯簡易型多重無線装置(26M) 1 式  

３ 機器現地調整費用  1 式  

４ 現調費・委託料  1 式  

     

      

② 飯塚地区消防本部個別機器     

１ 指令センター設備     

 (1)遠隔制御設備(LANタイプ:卓上型) 2 式  

２ 飯塚地区消防本部     

 (1)基地局無線装置(活動波)基本架  1 式  

 (2)基地局無線装置(活動波)増設架  1 式  

 (3)空中線共用器 4CH用  1 式  

 (4)基地局用空中線(コーリニア型)   2 式  

 (5)基地局用空中線(3素子八木)  2 式  

 (6)基地局用空中線(8素子八木)  2 式  

 (7)同軸避雷器(ショートスタブ型)  6 式  

 (8)分配器(2分配)  2 式  

 (9)切替器  2 式  

 (10)L3スイッチ  2 式  

 (11)L2スイッチ  2 式  

 (12)ルータ  2 式  

 (13)直流電源装置(無線用)  1 式  

 (14)DC/ACインバータ(1ｋVA)  1 式  

 (15)機器収容ラック  1 式  

３ 三郡山基地局     

 (1)基地局無線装置(活動波)基本架  1 式  

 (2)基地局無線装置(活動波)増設架  1 式  

 (3)空中線共用器 4CH用  1 式 流用 

 (4)基地局用空中線(3素子八木)  2 式 流用 

 (5)同軸避雷器(ショートスタブ型)  2 式 流用 

 (6)L3スイッチ  2 式  

 (7)L2スイッチ  2 式  
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 (8)ルータ  2 式  

 (9)直流電源装置(無線用)  1 式  

 (10)DC/ACインバータ(1ｋVA)  1 式  

 (11)非常用発動発電機(無線用)  1 式 点検、メンテナンス 

 (12)機器収容ラック  1 式 流用 

４ 飯塚分移動局設備     

 (1)車載型無線装置  35 式 １０Ｗ 

 (2)携帯型無線装置  5 式 ５Ｗ 

 (3)可搬型移動局無線装置(大容量電池付) 3 式 １０Ｗ 

 (4)署活無線装置  6 式  

５ 機器現地調整費用 SI費  1 式  

６ 現調費・委託料  1 式  

      

      

      

③ 直方・鞍手広域市町村圏事務組合個別機器    

１ 指令センター設備     

 (1)遠隔制御設備(LANタイプ:卓上型) 2 式  

２ 直方鞍手消防基地局     

 (1)基地局無線装置(活動波)基本架  1 式  

 (2)基地局無線装置(活動波)増設架  1 式  

 (3)空中線共用器 4CH用  1 式 流用 

 (4)基地局用空中線(コーリニア型)   4 式 流用 

 (5)同軸避雷器(ショートスタブ型)  4 式 流用 

 (6)L3スイッチ  2 式  

 (7)L2スイッチ  2 式  

 (8)ルータ  2 式  

 (9)遠隔制御設備(LANタイプ:卓上型) 2 式  

 (10)直流電源装置(無線用)  1 式  

 (11)DC/ACインバータ(1ｋVA)  1 式  

 (11)非常用発動発電機(無線用)  2 式 点検、メンテナンス 

３ 直方鞍手分移動局設備     

 (1)車載型無線装置  15 式 １０Ｗ 

 (2)携帯型無線装置  19 式 ２Ｗ 

 (3)可搬型移動局無線装置(大容量電池付) 1 式 １０Ｗ 
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 (4)卓上型固定移動局無線装置  6 式  

 (5)署所用アンテナ設備  1 式  

 (4)署活無線装置  29 式  

４ 機器現地調整費用 SI費  1 式  

５ 現調費・委託料  1 式  

第２節 消防救急デジタル無線の運用及びチャネル構成 

基地局に設置する無線設備は無線回線制御装置により接続され、指令系システム又

は遠隔制御器等から運用できること。チャネル構成は以下のとおりとする。 

 

各基地局のチャネル構成案 

 

  

基地局名 

チャネル名称 

飯塚地区 

消防本部 

三郡山 

無線基地局 

本城 

無線基地局 

   

活動波 1 非常送 〇 〇 〇    

活動波 2 非常送 〇 〇 〇    

活動波 3 非常送 〇 〇     

主運用波 非常送  〇     

統制波 1 非常送  〇     

統制波 2 非常送  〇     

統制波 3 非常送  〇     
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第３節 消防救急デジタル無線の機能 

第１ 一般的機能 

消防救急デジタル無線共通仕様書に規定される機能のうち、使用する機能を示す。 

消防救急デジタル無線システムの機能 

通信 

形態 

周波数区分 消防救急波 主運用波 統制波 

機 能 名 

消防指

令セン

ターか

ら 

移動局 

から 

消防指令

センター

から 

移動局 

から 

消防指令

センター

から 

移動局 

から 

音声 

通信 

一斉音声通信 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

個別音声通信 ○ ○ － － － － 

グループ音声通信 ○ ○ － － － － 

通信統制 表 3.2 による 

移動局間直接音声通信 － ○ － ○ － ○ 

自営通信網接続通信（有無線

接続） 

（ 

－ △（注

1） 

－ △（注

1） 

－ △（注

1） PSTN 接続通信（有無線接続） － △（注

1）1） 

－ △（注

1） 

－ △（注

1） 県庁接続通信（有無線接続） － － － － － △（注

2） 消防指令センター間音声通信 

（基地局間通信） 
－ － × － × － 

非音声 

通信 

発信者番号送信 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

ショートメッセージ伝送 × × × × × × 

データ伝送 

（車両支援情報） 

△（注

3） 

△（注

3） 
× × 

△（注

4） 

△（注

4） 

音声＋ 

非音声 

同時 

通信 

音声通信中のショート 

メッセージ伝送 

（一斉、個別、グループ） 

× × × × × × 

機能 
移動局自動チャネル切替 × － － 

発信者番号表示 ○ ○ ○ 

○：実装する。 

△：条件付きで実装する。 

×：実装しない。 

－：機能なし。 

注 1：指令台における手動での有無線接続に限る。 

注 2：県庁接続通信機能は緊急消防援助隊の隊長車両等に限定。有無線接続に限る。 

注 3：車載型無線機（車両運用端末装置連携）のみ。 

注 4：緊急援助隊の通信インタフェースを具備していること。 
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注 5：常送の場合に限る。 

 

通信統制の内容 

基地局／移動局 

機能名 消防救急波 主運用波 統制波 

（消防指令センターにおける）通話モニタ機能 ○／－ ○／－ ○／－ 

（消防指令センターにおける）通話モニタ表示

機能 
○／－ ○／－ ○／－ 

（消防指令センターにおける）通信モニタ機能 ○／－ ○／－ ○／－ 

移動局におけるセレコール通信モニタ機能 －／○ －／－ －／－ 

他局通信中の表示機能 ○／○ ○／○ ○／○ 

他局通信中の発信禁止機能 －／○ －／○ －／○ 

セレコール送信中の発信規制・表示機能 －／○ －／－ －／－ 

セレコール送信中の音声と同時ショートメッセ

ージ伝送機能 
×／× －／－ －／－ 

出場指令時の表示・発信規制機能 ○／○ ×／○ ×／○ 

通信規制時の表示・発信規制機能 ○／○ ×／○ ×／○ 

緊急信号の表示・発信規制機能 ×／× ×／× ×／× 

強制切断機能（注 1） ○／○ ○／○ ○／○ 

連続送信防止機能 －／○ －／○ －／○ 

○：実装する。 

×：実装しない。 

－：機能なし。 

注 1：移動局は、2波複信型に限る。 

 

第２ その他の機能 

１ 移動局の実装無線チャネル 

移動局（車載型無線装置、携帯型無線装置等）には活動波（飯塚）3波、（直鞍）2波及

び共通波 10波（統制波 3波、主運用波 7波）を実装すること。 

２ 車載型無線装置（デジタル無線部） 

車載型無線装置は「2波複信」車載型無線装置とし、ダイバーシチ機能を具備すること。 

 

 

 

 



 171 

第４節 多重無線・FWA システムの構成 

消防救急無線の更新に伴い，多重無線・FWA網を構築すること。 

また，上記設備の更新に伴い，各種機器の接続端子が，Ethernet（IP）に変更となる

ため，ＩP 化した多重無線・FWA網を構築する。 

 

 

 

 

 

 

第５節 環境条件 

機器は、次の条件で異常なく動作するものであること。なお、「装置仕様」に記載が

ある場合は、その記載内容を優先する。 

第１ 動作保証温度 

屋内機器    0℃ ～ ＋40℃ 

屋外機器・車載無線機 －10℃ ～ ＋50℃ 

第２ 動作保証湿度 

屋内機器   85％以下（35℃、結露なきこと） 

屋外機器・車載無線機  95％以下（35℃、結露なきこと） 

 

第６節 装置仕様 

第１ 無線回線制御装置 

本装置は、消防救急デジタル無線システム全体を制御し、指令系装置、基地局無線装置、

遠隔制御器、移動局における通信を接続するものである。 

１ 機能 

（１） 共通機能 

ア 通信履歴管理を行うための情報として、各基地局無線装置が受信した移動局から

の情報（「移動局番号」「受信基地局」、「受信チャネル」）を、管理監視制御卓へ伝達

可能なこと。 

イ 基地局選択機能 

（ア）ひとつの移動局が送信した通信を、複数の基地局無線装置で同時に受信した場合、

受信電界情報（RSSI）等を元に、最適な基地局無線装置を選択して通信を行い、指

令系装置と移動局間の通信品質の維持が可能なこと。 

（イ）指令系装置からの操作により、基地局無線装置の受信電界情報（RSSI）に関わら

ず、手動選択による送信も可能なこと。 

ウ 基地局折り返し機能 

設置場所 

 

飯塚地区 

消防本部 

三郡山 

無線基地局 

 

多重無線(7.5GHz)  〇 〇  
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（ア）移動局から受信した音声信号を、同一基地局無線装置の送話回線に折返し伝送可

能なこと。 

（イ）複数の基地局および無線通信チャネルをあらかじめ登録した組み合わせ（チャネ

ルグループ）にグループ化することにより、指令系装置等からチャネルグループへ

一斉音声通信を行えること。また、ひとつの基地局で移動局から受信した音声信号

をチャネルグループに折り返すことが可能なこと。なお、本機能は指令系装置等の

操作によりグループ化および解除が行えること。また、管理監視制御卓からもグル

ープ化および解除が行えること。 

エ 移動局情報管理機能 

（ア）無線回線制御装置で受信した最新の各移動局情報（使用基地局、使用チャネル）

を管理する機能を有すること。 

（イ）無線回線制御装置で受信した最新の各移動局情報（使用基地局、使用チャネル）

を指令系装置にリアルタイムで通知できること。 

オ 呼び出し時間短縮機能 

（ア）指令系装置から通信履歴を選択して一斉音声通信を開始する場合に、移動局の呼

出時間を短縮するために、無線回線制御装置にて管理する移動局情報を参照し、対

象移動局の呼出が可能なこと。 

（イ）指令系装置から個別音声通信を開始する場合に、移動局の呼出時間を短縮するた

めに、無線回線制御装置にて管理する移動局情報を参照し、対象移動局の呼出が可

能なこと。 

（２）一斉音声通信機能 

指令系装置、遠隔制御器、及び移動局からの制御により、一斉通信が可能であること。 

なお、基地局無線装置への上り回線はプレスト－クによる半複信方式の一斉音声通信

が可能なこと。 

（３）個別音声通信機能 

ア 指令系装置、遠隔制御器と連携し個別呼出番号にて相手先を呼び出すことにより、

あらかじめ登録された車載型無線機に対する選択呼び出しによる通信が行えること

（指令台のタッチパネルに登録している車両名称をタッチすることにより、個別車両

番号の入力など、煩雑な操作を伴わずに個別呼出が可能なこと）。 

イ 移動局から基地局無線装置を経由し、同じ無線通信チャネルで待ち受けている特

定移動局、及び指令系装置の呼出が可能なこと。 

ウ 指令系装置、遠隔制御器と移動局間の個別音声通信は、複信または半複信方式にて

行うこと。但し、移動局間の個別音声通信は、プレストーク方式による半複信または

単信方式とすること。 

（４）グループ音声通信機能 

ア 指令系装置、遠隔制御器と連携しグループ呼出番号にて相手先グループを呼び出
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すことにより、あらかじめグループとして登録された移動局に対する音声通信が可能

なこと。 

指令台タッチパネルに登録しているグループ名をタッチすることにより、グルー

プ番号の入力など、煩雑な操作を伴わずにグループ呼出が可能であること。 

イ 移動局から基地局無線装置を経由し、同じ無線通信チャネルで待ち受けている特

定グループの選択呼び出しが可能なこと。 

ウ 指令系装置、遠隔制御器と移動局間のグループ通信は、半複信方式にて行うこと。

但し、移動局間のグループ通信は、プレストーク方式による半複信または単信方式と

すること。 

（５）事案に連携した一斉通信機能 

ア 指令系装置からの制御により、事案出動中の車両を事案ごとにグループ化し、各車

両が利用中のチャネル及び基地局を自動的に選択することで、同一事案へ出動中の車

両群に対して一斉通信を行えること。 

イ 指令系装置からの制御により、事案に車両を追加または削除した場合も、再度事案

ごとのグループ化を自動的に行い、同一事案へ出動中の車両群に対して一斉通信を行

えること。 

（６）事案に連携したグループ通信機能 

ア 指令系装置からの制御により、事案出動中の車両を事案ごとにグループ化し、同一

事案出動車両に限定したグループ通信を行えること。 

イ 事案に車両が追加された場合も、同一事案出動車両に限定したグループ通信を行

えること。 

（７）事案に連携した移動局のチャネル管理機能 

ア 事案出動中の車両が使用しているチャネル情報を、自動的に指令系装置に通知で

きること。 

イ 指令系装置からの制御により、車両運用端末装置を経由して、事案出動中の車両の

無線チャネルを事案ごとに一括で切り替えることができること。 

（８）通信統制機能 

指令系装置等と連携し以下の通信統制機能を実現すること。 

ア 通話モニタ機能・通話モニタ表示機能 

指令系装置等において基地局無線装置が受信した全ての通話内容をモニタする

ために、音声信号の伝達が可能なこと。また、指令系装置等において発信者番号を

表示させるために、通話を行っている指令系装置の発信者番号、移動局の発信者番

号（基本番号体系）を相手局へ伝達可能なこと。 

イ 通信モニタ機能・通信モニタ表示機能 

指令系装置等において、基地局無線装置が受信した他消防本部の移動局の通信が

モニタできるよう、信号の伝達が可能なこと。また、発信者番号を表示させるため
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に、発信者番号（基本番号体系）を伝達可能なこと。 

ウ 他局通信中の表示および発信禁止機能 

同一周波数で複数移動局が送信することによる干渉を防止するために、一つの移

動局が送信を開始した場合は、他局通信中の情報を同一基地局内の他移動局に対

して通知可能なこと。 

エ 発信規制機能 

ａ 指令系装置等の操作で、出動指令時に発信規制信号が送出可能なこと。 

ｂ 指令系装置等の操作で、通信規制時に発信規制信号が送出可能なこと。 

ｃ 指令系装置等の操作で、強制切断信号が送出可能なこと。 

ｄ 指令系装置等の操作で発信規制信号の解除が可能なこと。 

ｅ 本機能は無線通信チャネル単位で設定可能なこと。 

ｆ 本規制信号は現在選択された基地局無線装置から出力可能なこと。 

（９）自営通信網接続通信機能 

指令システム経由で、自営通信網に接続し、移動局との間における音声通信のため

の情報伝達が可能なこと（指令台での手動による有無線接続対応） 

（10）PSTN（公衆網）接続機能 

指令システム経由で、公衆網に接続し、移動局との間における音声通信のための情

報伝達が可能なこと（指令台での手動による有無線接続対応） 

（11）県庁接続通信接続機能 

指令システム経由で県庁に接続し、移動局との間における音声通信のための情報

伝達が可能なこと（統制波のみ。指令台での手動による有無線接続対応） 

（12）データ通信インタフェース機能 

緊急援助隊支援端末装置と接続するために LAN インタフェースを具備すること。

詳細仕様は消防救急デジタル無線共通仕様書（第二部 データ通信）に準拠するこ

と。 

（13）団体コード識別機能 

基地局無線装置と連携して、消防救急デジタル無線共通仕様書記載の基本番号体

系の団体コードを識別し、団体コードが一致した場合のみ音声出力と折り返し動作

を行うこと。 

ただし、共通波は団体コードに関わらず音声出力を行い、指令系装置応答後に折り

返し動作を行うこと。 

（14）データ送信機能・データ表示機能 

指令系装置と移動局（車両運用端末装置）間でデータ通信を行うために、無線通信

チャネルを確保可能なこと。これにより、車両動態・位置情報などのデータ通信を

可能なこと。 

（15）監視機能 
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基地局無線装置との回線に障害が発生した場合、及び基地局無線装置に障害が発

生した場合には、管理監視制御卓に対して通知できること 

（16）その他 

オーバーホール対象である既設の三郡山の活動波用の基地局無線装置と接続でき

るインターフェースを具備すること。（筐体を再利用し、無線部他を更新） 

２ 構造 

（１）本装置はシステムの中枢となる機器であるため信頼性を重視し、主要制御部、電源

部などの主要部分は冗長化された構造であること。 

（２）無線回線制御装置として基地局無線装置向けインタフェースを２口備え、ネットワ

ーク回線の二重化にも対応可能であること。 

（３）無線回線制御装置は現用基盤と予備基盤を設置することで、現用基盤が障害等によ

って使用不能になった際には、自動的に予備基盤に切替わる二重化運用が可能である

こと。 

（４）自立型構造であること。 

（５）主要機能毎にパッケージ化されており、将来の回線増等にもパッケージ追加で対応

可能な構造であること。将来の基地局増設、消防の広域化に備えて、パッケージ追加

が可能なこと。 

（６）日常保守、定期点検、及び定期交換部品の交換作業が円滑に行えるよう、前面保守

が可能な構造であること。 

（７）保守性を考慮し、装置電源が投入された状態でも主要機能毎のパッケージ交換が可

能な構造であること。 

（８）故障発生時は、外部へ警報出力できること。 

３ 規格 

（１）電源電圧：DC－48V±10％以内 

（２）指令系向けインタフェース  

過渡期すなわち、更新後の本装置と更新前の指令制御装置および基地局無線装置

と接続する事を想定し、運用停止時間が最短とすべく考慮されたインタフェースであ

る事。 

ア 音声系  ：LAN 

イ データ系  ：LAN 

ウ 基地局向けインタフェース ：LAN 

    ・LANインタフェース 

区分 種別 条件 

電気的仕様・ 

伝送プロトコル 

物理層 LAN 

データリンク層 TCP／IP 

通信方式 伝送速度 100Mbps 
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アクセス方式 CSMA／CD 

 

第２ 管理監視制御卓 

本装置は、消防救急デジタル無線システムの主要機器の動作状況を監視・制御及び保守

が行える装置である。監視・制御の対象機器は、無線回線制御装置、基地局無線装置、ネ

ットワーク機器とする。 

１ 機能 

（１）監視 

ア 無線回線制御装置に接続された、各機器の接続状況を表示できること。 

イ ICMPによるネットワーク監視ができること。 

ウ 接点信号による付帯設備（電源、空調など）の装置監視が、1基地局無線装置当り

10 項目以上可能なこと。 

エ 接点ボックスを設置することにより、16項目以上の監視が可能なこと。 

オ 検出した故障情報を以下の方式により、指令員等に通知できること。 

（ア）管理監視制御卓のディスプレイ上へのアラーム表示 

（イ）管理監視制御卓からのブザー音等による通知 

（ウ）故障情報をパトライト等に一括出力できること 

（エ）検出した故障情報は履歴管理し、日付での検索及び故障履歴を出力できること。 

（２）制御 

ア 基地局無線装置の無線部切替（現用／予備切替）制御ができること。 

イ 基地局無線装置の無線通信チャネル（周波数）切替が行えること。 

ウ 接点信号による付帯設備（電源、空調など）の制御が 1基地局無線装置当り 10項

目以上可能なこと。 

エ 接点ボックスを設置することにより、8項目以上の制御が可能なこと。 

（３）保守 

ア 通信履歴 

（ア）管理監視制御卓を操作し、通信履歴として以下の内容が画面上で確認可能なこと。 

また、ファイル保存が可能なこと。 

ａ 通信開始・終了の年月日、時分秒 

ｂ 発着呼 基地局・移動局名称 

ｃ チャネル名称 

ｄ 通信種別（一斉／個別／グループ） 

ｅ 通信形態（音声／非音声） 

（イ）通信履歴保存件数は、規定数を超えた場合は古いものから自動的に削除すること。 

イ 故障履歴 

（ア）管理監視制御卓を操作し、故障履歴として以下の項目が画面上で確認可能なこと。



 177 

また、ファイル保存が可能なこと。 

ａ 故障発生装置 

ｂ 故障発生内容 

ｃ 故障発生時刻 

ｄ 故障状態（発生／復旧等） 

（イ）故障履歴保存件数は、規定数を超えた場合は古いものから自動的に削除すること。 

（ウ）故障履歴情報は日付を指定し表示できること。また、設置場所、対象装置の情報

が含まれること。 

ウ 操作履歴 

（ア）管理監視制御卓を操作し、操作履歴として以下の項目が画面上で確認できること。

また、ファイル保存が可能なこと。 

ａ 制御対象装置 

ｂ 制御内容 

ｃ 制御日時 

（イ）操作履歴保存件数は、規定数を超えた場合は古いものから自動的に削除すること。 

２ 構造 

本装置は卓上型であること。 

（１） 規格 

ア 機器仕様 

(ア) CPU  ：インテル（R） Xeon（R） E3－1275v5以上 

（周波数 3．6GHz 以上） 

(イ) メモリ  ：8GB以上 

(ウ) 補助記憶装置 ：HDD 500GB以上×2（ミラーリング仕様） 

(エ) 外部記憶装置 ：光学ディスク等 

(オ) 入力方式 ：マウス入力及びキーボード入力 

(カ) ディスプレイ ：17型以上（カラー液晶ディスプレイ） 

a 画面解像度 ：1,280×1024ドット 

b 表示色カラー：1,670万色以上 

c インターフェース：DVI－D×1 

(キ) 運転条件 ：24時間連続運転が可能なこと。 

イ 接点ボックスでの監視制御数 

(ア) 監視項目数 ：16項目 

(イ) 制御項目数 ： 8項目 

ウ 環境条件 

(ア) 動作保証温度 ：5℃～40℃ 

(イ) 動作保証湿度 ：20～80％（結露なきこと） 
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第３ 遠隔制御器  （LAN タイプ：卓上型） 

本装置は、無線回線制御装置とLANで接続され、基地局無線装置を経由し、移動局と無

線通信を行う装置である。 

１ 機能 

（１）装置本体の送受話器からのプレス操作により、無線通信チャネルと基地局を指定して

移動局に対して一斉音声通信が可能なこと。指令系装置及び他遠隔制御器が使用中の

場合、音声モニタできること。 

（２）装置本体からの音声通信開始時はあらかじめ指定した基地局から発信できる、基地局

固定機能を有していること。ただし、移動局からの上り音声通信に対しては最適な基地

局を自動選択すること。 

（３）移動局等からの音声受信時には、装置内蔵のスピーカより音声の出力が可能なこと。 

（４）内蔵スピーカの音量調整は、装置本体（調整用ボリューム）で可能なこと。 

ア 通信中の発信者番号、および移動局名称を装置本体の表示部に8文字以上で表示で

きること。また、通信種別（一斉、個別、グループ）、無線通信チャネルの名称、基地

局名称を４文字以上で表示可能なこと。 

イ 本装置では最大８つの無線通信チャネルをモニタ可能なこと。なお、複数の無線通

信チャネルを選択した場合、合成された音声を出力可能なこと。 

ウ 送信中及び受信中の状態は、装置本体にて容易に視認可能なこと。 

エ 他局が無線通信チャネルを使用中の場合、当該無線通信チャネルが使用中である

ことを装置本体にて視認可能なこと。 

オ 無線通信チャネルを指定し、呼出先の移動局を選択することで個別音声通信が可

能なこと。 

カ 無線通信チャネルおよび基地局を指定し、呼出先のグループを選択することでグ

ループ音声通信が可能なこと。 

キ よく呼び出す移動局をあらかじめ短縮ダイヤルに5件以上登録でき、相手先を選択

することで個別音声通信が行えること。 

ク 本装置で行った発信および着信履歴を参照し、一斉通信、グループ通信および個別

通信が行えること。 

ケ 本装置に障害が発生した場合、装置本体にて容易にアラームが視認可能なこと。 

コ 本装置が個別音声通信で呼び出された場合には着信音が鳴動し、応答後に個別音

声通信の確立および切断が可能なこと。 

サ 複数の基地局および無線通信チャネルをあらかじめ登録した組み合わせ（チャネ

ルグループ）にグループ化および解除することが可能なこと。また、チャネルグルー

プに対して一斉音声通信および音声モニタが可能なこと。 

シ 無線通信チャネルを指定し、通信規制及び強制切断信号の制御が可能なこと。 
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２ 構造 

（１）本装置は卓上型であること。 

（２）スピーカ内蔵であること。 

（３）送受話器を有すること。 

（４）操作面に液晶表示部が設けられていること。 

（５）無線回線制御装置との接続はLANで接続できること。 

（６）無線通信チャネルと基地局を選択するボタンが各々８個設けられていること。 

３ 規格 

（１）電源電圧      ：AC100V±10％以内 

（２）信号用インタフェース ：LAN（無線回線制御装置向け） 

（３）選択ボタン数 

ア 基地局選択ボタン ：８個 

イ チャネル選択ボタン数 ：８個 

 

第４ 基地局無線装置 

本装置は、260MHz帯デジタルSCPC方式の基地局無線装置であり、無線回線制御装置と有

線もしくはFWAのネットワークを介して接続され、指令センターと移動局、移動局相互間

の無線通信を行うための装置である。 

１ 機 能 

（１）無線回線制御装置に接続され、指令センターと移動局、移動局間の無線通信に対応

可能であること。また、移動局に対して出動指令時または通信規制時に発信規制信号、

および強制切断信号等の通信規制信号の送信が可能なこと。 

（２）無線回線制御装置に接続された場合、基地局折り返し通信機能を有すること。また、

無線回線制御装置の故障、または無線回線制御装置と基地局無線装置までの回線が使

用不能の場合は基地局無線装置単独での基地局折り返し運用が可能なこと。単独運用

時の基地局折り返し機能は、チャネルごとに折り返し有無の設定が可能なこと。 

（３）消防救急デジタル無線共通仕様書記載の基本番号体系の団体コードを識別し、団体

コードが一致した場合のみ音声出力と折り返し動作を行うこと。ただし、共通波は団

体コードに関わらず音声出力を行い、指令系装置応答後に折り返し動作を行うこと。 

（４）基地局無線装置本体にて、通話内容のモニタ、移動局との試験通話が可能なこと。

自己診断機能を有しており、障害発生時には無線回線制御装置に対して障害情報を出

力可能なこと。 

（５）基地局無線装置として無線回線制御装置向けインタフェースを２口備え、ネットワ

ーク回線の二重化にも対応可能であること。 

（６）無線部は現用系、予備系の設定が可能であり、障害発生時には自動的に予備系への

切替が可能なこと。なお、２架以上の構成となる場合においては、複数の現用系に対
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して共通的に使用できる予備系の設定が可能であること。また、操作部、および管理

監視制御卓からの手動操作でも、現用／予備切替が可能なこと。 

（７）受信状態を監視し、受信入力情報（受信した移動局番号、受信機入力電圧、チャネ

ル情報）を無線回線制御装置へ出力可能なこと。 

（８）局舎の付帯装置の障害情報について、接点情報として基地局無線装置に取り込むこ

とにより無線回線制御装置を経由して管理監視制御卓にてアラーム監視が可能なこ

と。また、管理監視制御卓から付帯装置の制御が可能なこと。 

（９）指令系装置から無線回線制御装置を経由し統制波のチャネル切替を行えること。 

（10）OD回線にて遠隔制御器を直結し、遠隔制御器と移動局が通話可能なこと。 

（11）管理監視制御卓からの制御により、電源投入したまま通信機能を停止できること。 

また、機能停止状態からの復旧も行えること。 

（12）その他 

三郡山活動波基地局に関しては、既設の基地局無線装置をオーバーホールし、延命

を図ること。（筐体を再利用し、無線部他を更新。その他は新設。） 

２ 構 造 

（１）制御部及び、制御部への電源供給は二重化構造であること。 

（２）スリムラック型架構造にて、最大３架構成（基本架：1、増設架：2）により無線部10

台を実装し、無線部の現用系、予備系で設定した配備が可能なこと。そのうち最大8CH

を現用系として運用可能なこと。また、送受信部の構成は共通予備とすること。 

（３）無線回線制御装置向けインタフェースは二重化された構造であること。 

（４）主要機能毎にパッケ－ジ化された構造であり、保守性を考慮し、装置電源が投入され

たままでも主要機能毎のパッケ－ジ交換が可能な構造であること。 

（５）日常保守、定期点検、及び定期交換部品の交換作業が円滑に行えるよう、前面保守が

可能な構造であること。 

（６）装置上部にランプを有し、通常運転やアラーム発生等の状態を容易に視認可能なこと。 

また、主要パッケージ毎にランプを有し、通常運転やアラーム発生等の状態を容易に

視認可能な構造であること。 

（７）埃の混入防止として、前面に扉を備えた構造であること。 

（８）以下の内蔵ユニットに塩害対策を施すこと。 

ア 送受信部 

イ 制御部 

ウ 音声モニター盤 

エ 遠隔制御部インターフェース盤 

オ 監視制御盤 

カ クロック分配盤 

３ 規 格 



 181 

（１）一般仕様 

ア 電源電圧 ：DC－48V ±10％以内 

イ 動作温度 ：－10℃ ～ 50℃ 

ウ 動作湿度 ：95％以下（35℃、結露なきこと） 

エ 260MHz帯デジタル部 

(ア)  送信周波数帯  ：273～275MHz 

(イ)  受信周波数帯  ：264～266MHz 

(ウ)  アクセス方式  ：SCPC 

(エ)  無線変調方式  ：π／4シフト QPSK 

(オ)  双方向通信方式 ：FDD 

(カ)  ダイバーシティ方式 ：最大比合成 

(キ)  発振方式  ：水晶発振制御シンセサイザ方式 

(ク)  キャリア周波数間隔 ：6．25kHz 

(ケ)  伝送速度  ：9．6kbps 

(コ)  周波数安定度  ：±0．2ppm以内 

(サ)  占有帯域幅  ：5．8kHz以下 

(シ)  隣接チャネル漏洩電力 ：－55dB以下または 32μW 以下 

※±6．25kHz離調 測定帯域幅±2．4kHz 

（ス）  スプリアス発射または不要発射の強度 

a 帯域外領域 ：2．5μW以下又は基本周波数の平均電力より 60dB低い値 

b スプリアス領域 ：2．5μW以下又は基本周波数の搬送波電力より 

60dB低い値 

（セ）  空中線電力  ：20W／10W／5Wの何れか 

規定点は架上端子とし送信出力＋20％、－50％以内 

（ソ）  受信感度 

a スタティック感度 ：0dBμV以下 （BER＝1％） 

b フェージング感度 ：5dBμV以下 （BER＝3％） 

※ダイバーシチ無し 

※フェージング特性、ドップラー周波数＝10Hz 

（タ）  スプリアスレスポンス ：53dB以上 

（チ）  隣接チャネル選択度 ：42dB以上 

（ツ）  相互変調特性  ：53dB以上 
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第５ 260MHz 帯空中線（基地局用） 

耐久性のある堅固な構造でアンテナ塔等へ強固に取付け可能であり、長期使用に耐え

うる基地局用の空中線である。 

１ 機能 

基地局無線装置と空中線共用器を経由して接続され、送受異なる260MHz帯の電波を送

受信可能であること。 

２ 構造 

最大瞬間風速60m／secに耐えうる構造であること。 

３ 規格 

（１） 無指向性高利得コーリニア型アンテナ  

  ア 周波数帯域   ：260～275MHzの指定周波数 

イ 最大利得   ：6．15dBi 

ウ VSWR      ：1．5以下 

エ インピーダンス   ：公称 50Ω 

オ 許容電力   ：50W 

カ 質量     ：6．0kg以下（取付金具含まず） 

（２）広帯域 3素子八木アンテナ  

ア 周波数帯域     ：260～275MHzの指定周波数 

イ 最大利得   ：8．15dBi 

ウ VSWR    ：1．5以下 

エ インピーダンス ：公称 50Ω 

オ 許容電力   ：50W 

カ 質 量    ：3．5kg以下（取付金具含まず） 

（３） 広帯域 8素子八木アンテナ 

ア 周波数帯域   ：260～275MHzの指定周波数 

イ 最大利得   ：12．65dBi 

ウ VSWR    ：1．5以下 

エ インピーダンス   ：公称 50Ω 

オ 許容電力   ：50W 

カ 質 量    ：9.0kg以下（取付金具含まず） 

※ 既設流用：三郡山基地局（活動波）、本城基地局（活動波） 

※ 新設：飯塚地区消防本部、三郡山基地局（共通波） 

 

第６ 同軸避雷器(ショートスタブ型) 

誘導雷対策として空中線共用器と空中線間に挿入して同軸ケーブルを直流的に接地さ

せ、基地局無線装置を保護するものである。 
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１ 構造 

（１）ポールまたは壁面取付が可能なこと。 

（２）入力接栓はN型とすること。 

２ 規格 

（１）構成   ：λ／4ショートスタブ型 

（２）挿入損失  ：0．2dB以下（ケーブル含まず） 

（３）VSWR      ：1．3以下 

（４）インピーダンス ：公称50Ω 

※ 既設流用：三郡山基地局（活動波）、本城基地局（活動波） 

新設：飯塚地区消防本部、三郡山基地局（共通波） 

 

第７ 空中線共用器（ハイブリッド：4CH 用）（既設流用） 

基地局無線装置と同軸により接続され、送受異なる周波数帯にて空中線を共用するた

めの装置であり、安定した同時送受信を可能とするものである。 

１ 機能 

（１）送受異なる周波数帯間の減衰を確保し、空中線の共用を可能とすること。 

（２）ダイバーシティ受信に対応し、最大４台分の無線機を2基の空中線で送受信可能とす

ること。 

（３）送信系統は、２台分の無線機を1系統の空中線へ合成する回路を２系統備えたもので

あること。 

（４）受信系統は、1系統の空中線を最大4台分受信分配可能な回路を2系統備えたものであ

ること。（ダイバーシチ対応） 

（５）受信系統へは共通の受信増幅部を搭載しており、増幅部不具合時には増幅部をスルー

になるように回路を切り替えること。 

（６）増幅部の異常およびアンテナ系統のVSWR異常時、共用装置内に設置された電源・制御

端子部の各々の端子より警報出力として外部へ接点出力すること 

２ 構 造 

（１）共用部、増幅部から構成され、最大4台分の無線機を2基の空中線で対応可能な回路を

備えた装置とする。 

（２）原則、前面保守が可能な構造であること。 

３ 規  格 

（１）アンテナ共用数   ：２基 

（２）共用チャネル数   ：4CH（送信4波／受信4波） 

（３）電源電圧    ：DC－48V±10％以内 

（４）周波数帯域   ：送信 273～275MHz 

受信 264～266MHz 
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（５）送信系最大許容入力  ：20W／1チャネル（平均値） 

（６）送信系挿入損失   ：6.0dB以下 

（７）受信系利得   ：20dB以上 

（８）雑音指数    ：3．5dB以下 

（９）可変減衰器   ：0～31dBまで、1dBステップで可変できること 

（10）相対減衰量   ：受信周波数にて90dB以上（送信端子と空中線端子間） 

送信周波数にて 80dB以上（受信端子と空中線端子間） 

（11）アイソレーション   ：送信周波数にて40dB以上（送信端子間） 

受信周波数にて20dB以上（受信端子間） 

    

※ 既設流用：三郡山基地局（活動波）、本城基地局（活動波） 

   新設：飯塚地区消防本部、三郡山基地局（共通波） 

 

第８ 車載型無線装置 

本装置は消防・救急関係の車両へ搭載され、指令系装置、基地局及び他の移動局と無線

通信を行うものである。 

１ 機能 

（１）装置内蔵のスピーカ、及び外部スピーカにより受信音声の出力が可能なこと。 

（２）受話音量は調整可能なこと。 

（３）260MHz帯消防救急デジタル無線通信時には、基地局送信波と移動局送信波を各々の受

信機で受信できること。また、基地局送信波と移動局送信波の受信音量を個別に調整が

可能なこと。 

（４）260MHz帯消防救急デジタル無線の活動波では受信した消防本部コードを判定し、自消

防本部以外の音声出力停止が可能なこと。ただし、共通波の場合、および活動波で応援

協定として登録した消防本部コードを受信した場合は音声出力停止をしないこと。 

（５）連続送信防止機能を有すること。 

（６）指令系装置からの選択呼出通信（個別音声通信、グル－プ音声通信）及び発信規制機

能に対応可能なこと。 

ア 移動局から基地局無線装置を経由し、同じ無線通信チャネルで待ち受けている特

定移動局、及び指令系装置の選択呼出通信（個別音声通信、グループ音声通信）が

可能なこと。 

イ 指令系装置からの制御により車両運用端末装置を経由して、無線チャネルを切り

替えることができること。 

ウ 主に使用するチャネルはメモリ設定することができ、どのチャネルを使用してい

てもワンタッチ操作で主に使用するチャネルに切り替えることが可能なこと。 

エ 260MHz帯デジタル無線においては、受信状態により送信出力を変更する自律送信
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出力制御機能を有し、定格出力を含めて3段階以上の出力値で送信可能なこと。 

オ 他移動局が送信中はその旨の表示を行い、干渉防止のためプレスしても送信でき

ないこと。また、プレスが出来なかったことを知らせる喚起音の鳴動が可能なこと。 

カ 誤操作を防止するため、チャネル操作のロックが可能なこと。 

キ 盗難時の操作防止のために、電源初期投入時にはパスワード入力機能を有するこ

と。 

ク 車両運用端末装置と接続が可能であり、公衆回線網が使用できない場合バックア

ップとしてデジタル無線経由での動態登録が可能なこと。 

ケ 指令内容もデジタル無線を通じ、車両運用端末装置に表示可能なこと。 

コ 手動チャネルスキャン機能を有し、ワンタッチ操作でその操作時に同期が確立し

た受信チャネルで停止することが可能なこと。 

サ 自動チャネルスキャンの機能を有し、基地局からの下り受信波の同期が外れた場

合、あらかじめ設定されたチャネルグループから下り受信波をスキャンが可能なこ

と。 

シ 後席等に副制御器を設置することにより、操作表示部以外からあらかじめ設定し

たあて先に対して個別音声通信呼び出しが行えること。 

ス 機能をショートカットできる釦を2つ以上具備すること。 

セ 同一の移動局からの通信に於いて、相手側の移動局にて無線環境の劣化などに伴

い発信元IDが不明の状態で受信した場合でも、音声出力を停止すること無く出力す

ること。且つ、発信元IDが不明の場合に於いて、受信側の移動局にて基地局からの

折返し波と移動局からの直接波が時間差で出力される（両音声が時間差で、こだま

のように出力される）ことによる、音声出力の明瞭度劣化に対する防止策を講じる

こと。 

２ 構造 

（１）アンテナ、電源端子等のケーブル類は、無線機背面にて接続が可能な構造であること。 

（２）操作表示部は無線機前面に備えられており、チャネル設定状態等を視認できる液晶表

示部が実装されている構造であること。 

（３）無線機本体と操作表示部は分離できる構造とすること。 

（４）無線機本体の着脱を容易とするため、車両への取付には専用の取付金具を使用する構

造であること。 

（５）無線機操作表示部にスピーカが内蔵されていると共に、外部スピ－カの接続使用が可

能な構造であること。 

（６）複数の送受話器および外部スピーカを、車内、車外へ接続可能であること。 

（７）車両運用端末装置類との接続端子（RS－232C）を備えた構造であること。 

（８）本装置の制御部は、IPX2（JIS保護等級2 防滴Ⅱ型：JIS－C－0920規格以上）相当以

上の耐水性能とすること。 
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（９）デジタル無線では、基地局からの送信波はダイバーシチ受信できる構造とすること。 

３ 規格 

（１）一般仕様 

ア 電源電圧  ：DC＋13．8V ～ DC＋27．6V 

イ 実装チャネル周波数 ：総合通信局殿との調整による。 

ウ 装置本体質量  ：3．5kg以下 

エ 260MHz帯デジタル部 

（ア）送信出力        ：10W （＋20％、－50％） 

（イ）送信周波数帯      ：264～266MHz 

（ウ）受信周波数帯（対基地） ：273～275MHz 

（エ）受信周波数帯（対移動） ：264～266MHz 

（オ）変調方式        ：π／4シフト QPSK 

（カ）アクセス方式      ：SCPC方式 

（キ）通信方式        ：複信 

（ク）周波数安定度      ：±1．5ppm以内 

（ケ）占有帯域幅       ：5．8kHz以下 

（コ）隣接チャネル漏洩電力     ：－55dB以下又は 32μW以下 

±6．25kHz離調 測定帯域幅±2．4kHz 

（サ）スプリアス発射または不要発射の強度 

ａ 帯域外領域：2．5μW以下又は基本周波数の平均電力より 60dB低い値 

ｂ スプリアス領域：2．5μW以下又は基本周波数の搬送波電力より 60dB低い値 

（シ）受信感度      ：BER＝1％（スタティック）時 0dBμV以下 

:BER＝3％（フェージング）時 5dBμV以下 

※ ダイバーシチ無し時 

（ス）スプリアスレスポンス ：53dB以上 

（セ）隣接チャネル選択度 ：42dB以上 

（ソ）相互変調特性  ：53dB以上 

（タ）受信方式  ：ダイバーシチ受信（最大比合成受信） 

 

第９ 空中線共用器（260MHz 帯デジタル）（既設流用） 

本装置は、異なる周波数帯にて空中線を共用することができること。 

１ 規格 

（１）周波数帯域 

ア 送信周波数帯     ：264～266MHz 

イ 受信周波数帯（対基地） ：273～275MHz 

ウ 受信周波数帯（対移動） ：264～266MHz 
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（２）送受信周波数間隔     ：対向する送受信用周波数間隔において9．0MHz 

（３）挿入損失        ：通過周波数にて 1．5dB以下 

（４）インピーダンス  ：50Ω 

（５）許容電力      ：15W 

 

第１０ 車載型無線装置用空中線（260MHz 帯デジタル）（既設流用） 

本装置は、消防・救急関係車両に設置される車載型無線装置用の空中線である。 

１ 1／4λ型 

（１）構造 

ア 耐久性のある堅固な構造とし、指定する場所に取り付けできる構造であること。 

イ 発錆、腐食を考慮したものであること。 

（２）規格 

ア 周波数帯域 

（ア）送信周波数帯          ：260～266MHz 

（イ）受信周波数帯（対基地） ：273～275MHz 

（ウ）受信周波数帯（対移動） ：260～266MHz 

（エ）最大利得         ：2．15dBi 

（オ）VSWR             ：1．5以下 

（カ）インピーダンス     ：公称 50Ω 

２ 1／2λ短縮型 

（１）構  造 

ア 耐久性のある堅固な構造とし、指定する場所に取り付けできる構造であること。 

イ 発錆、腐食を考慮したものであること。 

ウ ノンラジアルタイプであること。 

（２）規格 

ア 周波数帯域 

（ア）送信周波数帯          ：260～266MHz 

（イ）受信周波数帯（対基地） ：273～275MHz 

（ウ）受信周波数帯（対移動） ：260～266MHz 

イ 最大利得         ：2．15dBi 

ウ VSWR             ：1．5以下 

エ インピーダンス         ：公称 50Ω 

第１１ 携帯型無線装置 

本装置は、指令系装置、基地局及び他の移動局と260MHz帯のデジタル無線を使用し通

信を行うものである。 

１ 機能 



 188 

（１）使用周波数帯域は260MHz帯とし複数チャネルが実装可能なこと。 

（２）通信方式は1波単信及び２波単信方式に対応可能なこと。 

（３）受信音量の調節及びチャネル切替は、容易に可能なこと。 

（４）急速充電器は据え置き型とし、専用バッテリーを無線機本体に装着した状態、専用バ

ッテリー単独及び、専用バッテリーを装着してベルトクリップを無線機本体    

に装着した状態でも充電可能なこと。 

（５）急速充電器のLEDで充電中・充電完了の各状態が確認可能なこと。 

（６）連続送信防止機能を有すること。 

（７）チャネルスキャン機能を有し、基地局波及び移動局波に対して同期が確立した受信チ

ャネルに切り替えることが可能なこと。 

２ 構造 

（１）携帯無線機，電池部及び空中線で構成すること。無線機本体に落下防止等のためにベ

ルトクリップを取り付けられること。 

（２）バッテリーはリチウムイオンとし、バッテリーは送信1：受信1：待ち受け18の繰り返

し運用で８時間以上運用できる容量を有すること。 

（３）装置本体にはスピーカを内蔵すると共に、外部にスピーカマイクを接続できるこ  

と。スピーカも無線機本体と同様にベルトクリップが取り付け可能なこと。 

（４）無線機本体・バッテリー及び防水型スピーカマイクは、IPX7（JIS保護等級7防浸型：

JIS－C－0920規格相当）相当の耐水性能とすること。 

３ 規格 

（１）電源電圧   ：AC100V±10％以内 （充電器） 

（２）送信周波数  ：264～266MHz 

（３）受信周波数  ：下記のいずれかを切り替えて運用する。 

273～275MHz 

264～266MHz（移動局間直接通信用） 

（４）アクセス方式  ：SCPC 

（５）無線変調方式  ：π／4シフト QPSK 

（６）通信方式   ：単信 

（７）双方向通信方式  ：FDD 

（８）キャリア周波数間隔 ：6．25kHz 

（９）伝送速度   ：9．6kbps 

（10）送信部仕様 

ア 周波数安定度     ：±2．5ppm 以内 

イ 占有帯域幅      ：5．8kHz以下 

（ア）隣接チャネル漏洩電力 ：－45dB以下 

              ±6．25kHz離調 測定帯域幅±2．4kHz 
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（イ）スプリアス発射又は不要発射の強度 

a 帯域外領域     ：25μW以下 

b スプリアス領域 ：25μW以下 

（ウ）送信出力     ：飯塚 5W(＋20％、－50％) 直鞍 2W(＋20％、－50％) 

（11）受信部仕様 

ア 受信感度      ：スタティック感度 0dBμV以下（BER＝1％） 

イ スプリアスレスポンス：53dB以上 

ウ 隣接チャネル選択度 ：42dB以上 

エ 相互変調特性   ：53dB以上 

 

第１２ 可搬型移動局無線装置 

本装置は、持ち運び可能な移動局無線装置で、指令系装置、基地局及び他の移動局

と無線通信を行うものである。 

１ 機能 

（１）無線機本体には自己診断機能を有しており、装置内で不具合発生時は不具合箇所と内

容を液晶表示部に表示し、送信部／受信部など不具合箇所を特定できる機能を有する

こと。 

（２）装置内蔵のスピーカにより受信音声の出力が可能なこと。 

（３）受話音量は調整可能なこと。 

（４）260MHz帯消防救急デジタル無線通信時には、基地局送信波と移動局送信波を各々の受

信機で受信できること。また、基地局送信波と移動局送信波の受信音量を個別に調整可

能なこと。 

（５）260MHz帯消防救急デジタル無線の活動波では受信した消防本部コードを判定し、自消

防本部以外の音声出力停止が可能なこと。ただし、共通波の場合、および活動波で応援

協定として登録した消防本部コードを受信した場合は音声出力停止をしないこと。 

（６）連続送信防止機能を有すること。 

（７）待受け時に受信した通信統制機能（出動指令、通信規制）に対応可能なこと。 

（８）主に使用するチャネルはメモリ設定することができ、どのチャネルを使用していても

ワンタッチ操作で主に使用するチャネルに切り替えることが可能なこと。 

（９）他移動局が送信中はその旨の表示を行い、干渉防止のためプレスしても送信できない

こと。また、プレスが出来なかったことを知らせる喚起音の鳴動が可能なこと。 

（10）誤操作を防止するため、チャネル操作のロックが可能なこと。 

（11）盗難時の操作防止のために、電源初期投入時にはパスワード入力機能が設定可能なこ

と。 

（12）手動チャネルスキャン機能を有し、ワンタッチ操作でその操作時に同期が確立した受

信チャネルで停止することが可能なこと。 
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（13）自動チャネルスキャンの機能を有し、基地局からの下り受信波の同期が外れた場合、

あらかじめ設定されたチャネルグループから下り受信波をスキャンが可能なこと。 

（14）機能をショートカットできる釦を2つ以上具備すること。 

（15）可搬型移動局無線装置はバッテリー及び充電機能を内蔵し、運用中においてもACアダ

プタを接続して充電可能なこと。 

（16）大容量電池部はバッテリー及び充電機能を内蔵し、単体でACアダプタを接続して充電

可能なこと。 

（17）可搬型移動局無線装置と大容量電池部を接続した状態で、運用中においてもACアダプ

タを接続して充電可能なこと。 

（18）運用中に大容量電池部のバッテリー残量が少なくなってきた時、充電済みの予備の大

容量電池部へ繋ぎ変えることにより、長時間の運用が可能なこと。 

（19）可搬型移動局無線装置と大容量電池部に充電完了の表示部を有し、充電中、充電完了

の状態が確認できること。 

（20）充電中に異常を検出した場合は、可搬型移動局無線装置と大容量電池部にアラーム表

示ができること。 

（21）基地局無線装置の障害に備え、移動局間直接通信機能を有すること。 

２ 構造 

（１）本装置は、バッテリーを内蔵し、操作表示部、アンテナ接栓、電源入力端子を備え

ていること。バッテリー残量や充電状態、アラーム状態も確認できること。また、シ

ョルダーベルトを備えることで、災害現場などでの持ち運びが可能な構造であるこ

と。 

（２）操作表示部は無線機前面に備えられており、チャネル設定状態等を視認できる液晶

表示部が実装されている構造であること。 

（３）本装置に内蔵スピーカを搭載すること。 

（４）デジタル無線の単独使用時では、基地局からの送信波はダイバーシチ受信できる構

造とすること。 

（５）本装置が長時間運用を行えるように大容量電池部を接続可能な構造であること。 

（６）装置本体とスピーカマイクは、IPX2（JIS保護等級 2防滴型：JIS－C－0920規格相

当）相当以上の耐水性能とすること。 

３ 規格 

（１）一般仕様 

ア 入力電源  ：AC100V ±10％以内 

イ 実装チャネル周波数 ：総合通信局殿との調整による。 

ウ 質量 

（ア）可搬型無線装置本体 ：9kg以下 

（イ）大容量電池部         ：4kg以下（大容量電池部） 
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エ 連続使用可能時間 ：可搬型無線装置本体のみ 2時間以上 

（フル充電時）     ：大容量電池部接続時  合計 6時間以上  

（送信 1、受信 3 の繰返し状態） 

オ 充電温度  ：0℃～40℃ 

カ 動作保障温度      ：－10℃～50℃ 

（２）260MHz帯デジタル送受信部 

ア 送信出力     ：10W (＋20％、－50％) 

イ 送信周波数帯  ：264～266MHz 

ウ 受信周波数帯（対基地） ：273～275MHz 

エ 受信周波数帯（対移動） ：264～266MHz 

オ 変調方式     ：π／4シフト QPSK 

カ アクセス方式     ：SCPC方式 

キ 通信方式  ：単信 

複信（外付け共用器接続時） 

ク 周波数安定度     ：±1．5ppm 

ケ 占有帯域幅     ：5．8kHz以下 

コ 隣接チャネル漏洩電力 ：－55dB以下又は 32μW以下 

±6．25kHz 離調 

測定帯域幅±2．4kHz 

サ スプリアス発射又は不要発射の強度 

（ア）帯域外領域      ：2．5μW 以下又は基本周波数の平均電力より 60dB 低

い値 

（イ）スプリアス領域 ：2．5μW以下又は基本周波数の搬送波電力より 

60dB低い値 

シ 受信感度  ：BER＝1％（スタティック）時 0dBμV以下 

BER＝3％（フェージング）時 5dBμV以下 

※ダイバーシチ無し時 

ス スプリアスレスポンス ：53dB以上 

セ 隣接チャネル選択度  ：42dB以上 

ソ 相互変調特性    ：53dB以上 

 

第１３ 卓上型固定移動局無線装置 

本装置は、持ち運び可能な移動局無線装置で、指令系装置、基地局無線装置及び他

の移動局と無線通信を行うものである。 

１ 機能 

（１）無線機本体には自己診断機能を有しており、装置内で不具合発生時は不具合箇所と内
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容を液晶表示部に表示し、送信部／受信部など不具合箇所を特定できる機能を有する

こと。 

（２）装置内蔵のスピーカ、及び外部スピーカにより受信音声の出力が可能なこと。 

（３）受話音量は調整可能なこと。 

（４）260MHz帯消防救急デジタル無線通信時には、基地局送信波と移動局送信波を各々の受

信機で受信できること。また、基地局送信波と移動局送信波の受信音量を個別に調整可

能なこと。 

（５）260MHz帯消防救急デジタル無線の活動波では受信した消防本部コードを判定し、自消

防本部以外の音声出力停止が可能なこと。ただし、共通波の場合、および活動波で応援

協定として登録した消防本部コードを受信した場合は音声出力停止をしないこと。 

（６）連続送信防止機能を有すること。 

ア 単信時には、待受け時に受信した通信統制機能（出動指令、通信規制）に対応可能

なこと。 

イ 共用器を接続して複信時には通信統制機能（強制切断）に対応可能なこと。 

ウ 主によく使用するチャネルはメモリ設定することができ、どのチャネルを使用し

ていてもワンタッチ操作で主によく使用するチャネルに切り替えることが可能なこ

と。 

エ 他移動局が送信中はその旨の表示を行い、干渉防止のためプレスしても送信でき

ないこと。また、プレスが出来なかったことを知らせる喚起音の鳴動が可能なこと。 

オ 誤操作を防止するため、チャネル操作のロックが可能なこと。 

カ 盗難時の操作防止のために、電源初期投入時にはパスワード入力機能を有するこ

と。 

キ 手動チャネルスキャン機能を有し、ワンタッチ操作でその操作時に同期が確立し

た受信チャネルで停止することが可能なこと。 

ク 自動チャネルスキャンの機能を有し、基地局からの下り受信波の同期が外れた場

合、あらかじめ設定されたチャネルグループから下り受信波をスキャンが可能なこと。 

ケ 機能をショートカットできる釦を2つ以上具備すること。 

コ 同一の移動局からの通信に於いて、発信元IDが不明であった場合に、基地局からの

折返し波と移動局からの直接波の音声を出力することによりエコー状態になること

を防止することが可能なこと。 

サ 卓上型固定移動局無線装置はバッテリー及び充電機能を内蔵し、商用電源断時に

も使用が可能なこと。 

シ 卓上型固定移動局無線装置は、充電中の表示部を有すること。 

ス 充電中の異常を検出した場合は、卓上型固定移動局無線装置でアラーム表示がで

きること。 

セ 基地局無線装置の障害に備え、移動局間直接通信機能を有すること。 
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ソ 署所端末装置に接続し、指令センター間の有線指令回線切断時に無線指令による

バックアップが可能なこと。本機能は署所端末受令機を使用せずに、卓上型固定移動

局無線装置にて実現可能なこと。 

タ デジタル無線で出動指令時、署所端末装置に接続しているスピーカのアンプを起

動が可能なこと。 

チ OD回線にて遠隔制御器を直結し、一斉音声通信が可能なこと。 

２ 構成 

（１）本装置は、無線機、バッテリーを含めた電源部から構成され、装置前面に操作表示

部、側面にはハンドセット等が掛けられる金具を備えていること。起動状態、充電

中、アラーム状態も確認できること。 

（２）操作表示部は無線機前面に備えられており、チャネル設定状態等を視認できる液晶

表示部が実装されている構造であること。 

（３）本装置に内蔵スピーカを搭載すること。また、外部スピーカを接続できること。 

（４）デジタル無線では、基地局からの送信波はダイバーシチ受信できる機能を有してい

ること。 

３ 規格 

（１）一般仕様 

ア 電源電圧     ：AC100V ±10％以内 

イ 実装チャネル周波数 ：総合通信局殿との調整による。 

ウ 質量   ：17kg以下 

エ 商用断時使用時間 ：7時間以上（送信 1、受信 1、待受 8  の繰返し状態） 

オ 充電温度  ：0℃～40℃ 

カ 動作保障温度      ：－10℃～50℃ 

（２）260MHz帯デジタル送受信部 

ア 送信出力  ：10W（＋20％、－50％） 

イ 送信周波数帯     ：264～266MHz 

ウ 受信周波数帯（対基地）  ：273～275MHz 

エ 受信周波数帯（対移動）  ：264～266MHz 

オ 変調方式     ：π／4シフト QPSK 

カ 通信方式     ：単信 

複信（共用器接続時） 

キ アクセス方式  ：SCPC方式 

ク 周波数安定度     ：±1．5ppm 

ケ 占有帯域幅  ：5．8kHz以下 

コ 隣接チャネル漏洩電力 ：－55dB以下又は 32μW以下 

±6．25kHz 離調 
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測定帯域幅±2．4kHz 

サ スプリアス発射又は不要発射の強度 

（ア）帯域外領域  ：2．5μW以下又は基本周波数の平均電力より 

60dB低い値 

（イ）スプリアス領域 ：2．5μW以下又は基本周波数の搬送波電力より 

60dB低い値 

シ 受信感度  ：BER＝1％（スタティック）時 0dBμV以下 

BER＝3％（フェージング）時 5dBμV以下 

※ダイバーシチ無し時 

ス スプリアスレスポンス ：53dB以上 

セ 隣接チャネル選択度 ：42dB以上 

ソ 相互変調特性  ：53dB以上 

 

第１４ 7．5GHz 帯簡易型多重無線装置（26M） 

本装置は、消防本部と基地局間のアプローチ回線を接続するための7.5GHz帯簡易型 

多重無線装置である。 

１ 簡易型多重無線装置（本体：２６Ｍ） 

（１）機能 

ア 本装置は信頼性を向上させるため、ODU、IDUとも現用／予備構成とする。 

イ IDUの変調部、復調部は、２重化構成であり、サイズは 1Uとする。 

ウ 各部の動作状態及び、故障状況は IDU にて管理し装置外部へ監視情報出力ができ

ること。 

エ 伝送品質を監視する機能を有すること。 

オ 自動または手動（保守端末による操作含む）で、現用／予備系の切替ができること。 

（２）構造 

ア 屋外装置（ODU）と屋内装置（IDU）から構成され、ODUと IDU間は同軸ケ－ブルに

より接続可能な構造であること。 

イ ODUは無線部が二重化されたものとし、鉄塔に取り付けられる構造であること。 

ウ IDUは内部で変復調部及び電源部が二重化されたものとし、自立架等へ設置可能な

構造であること。 

（３）規格 

ア 送受信機（屋外装置：ODU） 

（ア）電気的特性 

ａ 無線周波数帯   ：7．435GHz～7．715GHz 

（但し、指定周波数は総合通信局の指示による） 

ｂ チャネル設定間隔   ：10MHz 
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ｃ 最大送信出力   ：＋31dBm以上（電力規定点にて） 

ｄ 信号伝送容量   ：26Mbps 

ｅ 周波数安定度   ：±20ppm以内 

ｆ 入出力端子       ：N型－J 

（イ）外形寸法 

約 246mm(H)×240mm(W)×105mm(D)以下 

（ODU単体、突起物含まず、二重化時２台仕様） 

（ウ）電源／消費電力   ：IDUより供給 

イ 変復調器（屋内装置：IDU） 

（ア）電気的特性 

ａ 主信号インタフェース  ：10／100BASE－T(X)又は G．703 

（1．544Mbpsまたは 6．312Mbps） 

ｂ サービスチャネル 

① オーダーワイヤ     ：1ch（0.3～3.4kHz）以上 

② デジタルサービスチャネル ：1ch（64kbps）以上 

ｃ 変調方式      ：4相位相変調（4PSK） 

① 入力電源      ：DC－48V±10％以内 

② 消費電力        ：130W以下 

２ 空中線 

本空中線は7．5GHz帯多重無線の電波を効率よく送受信するものである。 

（１）7．5GHz帯パラボラアンテナ（0.9mφ） 

ア 構 造 

（ア）アンテナタイプ ：コニカルレドーム付 

（イ）方向調整角度     ：水平・垂直共 ±5° 

（ウ）質 量  ：40kg以下 

（エ）耐風速     ：60m／s 

イ 規 格 

（ア）周波数範囲   ：7．425～7．750GHz 

（イ）偏波面  ：垂直又は水平（単一偏波） 

（ウ）利 得  ：33．3dBi 以上 

（エ）VSWR      ：1.2以下 

※三郡山無線基地局は既設流用、飯塚地区消防本部は新設。 

３ 分配結合器 

7．5GHz帯簡易多重無線装置の屋外装置（ODU）を二重化するための結合器である。 

（１）構  造 

空中線背面に直結又は接続される構造であること。 
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（２）規 格 

ア 無線周波数帯    ：7．5GHz帯（7．425～7．750GHz） 

イ 損 失       ：3．7dB以下 

※三郡山無線基地局は既設流用、飯塚地区消防本部は新設。 

 

第１５ L2 スイッチ 

本装置は、無線回線制御装置、基地局無線装置及びその他の消防システムを収容する。

また必要に応じて収容するシステムをVLANで分割できること。 

１ 機 能 

（１）オートネゴシエーション機能により半二重、全二重の自動設定が可能なこと。 

（２）ルーティング   ：スタティックをサポートしていること。（管理用） 

（３）VLAN            ：IEEE802．1q準拠 

（４）フィルタリング  ：MACアドレスでフィルタリング可能なこと。 

（５）冗長機能 ：RSTP（IEEE802．1w），MSTP（IEEE802．1s）機能相当を有していること。 

（６）ミラーポートの設定が可能なこと。 

（７）ネットワーク管理：Ping、MIB－2等をサポートしていること。 

２ 構造 

本装置は19インチラックに実装可能な構造とする。 

３ 規格 

（１）入力電源   ：AC100V±10％以内 50／60Hz又はDC－48V±10％以内 

（２）環境条件 

ア 温 度     ：0℃～40℃ 

イ 湿 度     ：85％以下（35℃、結露なきこと）  

（３）インタフェース 

10／100BASE－TX 24ポート以上（1台当り） 

 

第１６ L3 スイッチ 

本装置は、局内の冗長化とスイッチング，帯域制御及び優先制御におけるカラーリン

グを実施する。 

１ 機能 

（１）オートネゴシエーション機能により半二重、全二重の自動設定が可能なこと。 

（２）ルーティング ：スタティック，RIP／RIPv2，OSPF及び経路監視機能 

（ベンダ独自可）を有すること。 

（３）優先制御   ：4段階以上の優先制御（QoS）が可能なこと。 

（４）VLAN       ：IEEE802．1q準拠 

（５）フィルタリング ：IPアドレス，TCP/UDPポート番号でフィルタリング可能なこと。 
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（６）冗長機能     ：VRRP機能相当を有していること及びSTP（IEEE802．1w） 

MSTP（IEEE802．1s）機能相当を有していること。 

（７）ミラーポートの設定が可能なこと。 

（８）ネットワーク管理 ：Ping，MIB－2等をサポートしていること。 

２ 構造 

本装置は 19インチラックに実装可能な構造とする。 

１ 規格 

（１）入力電源     ：AC100V±10％以内 50／60Hz又はDC－48V±10％以内 

（２）環境条件 

ア 温 度  ：0℃～40℃ 

イ 湿 度  ：85％以下（35℃、結露なきこと） 

ウ インタフェース 

10／100BASE－TX 24ポート以上（1台当り） 

 

第１７ DC／AC インバータ 

１ 機能 

本装置は、直流電源装置からの入力電圧を交流100Vに変換するものとする。 

（１） 構造 

ア 19インチラックマウントタイプとする。（棚収容可） 

イ 保守点検及び清掃が容易な構造であること。 

（２） 規格 

ア 入力電圧 ：DC－48V±10％以内 

イ 出力電圧 ：AC100V±10％以内 

ウ 出力容量 ：1kVA／2kVA 

エ 出力周波数   ：50Hz／60Hz 

オ 温度  ：5℃～40℃ 

カ 冷却方式 ：強制又は自然空冷 

 

第１８ 直流電源装置 

本装置は、直流電源対応装置に安定した直流電力を供給する装置であり、商用電源等

の停電時において無瞬断で蓄電池から電力を供給可能なものとする。 

１ 機能 

（１）整流装置は、n＋1方式とし、整流器ユニットが1台故障した場合においても、本施

設を構成する直流－48V系機器の消費電流を供給可能であること。 

（２）蓄電池は、制御弁式据置鉛蓄電池（長寿命MSEと同等品）とすること。 

（３）表示灯は、盤前面の見やすい位置に取り付けること。 
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（４）出力電圧，出力電流、温度等の装置異常及び入力電圧等の外部要因による異常が生じ

た場合の保護回路を設けること。 

（５）本装置は、整流ユニット並列運転とし、乱調を発生しないものとすること。 

（６）障害等の警報出力を外部の管理監視制御卓等に表示できること。 

（７）公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)への準拠を原則とはするが、機能面に

支障がない範囲での変更を可能とする。 

２ 規 格 

（１）入力電圧     ：菰田庁舎：AC1φ200V±10％以内（60Hz） 

：三群山基地局：1φ200V／100V±10％以内（60Hz） 

：直方鞍手消防基地局：1φ200V±10％以内（60Hz） 

（２）力 率  ：70％以上 

（３）負荷側電圧 ：DC－48V±10％以内 

（４）定格出力容量 ：負荷側の最繁時の消費電流を供給できること 

（５）蓄電池容量 ：停電時100％負荷で8時間以上の補償が可能な容量であること。 

（６）環境条件     ：温度 －10～40℃ 

湿度 85％以下（35℃、結露なきこと） 

 

第１９ 非常用発動発電機 

１ 本部用 

飯塚：既設流用 直鞍：オーバーホール 

２ 署所用 

飯塚：既設流用 直鞍：既設流用 

３ 無線基地局用 

三郡山（飯塚）：オーバーホール 本城（直鞍）：オーバーホール 

４ 整備内容（オーバーホール） 

（１）エンジン  オーバーホール 

（２）バッテリ  取替 

（３）発電機盤  補助リレーの取替 

（４）発電機  コイルの洗浄 

（５）清掃及びタッチアップ（一部）（タッチアップは錆部ケレンのうえ行うこと） 

 

第２０ 耐雷トランス 

本装置は、交流電源側より侵入する誘導雷サージ、開閉サージ、異常電圧などから無

線通信機器を保護する保安装置である。本装置は、既設流用とする。 

１ 機能 

線路、接地間の異常電圧から機器を保護できること。 
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２ 構造 

（１）接線接続部は、容易に触れないよう保護があること。 

（２）固定できること。 

３ 規格 

（１）入力電圧      ：200V／100V±10％ 

（２）出力電圧     ：200V／100V±10％ 

（３）相 数  ：単相（単相三線）、三相 

（４）容 量  ：単相 20kVA 

（５）定格周波数 ：60Hz 

（６）絶縁抵抗     ：DC500Vメガにて100MΩ以上 

（７）耐電圧  ：AC10kV 1分間 

インパルス（1．2／50μs）30kV 

（８）環境条件     ：温度 －5～40℃ 

湿度 85％以下（35℃、結露なきこと） 

（９）保護性能   ：1／1000以下（サージ以降率） 

 

第２１ 署活用無線機（400MHz帯） 

本装置は、400MHz帯のアナログ無線を使用し通信を行うものである。 

１ 機能 

（１）使用周波数帯域は400MHz帯とし、複数チャネルが実装可能なこと。 

（２）通信方式は1波単信方式に対応可能なこと。 

（３）受信音量の調節及びチャネル切替は、容易に可能なこと。 

（４）急速充電器は据え置き型とし、専用バッテリーを無線機本体に装着した状態で充電可

能なこと。 

（５）充電中・充電完了の各状態が確認可能なこと。 

（６）緊急呼び出し機能を有すること。 

２ 構造 

（１）無線機，電池部及び空中線で構成すること。無線機本体に落下防止等のためにベルト

クリップを取り付けられること。 

（２）バッテリーはリチウムイオンとし、バッテリーは送信1：受信1：待ち受け18の繰り返

し運用で6時間以上運用できる容量を有すること。 

（３）装置本体にはスピーカを内蔵すると共に、外部にスピーカマイクを接続できること。 

（４）無線機本体・バッテリー及び防水型スピーカマイクは、IPX7（JIS保護等級7防浸型：

JIS－C－0920規格相当）相当の耐水性能とすること。 

（５）規 格 

ア 一般仕様 
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(ア)  電源電圧       ：AC100V±10％以内 （充電器） 

(イ)  使用周波数      ：450～470MHz 

(ウ)  通信方式   ：単信 

イ 送信部仕様 

(ア)  占有帯域幅   ：8．5kHz以下                               

(イ)  隣接チャネル漏洩電力 ：－60dBc以下 

±8．25kHz離調 測定帯域幅±16．75kHz 

(ウ)  スプリアス発射の強度 ：2.5μW以下 (1W を超え 5W 以下)  

  25 μW以下 (1W 以下) 

(エ)  空中線電力   ：5W（＋20％、－50％） 

ウ 受信部仕様 

(ア)  受信感度        ：－6dBμVemf 以下 (12dB SINAD) 

(イ)  スプリアスレスポンス ：60dB以上（12dB SINAD感度比） 

(ウ)  隣接チャネル選択度    ：60dB以上（12dB SINAD感度比） 

(エ)  相互変調特性  ：60dB以上（12dB SINAD感度比） 

 


